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第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
 １．環境研究に関する業務 
  （１）環境研究の戦略的な推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
  （２）研究の構成 
    ①環境研究の柱となる研究分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 
    ②課題対応型の研究プログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 
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  （３）研究成果の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

   ２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務・・・・・・・・・・・・・５１ 
   ３．研究成果の積極的な発信と社会貢献の推進 
    （１）研究成果の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 
    （２）研究成果の活用促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 
    （３）社会貢献活動の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 
 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 
 １．研究所の運営・支援体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 
 ２．人材の効率的な活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 
 ３．財務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 
 ４．効率的な施設運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６ 
 ５．情報技術等を活用した業務の効率化・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 
 ６．業務における環境配慮等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５ 
 ７．内部統制の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 
 ８．安全衛生管理の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６ 

 
第５ その他の事項 
 １．施設・設備の整備及び維持管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０ 
 ２．人事に関する計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２ 
 
 

※「第３ 財務内容の改善に関する事項」および「第４ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画」に

ついては「第２ ３．財務の効率化」の項目で記載。 
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１．評価対象に関する事項 

法人名 

 
国立研究開発法人国立環境研究所 

評価対象事業年度 中期目標期間実績評価 第３期中期目標期間 

中期目標期間 平成２３～２７年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 環境大臣 
 法人所管部局 環境省総合環境政策局 担当課・室責任者 総務課環境研究技術室 室長 太田志津子 
 評価点検部局 環境省大臣官房 担当課責任者 総務課政策評価室 室長 鮎川 智一 
 
３．評価の実施に関する事項 
○平成２８年６月１３日（月）・２８日（火） 
 環境省国立研究開発法人審議会委員、国立環境研究所を視察。 
○平成２８年７月１３日（水） 
 第５回環境省国立研究開発法人審議会を開催。 

当会合において、国立環境研究所理事長及び理事等より、平成２７年度業務実績及び第３期中期目標期間に係る期

間業務実績並びに自己評価について報告された後、環境省評価書（素案）について審議。 
○平成２８年８月１８日（木） 
 第６回環境省国立研究開発法人審議会を開催。 

第５回審議会での委員の意見等を踏まえ、修正した環境省評価書（案）について更に審議。 
○平成２８年８月３１日（水） 
 第６回審議会での審議及び省内協議を経て、評価書を決定。 
 
 
４．その他評価に関する重要事項 
 平成２５年度から、「災害と環境に関する研究」を中期目標及び中期計画に明確に位置付けて取り組むこととした

ため、平成２５年３月２５日付で第３期中期目標を改定し、平成２５年３月２９日付で第３期中期計画を認可した。 
 また、平成２７年度から、「調達等合理化計画」を策定し、更なる調達等の合理化に取り組むこととしたため、平

成２７年１１月１３日付で第３期中期目標を改定し、平成２８年１月２６日付で第３期中期計画を認可した。 
 

 

  

１ 評価の概要 
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２．法人全体に対する評価 
 

国立環境研究所は、前身の国立公害研究所として昭和４９年に設立されて以来、我が国の環境科学の中核的研究機

関として、地球温暖化、循環型社会、環境リスク、自然共生など、幅広い研究を遂行している。また、平成２３年度

から、東日本大震災に対応した災害環境研究を開始し、平成２５年３月には、この取り組みを明確化するため、第３

期中期目標及び中期計画の見直しを行った。 
 災害環境研究については、東日本大震災発生直後から被災地の復旧・復興に貢献すべく研究を展開し、復旧・復興

貢献本部の設置、中期計画の変更、福島支部準備室の設置と、災害と環境に関する研究に対応するため機動的に体制

を整備し、所内・所外との連携を強化しながら調査・研究の幅を広げたことは、評価する。 
放射性物質による環境汚染への対処など、昨今の環境分野に係る研究の重要性はますます大きくなっており、国立

環境研究所に対する国内外の期待も一層大きくなっている。国立環境研究所は、今後も、我が国の環境科学分野にお

いて牽引的役割を担い続けるとともに、環境政策の決定に際し有効な科学的知見を創出・提供し、政策の具体化・実

施の場面においても科学的側面から強力なリーダーシップを発揮することが期待されており、引き続き、積極的かつ

先導的な方策を展開されたい。 
 第３期中期目標期間(平成２３～２７年度)について、５年間の研究実績と成果の活用及び環境情報の取扱等を総合

的に見ると、研究開発成果の最大化に向け、第３期中期目標・計画に定めた業務を滞りなく、着実に実施し、中期目

標を概ね達成したと評価する。 
また、業務運営の効率化等の観点においても、前期の期間評価の結果を踏まえ、適切な措置が講じられているとと

もに、他の公的研究機関における業務運営も参考にしつつ、研究開発成果の最大化に向けた改善が図られており、着

実な業務運営が行われていることを評価する。次期目標期間においても、更なる改善の措置を検討・実施することを

期待する。 
  
以上のことから、国立研究開発法人の目的・業務、第３期中期目標・中期計画等に照らし、法人の活動による成果、

取組等について諸事情を勘案し、総合的に判断した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な

成果の創出の期待等が認められ、かつ、適切な業務運営が行われたことにより、第３期中期目標・中期計画に掲げた

目標は概ね達成できたとし、第３期中期目標期間における国立研究開発法人国立環境研究所の期間実績評価について

は、総合評定をＢとする。 
 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認め

られ、着実な業務運営がなされている。 

評定に至った理由 第３期中期目標期間(平成 23～27 年度)の業務実績について総合的に見ると、研究開発

成果の最大化と適正・効果的かつ効率的な業務運営に向け、第３期中期計画に定めた業務

を滞りなく着実に実施し、適切な業務運営が行われたと認められることから、第３期中期

目標を概ね達成したと判断し、第３期中期目標期間の期間実績評価については、総合評定

をＢとする。 
※平成２５年度までの評価については、環境省独立行政法人評価委員会における評価基

準及び評価結果であり、Ａ評定が標準であった。平成２６年度以降の評価においては、新

基準に基づく環境大臣の評価結果であり、B 評価を標準とするものである。 

２  総合評定 
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３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
 
環境研究（第１の１）【Ｂ】 

環境研究の柱となる研究分野、課題対応型研究プログラム、環境研究基盤整備のいずれについても、研究開発成果

の最大化に向け、適切な研究体制のもと、中期計画の目標の達成に向けて予定された各種のプログラムが着実かつ適

切に進められた。特に、東日本大震災直後から対応した災害と環境に関する研究については、復旧・復興貢献本部の

設置、中期計画の変更、福島支部準備室の設置と、研究を推進するための機動的な体制整備を次々と進め、所内外と

の連携も強化しながら調査・研究の幅を広げ、成果を挙げたことを評価する。また、いずれの研究分野においても、

研究成果の環境政策への反映が適切に実施されており、有識者による外部研究評価においても高い評価を得ているこ

とから、第３期中期目標は達成したと判断する。 
第４期中長期目標期間においても、国立環境研究所における「研究開発成果の最大化」が一層図られるよう、第４

期中長期目標・計画に基づいた研究体制の下、課題解決のための統合的な研究の推進や、環境研究の基盤整備・研究

事業の推進等を着実に実施していただきたい。 
 
環境情報の収集・整理・提供（第１の２）【Ｂ】 
 研究開発成果の最大化に向け、情報の収集・整理を的確に行い、利便性の向上を目指した情報基盤の整備に努め、

適時適切に環境情報を提供するとともに、数値目標が示されていた情報源情報（メタデータ）について、第３期中期

目標を達成したことを評価する。第４期中長期目標期間においても、利用者の要望を踏まえてコンテンツの更なる充

実を図るとともに、研究開発成果の最大化に向け、これまで以上に適切な情報収集、整理、提供を実施していただき

たい。 
 
研究成果の積極的な発信と社会貢献（第１の３）【Ｂ】 

第３期中期目標期間を通じて、論文発表数に変動はあるが、その質において高い水準にあると考える。共同研究や

環境施策への貢献も、第３期中期目標期間を通して適切に行われている。研究成果の国民への普及、還元を通じた社

会貢献活動として、公開シンポジウムや施設公開の実施、幅広い年代層を意識した各種イベント・展示会等への積極

的な出展等、研究開発成果の最大化に向けた取り組みを評価する。第４期中長期目標期間においては、国内外の他の

研究機関等とのネットワーク・橋渡しの拠点となるための研究連携の強化等を着実に実施していただきたい。 
 
業務運営・財務内容・その他（第２～第５） それぞれ【Ｂ】 

研究開発成果の最大化に向け、適正・効果的かつ効率的な業務運営を目指して、研究所の運営・支援体制の整備、

人材の効率的な活用、業務における環境配慮など、必要かつ適切な措置を講じて、全体的に業務運営の改善が図られ

た。内部統制に関しては、 国立環境研究所における業務の適正を確保するための基本規程に基づき、中長期計画の

策定・評価、内部統制の推進、リスク管理等に関する個別規程の策定作業が行われ、研究所の実態に応じた現実的な

内部統制システムの構築が図られた。また、第５期科学技術基本計画を踏まえ、クロスアポイントメント制度や年俸

制の導入を行ったことを評価する。 
第４期中長期目標期間においても、研究開発成果の最大化に向け、適正・効果的かつ効率的な業務運営の確保に積

極的に取り組んでいただきたい。 
 
４．その他事項 
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中期目標 

（中期計画） 
年度評価 

中期目標 

期間評価 項目別 

調書 No. 

備考 

(評価比率

等) 
 ２３ 

年度 

２４ 

年度 

２５ 

年度 

２６ 

年度 

２７ 

年度 

見込 

評価 

期間 

評価 

第１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 1.環境研究に関する業務 A A A B B B B － － 

 (1)環境研究の戦略的な推進 A A A B B B B 第 1  1.(1) (5%)、0.15 

 (2)①環境研究の柱となる研究分野 A A A B B B B 第 1  1.(2)① (15%)、0.45 

 (2)②課題対応型の研究プログラム A A A A B B B 第 1  1.(2)② (20%)、0.60 

 (2)③災害と環境に関する研究 － － A A A A A 第 1  1.(2)③ (5%)、0.20 

 (2)④環境研究の基盤整備 A A A B B B B 第 1  1.(2)④ (5%)、0.15 

 (3)研究成果の評価 A A A B B B B 第 1  1.(3) (5%)、0.15 

 2.環境情報の収集、整理及び提供に関

する業務 
A A A B B B B 第 1 2. (5%)、0.15 

 3.研究成果の積極的な発信と社会貢献

の推進 
A A A B B B B － － 

 (1)研究成果の提供等 A A A B B B B 第 1 3.(1) (3.3%)、0.10 

 (2)研究成果の活用促進 A A A B B B B 第 1 3.(2) (3.3%)、0.10 

 (3)社会貢献活動の推進 A A A B B B B 第 1 3.(3) (3.3%)、0.10 

 大項目別評定 A A A B B B B  70%、2.15 

第２．業務運営の効率化に関する事項 

 1.研究所の運営・支援体制の整備 A A A B B B B 第 2 1. （2.1%）、0.06 

2.人材の効率的な活用 B A A B B B B 第 2 2. （2.1%）、0.06 

3.財務の効率化 － － － － － － － 第 2 3. 第３と同じ 

4.効率的な施設運用 A A A B B B B 第 2 4. （2.1%）、0.06 

5.情報技術等を活用した業務の効率化 A A A B B B B 第 2 5. （2.1%）、0.06 

6.業務における環境配慮等 A A A B B B B 第 2 6. （2.1%）、0.06 

7.内部統制の推進 A A A B B B B 第 2 7. （2.1%）、0.06 

8.安全衛生管理の充実 A A A B B B B 第 2 8. （2.1%）、0.06 

大項目別評定 A A A B B B B  15%、0.45 

第３．財務内容の改善に関する事項、 第４．予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

 （2 3.財務の効率化） A A A B B B B  （10%）、0.30 

大項目別評定 A A A B B B B  10%、0.30 

第５．その他の事項 

 1.施設・設備の整備及び維持管理 A A A B B B B 第 5 1. (2.5%)、0.08 

2.人事に関する計画 A A A B B B B 第 5 2. (2.5%)、0.08 

大項目別評定 A A A B B B B  5%、0.15 

合計 A A A B B B B  100%、3.05 

３ 項目別評定総括表 

注１）平成２３～２５年度については、環境省独立行政法人評価委員会による評価結果であり、評定（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）の標準はＡ評定であ

った。独立行政法人通則法改正後（平成２７年４月１日施行）の評価については、「独立行政法人の評価に関する指針」（平成２６年９月総務

大臣決定）に基づき行うこととされており、総合評定及び項目別評定はＢを標準とすることとされた。 

注２）備考欄は、平成２５年度業務実績評価において、環境省独立行政法人評価委員会により定められた評価比率等を用いて、今回の項目別評価

結果を試算したものである。左の％は評価比率、右の数値は、項目別評価を点数化（Ｓ；５点、Ａ；４点、Ｂ；３点、Ｃ；２点、Ｄ；１点）

して評価比率に掛けた値である。 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値等、

必要な情報 
(参考指標)         
共同研究契約

数 
－ － 43 56 57 62 58  

協力協定数 － － 13 12 16 18 25  
地方環境研究

所等との共同

研究数 

－ － 44 32 24 21 18  

大学との交流

協定数 
－ － 20 21 20 19 
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大学の非常勤

講師等委嘱数 
－ － 247 215 152 153 154  

客員研究員等

の受入数 
－ － 358 348 402 403 360 客員研究員、共同研究員、

及び研究生の計。ただし

H23 年度については、H23
年度まで存在した特別客

員研究員を含む。 
二国間協定等

の枠組み下で

の共同研究数 

－ ー 29 29 29 31 18 現中期期間の平均値

(29+29+29+31+18)/5 
＝27.2 

海外からの研

究者・研修生の

受入数 

－ ー 69 64 57 67 59 現中期期間の平均値

(69+64+57+67+59)/5 
で小数点第二位を切り捨

て＝63.2  
各種審議会等

の委員数 
－ － 651 655 588 619 532 現中期期間の平均値 

609 人 
所内公募型提

案研究の数 
－ － 8 8 16 15 17  

所内公募型提

案研究の予算

額(千円)  

－ － 26,760 
 

66,950 118,320 137,438 133,955  

競争的資金等

の獲得額 ( 千
円)  

2,008,343 
 

－ 1,991,736 
 

1,588,814 
 

1,300,608 
 

1,350,704 1,417,448  

自己収入の確

保状況(千円) 
3,550,423  3,172,331 4,051,846 3,573,418 3,695,329 3,710,569  

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

17,287,071 15,882,840 15,488,472 15,642,816 15,856,137 １号業務全体(全体額―２号業務全

体)の額 
決算額 
(千円) 

15,369,044 14,430,040 15,772,583 17,228,012 20,145,470 １号業務全体(全体額―２号業務全

体)の額 
従事人員数 
(常勤職員) 

全体の内数 
(257) 

全体の内数 
(251) 

全体の内数 
(254) 

全体の内数 
(265) 

全体の内数 
(268) 

括弧内の数字は各年度の研究所全

体の常勤職員数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１．１．（１） 環境研究の戦略的な推進 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
一 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人

の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を

低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究（水俣

病に関する総合的な調査及び研究を除く。）を行うこと。 
（第２号、第３号省略） 

４ 項目別評価調書  （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第２ １．（１）環境研究の戦略的推進＞ 

①環境研究の体系的推進 
 環境研究の中核的研究機関として、中長期的視点に立って将来の環境研究の課題を見通し、新たな環境研究の

体系をその柱となる研究分野で構成し、基礎研究から課題対応型研究まで一体的に、分野間連携を図りつつ推進

する。また、環境研究の推進とあわせて長期的な取組が必要な環境研究の基盤整備を行う。 
②課題対応型研究の推進 
 政策貢献を担う研究機関として、環境基本計画、科学技術基本計画、推進戦略等を踏まえ、特に社会や政策へ

の貢献が急がれる課題や、環境科学技術面から取組の急がれる課題等に対応するため、組織的に集中して研究展

開を図る課題対応型の研究プログラムを推進する。 
③中核的研究機関としての連携機能の強化 
 国内外の中核的研究機関としてこれまでに構築してきた研究機関・研究者ネットワーク等の蓄積を活かし、内

外の環境分野の研究機関との連携を国環研のリーダーシップにより戦略的に推進するための体制を整備し、中核

的研究機関としての機能をさらに強化する。 
国内においては、他の研究機関等（独立行政法人、大学、地方自治体の環境研究機関、民間企業等）との共同研

究等を通じて、環境研究全体の一層のレベルアップを図る。このため、他機関の研究実施状況や成果に係る情報

を把握して、効果的な環境研究の推進体制を構築し、外部競争的資金も活用した共同プロジェクトなどの効率的

な研究の実施に努める。なお、温室効果ガスの影響評価、温室効果ガス削減効果等の地球温暖化対策に向けた研

究については、今後とも他の研究機関の研究課題との重複の排除を図りつつ、連携を強化するものとする。 
海外については、海外の研究者、研究機関及び国際研究プログラムとの連携を推進するとともに、国際的な研

究活動、国際研究交流、国際研究協力等に取り組む。 
④環境政策立案等への貢献 
政策貢献型の研究機関として、国環研の研究成果が、国内外の環境政策の立案や実施、見直し等に貢献するよ

う、更なる取組の強化を行う。そのため、環境政策の検討に向けて、研究成果を積極的に提供、発信するととも

に、環境政策の決定に必要となる科学的な事項の検討への参加、関係審議会等への参画を通じて幅広く貢献する。

また、研究分野ごとに研究成果と政策貢献との関係を把握し、政策貢献に関する評価の仕組みを構築する。さら

に、環境の状況等に関する情報、環境研究・環境技術等に関する情報を収集・整理し、提供する。当面の課題と

して、地球環境モニタリングの推進等により、温室効果ガス排出量の中長期的な削減目標の達成のための地球温

暖化対策に関する計画の策定などの環境政策の展開に資する科学的知見やデータの提供等を行うほか「子どもの

健康と環境に関する全国調査」、化学物質のリスク評価等の政策支援を的確に実施する。また、生物多様性保全

に関し、広域的な生物多様性の状況の観測等の手法開発、生物多様性条約の愛知目標の達成状況評価のためのデ

ータの収集・提供等を行う。さらに、東日本大震災からの復興に向けて、災害と環境に関する研究、特に環境中

へ放出された放射性物質による汚染に関する研究などを実施する。加えて、福島県環境創造センター（仮称）の

設置・運営に向け、福島県と連携して必要な検討・準備を行う。 
⑤研究環境の質の向上 
 研究費の適正かつ効果的な配分、外部研究資金獲得能力の向上、研究空間の整備と最適配分、人材育成等のた

めの研修などを更に充実させるほか、研究活動に役立つ情報の収集・整理・提供などにより、研究者が能力を最

大限に発揮する研究環境を確立する。 
また、公募と評価に基づき運営される所内公募型研究を、分野間連携を重視しつつ実施するなど、研究者の意欲

及び能力を十分に引き出す研究環境を充実させる。 
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 （２）中期計画 
 ＜第１ １．（１）環境研究の戦略的な推進＞ 

国内外の環境研究の中核的機関として、また、政策貢献型機関としての役割を果たすべく、環境政策立案への

貢献や技術・システムの社会実装につながる課題対応型研究、分野横断型研究を重視しつつ、長期的展望と環境

政策への貢献の双方に立脚した学際的かつ総合的で質の高い環境研究を推進する。 
まず、環境研究の中核的研究機関として、我が国が目指すべき脱温暖化社会、循環型社会、自然共生型社会、

安全が確保された社会の４つの社会を構築するための地球環境研究分野、資源循環・廃棄物研究分野などの環境

研究の柱となる分野について、国内外の環境政策の動向及び環境研究の動向を把握し、進めるべき環境研究の方

向性を示す。そのため、環境省と協働して国内外の環境関係機関や国際的プログラム等と連携し、また研究の連

携を具体化するための中核的な役割を果たすことを目指す。 
また、目指すべき研究の水準としては、国内あるいは国際的な環境政策の立案、運用等の科学的根拠として活

用される科学的データ・事実等を測定・把握し、解析し、検証して科学的因果関係を明らかにすべく、幅広い環

境研究の分野について重点化を図りつつ総合的に最高水準の成果を出していくことを目指す。 
以上を踏まえて、以下のように環境研究を戦略的に推進する。 
①環境研究の体系的推進 
 環境研究の中核的研究機関として、中長期的視点に立って将来の環境研究の課題を見通し、新たな環境研究の

体系をその柱となる研究分野で構成し、基礎研究から課題対応型研究まで一体的に、分野間連携を図りつつ推進

する。また、環境研究の推進とあわせて長期的な取組が必要な環境研究の基盤整備を行う。 
②課題対応型研究の推進 
政策貢献を担う研究機関として、環境基本計画、科学技術基本計画、「環境研究・技術開発の推進戦略につい

て」等を踏まえ、特に社会や政策への貢献が急がれる課題や、環境科学技術面から取組の急がれる課題等に対応

するため、組織的に集中して研究展開を図る課題対応型の研究プログラムを推進する。 
③中核的研究機関としての連携機能の強化 
国内外の中核的研究機関としてこれまでに構築してきた研究機関・研究者ネットワーク等の蓄積を活かし、内

外の環境分野の研究機関との連携を国環研のリーダーシップにより戦略的に推進するための体制を整備し、中核

的研究機関としての機能を更に強化する。 
国内においては、他の研究機関等（独立行政法人、大学、地方自治体環境研究機関、民間企業等）との共同研

究等を通じて、環境研究全体の一層のレベルアップを図る。このため、他機関の研究実施状況や成果に係る情報

を把握して、効果的な環境研究の推進体制を構築し、外部競争的資金も活用した共同プロジェクトなどの効率的

な研究の実施に努める。なお、温室効果ガスの影響評価、温室効果ガス削減効果等の地球温暖化対策に向けた研

究については、今後とも他の研究機関の研究課題との重複の排除を図りつつ、連携を強化するものとする。 
海外については、海外の研究者、研究機関及び国際研究プログラムとの連携を推進するとともに、国際的な研

究活動、国際研究交流、国際研究協力等に取り組む。特に地球環境問題に関する研究や我が国と密接な関係にあ

るアジア地域において、国環研が中心となった戦略的な研究展開を図る。 
④環境政策立案等への貢献 
政策貢献型の研究機関として、国環研の研究成果が、国内外の環境政策の立案や実施、見直し等に貢献するよ

う、さらなる取組の強化を行う。そのため、環境政策の検討に向けて、研究成果を積極的に提供、発信するとと

もに、環境政策の決定に必要となる科学的な事項の検討への参加、関係審議会等への参画等を通じて幅広く貢献

する。また、研究分野ごとに研究成果と政策貢献との関係を把握し、政策貢献に関する評価の仕組みを構築する。

更に、環境の状況等に関する情報、環境研究・環境技術等に関する情報を収集・整理し、提供する。当面の課題

として、温室効果ガス排出量の中長期的な削減目標の達成のための地球温暖化対策に関する計画の策定などの環

境政策の展開に資するよう、地球環境モニタリングの推進等により科学的知見やデータの提供等を行うほか、「子
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どもの健康と環境に関する全国調査」、化学物質のリスク評価等の政策支援を的確に実施する。また、生物多様

性保全に関し、広域的な生物多様性の状況の観測等の手法開発、生物多様性条約の愛知目標の達成状況評価のた

めのデータの収集・提供等を行う。さらに、東日本大震災からの復興に向けて、災害と環境に関する研究、特に

環境中へ放出された放射性物質による汚染に関する研究等を実施する。加えて、福島県環境創造センター（仮称）

の設置・運営に向け、福島県と連携して必要な検討・準備を行う。 
⑤研究環境の質の向上 
研究費の適正かつ効果的な配分、外部研究資金獲得能力の向上、研究空間の整備と最適配分、人材育成等のた

めの研修などを更に充実させるほか、研究活動に役立つ情報の収集・整理・提供、「研究開発システムの改革の

推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）（以

下「研究開発力強化法」という。）に基づく人材活用方針を積極的に運用することなどにより、研究者が能力を

最大限に発揮する研究環境を確立する。 
また、公募と評価に基づき運営される所内公募型研究を、分野間連携を重視しつつ実施するなど、研究者の意

欲及び能力を十分に引き出す研究環境を充実させる。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①環境研究を体系的に推進しているか 
 
 

(a)基礎研究から課題対応型研究までの一体的な研究の

推進の状況【定性】 
(b)分野間連携の推進の状況【定性】 

②中核的研究機関としての連携機能を果たしているか (a)国内の研究機関等との連携の状況【定性】 
参考指標：共同研究契約数、協力協定数、地方環境

研究所等との共同研究数、大学との交流協定数、大

学の非常勤講師等委嘱数、客員研究員等の受入数【定

量】 
(b)国外の研究機関等との連携の状況【定性】 

参考指標：国際機関・国際研究プログラムへの参加

数、二国間協定等の枠組み下での共同研究数、海外

からの研究者・研修生の受入数【定量】 
③環境政策立案等への貢献は十分か (a)各種審議会等への参画の状況【定性】 

参考指標：各種審議会等の委員数【定量】 
(b)環境政策への主な貢献の状況【定性】 

④研究環境の質の向上への取り組みは十分か (a)研究費の適正かつ効果的な獲得と配分への取り組み

の状況【定性】 
参考指標：所内公募型提案研究の数および予算額、

競争的資金等の獲得額【定量】 
(b)研究環境の整備や人材育成への取り組みの状況【定

性】 
参考指標：研究基盤整備の状況【定性】 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 「独立行政法人国立環境研究所憲章」（資料１）の下で、平成２５年３月に第３期中期目標、中期計画に明記さ

れた災害と環境に関する研究を含めて、中期計画及び年度計画に基づき以下のとおり環境研究を戦略的に推進し

た。 
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１．環境研究の体系的推進 
 第３期中期目標期間の環境研究の柱となる８つの研究分野について、対応する研究センターの下で、基礎研究

から課題対応型研究まで一体的に、分野間連携を図りつつ研究を推進した。環境研究の体系的推進を具体的に示

すために、研究所で各年度に実施された全ての研究課題を各研究分野に関連づけたうえで、研究の性格を課題対

応型研究、行政支援調査・研究、基礎科学研究などに分類して記載した「国立環境研究所研究計画」を作成し、

ホームページ上で公表した。この研究計画に基づいて実施された各年度の研究の成果等をまとめた「国立環境研

究所年報」を作成し、ホームページ上で公表している。また、長期的な取組が必要な環境研究について基盤整備

を行った。 
 
２．課題対応型研究の推進 
課題対応型の研究プログラムとして設定した５つの重点研究プログラム及び５つの先導研究プログラムを推

進した。 
 
３．災害と環境に関する研究 
東日本大震災後、「東日本大震災復旧・復興貢献本部」を設置し、東日本大震災の復旧・復興に貢献すべく、

環境省からの受託研究などにより「災害廃棄物や放射性物質汚染廃棄物の処理」「環境中の多媒体での放射性物

質の実態把握・動態解明」に関する調査・研究を開始した。その後、平成２５年３月に第３期中期計画を変更し

て、災害と環境に関する研究の実施を明記し、東日本大震災からの復旧・復興に向けた災害と環境に関する研究

として、調査・研究を総合的・一体的に推進した。具体的には、「放射性物質に汚染された廃棄物・土壌の処理

処分技術・システムの確立」、「放射性物質の環境動態解明、被ばく量の評価、生物・生態系への影響評価」、「災

害後の地域環境の再生・創造」、「地震・津波災害に起因する様々な環境変化とその影響に関する調査・予測」、「地

震・津波災害に起因する様々な環境変化とその影響に関する調査・予測」の４つの課題に総合的に取組み、各種

モニタリング調査やモデルの開発・解析等を行った。 
また、平成２５年１０月には福島支部準備室を開設して、上記の４つの課題に加えて「将来の災害に備えた環

境マネジメントシステムの構築」の課題にも取り組んだ。 
 
４．中核的研究機関としての連携機能の強化 
（１）連携強化のための体制構築等 
１）国内外の研究機関との連携を推進するため、”アジア等国際環境研究推進タスクフォース”を設置し、その

検討結果を受け、研究と事業を総括した、国際環境研究事業戦略調整費に呼称変更するとともに、理事長ト

ップダウン型及びボトムアップ型を設けて、実施した。 
 
２）災害と環境に関する研究について、国内の９研究機関が参画する環境放射線研究連絡会議を３回主催し、

東日本大震災に関わる環境放射線研究の連携を推進するための情報・意見交換を行った。 
また、福島支部準備室を中心として、福島県や国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）と福

島県環境創造センターにおける研究連携、施設整備、管理・運営体制について協議・調整を進めた。 
 
３）環境分野の研究を実施している国・独立行政法人等の間の連絡調整・情報交換の場として、国環研が中心

となって「環境研究機関連絡会」をその運営にも主導的な役割を果たしている。その活動として、毎年環境

研究シンポジウムを東京において実施した。 
 

４）北東アジア地域の環境研究の推進を図るため、日韓中の環境研究において重要な役割を有する国環研、国
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立環境科学院(韓国)及び中国環境科学研究院（中国)の３研究機関で、毎年日韓中三カ国環境研究機関長会合

（ＴＰＭ)を開催してきた。平成２３年度（ＴＰＭ８）及び平成２６年度（ＴＰＭ１１）は国環研がホスト国

として開催し、重点研究分野における各機関の最新の研究活動の共有を行った。新たな取組としてＴＰＭ８

においては、環境問題の現状への対処のため、ＴＰＭにおける８つの重点研究分野の名称及び内容を再編し、

また、中国で平成２５年度に開催されたＴＰＭ１０においては重点研究分野の中に「災害研究」を加えるこ

とで、東アジア地域の様々な環境問題の解決に向けた研究協力を推進した。平成２７年度は韓国がホスト国

となり開催した。 
 
（２）国内における連携 
１）国立研究開発法人、大学、地方の環境研究所、民間企業等との間で共同研究契約、協力協定等を締結し、

共同研究を実施した（資料２、３）。その際、共同研究契約の実務的な進め方や留意点等を具体的に整理し、

イントラネットで所内全職員に周知する等、より円滑な共同研究実施に向けた環境整備に努めた。さらに、

民間企業等からの受託研究や、研究奨励寄附金を受けた研究についても推進した（資料４１）。 
 
２）大学との間では、多数の交流協定等を交わし、教育・研究交流を進めた（資料４）。人的連携としては、研

究者が大学の客員教員・非常勤教員となるほか、大学職員を連携研究グループ長（７３ページ（３）参照）

や客員研究員・共同研究員として、また学生を研究生として受入等を行った（資料５、６）。 
 
３）地方の環境研究機関等との共同研究のうち、多数の地方環境研究所との間で実施する比較的規模の大きな

共同研究を、平成２３－２７年度にのべ３８課題実施した。この共同研究は、全国の地方環境研究所等で構

成される全国環境研協議会からの推薦と所内からの提案に基づき、その意義や研究の進め方等について所内

で事前評価を行った上で採択・実施しているものである。また、全国環境研協議会と連携して、毎年２月に

地環研の関心の高いテーマを選んで全国環境研究所交流シンポジウムを開催し、地方環境研究所との連携を

深めた。さらに、毎年シンポジウム開催前に「地方環境研究所と国立環境研究所との協力に関する検討会」

を開催し、全国環境研協議会と国環研の幹部により、共同研究の実施等を通じたさらなる連携を強化してい

くことを定期的に協議した。 
 
４）上記１）～３）の活動に加えて、各研究者が学会等を通じて情報を収集することにより、他機関の研究実

施状況や成果に係る情報の把握に努めた。 
 
（３）海外との連携 
１）国際研究活動・研究交流等の主導的推進 
ア．国際的な研究プログラム・ネットワークの一つであるグローバルカーボンプロジェクト（ＧＣＰ）の事務

局として、炭素循環・炭素管理等の国際共同研究の中心的役割を果たした。また、温室効果ガスインベント

リオフィスの活動の一貫として、アジア地域のインベントリ整備等のための国際的な支援・交流を実施した。 
さらに、アジア地域における温室効果ガスのフラックス観測に関わる AsiaFlux ネットワーク、アジアエ

アロゾルライダー観測ネットワーク等の研究ネットワークの中心的機能を果たし、アジア域のこれらの活動

のネットワーク化やデータ管理、情報発信を行った（資料７）。 
また、平成２１年１月に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（ＧＯＳＡＴ）のデータにつ

いては、国環研が処理、検証した上で国内外に提供しており、そのデータ質評価とデータを利用した研究の

ため、打ち上げ後に累計８回の研究公募を経て、平均２０．２カ国の研究機関との間で、年平均６６．４件

の共同研究協定を結び、共同研究を実施している。(資料７) 
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イ．２国間の環境保護協力協定及び科学技術協力協定等の枠組みのもとで、平均７カ国の研究機関と連携して、

国際共同研究プロジェクト平均２７．２件を実施した。また、平均１５．４ヵ国の研究機関、１共同設立研

究機関、１国際機関を相手側として平均４７件の共同研究協定等を締結し、国際共同研究を実施した（資料

８）。 
 
２）国際機関等の活動への参加・協力 
ア．国連環境計画（ＵＮＥＰ）、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）等の国際機関の活

動や国際研究プログラムに積極的に参画した。ＩＰＣＣが平成２３年度に公表した特別報告書のほか、平成

２５年度から平成２６年度にわたり公表された、ＩＰＣＣ第５次評価報告書の各作業部会報告書および政策

決定者向け統合報告書の執筆には、国環研の複数の研究者が参画し、執筆やとりまとめに大きな貢献を果た

した（資料７）。 
 
イ．気候変動枠組条約締約国会議および京都議定書締約国会合に毎年参加し、メイン会場に展示ブースを設置

して研究活動をアピールするとともに、サイドイベントを開催した（資料７）。 
 
ウ．国際協力機構（ＪＩＣＡ）の研修員を含め、外国人や海外からの視察・研修者等を平均２８１．８人受け

入れた（資料９）。 
 
３）国際的活動の推進のための体制等の整備 
ア．平成２３年度にアジア地域等をはじめとした国際的な環境研究を戦略的に推進するため、アジア等国際環

境研究事業戦略調整費を設け、研究拠点形成・強化やインキュベーションのための研究等を実施した。また

平成２５年度には、調整費の名称を国際環境研究事業戦略調整費と変更し、国際的な認知度を高めることを

目指す事業に重点的に支出することとした。 
 
イ．外国人研究者・研修生については、平均３３．６名が職員（任期付職員含む）・契約職員として所属し、平

均２９．６名の外国人客員研究員・共同研究員等の招へい、受入を行った。 
 
ウ．平成２３年度より外国人研究者が生活する上で生じる様々な問題について相談、解決を図ることができる

よう、企画部国際室に担当スタッフを置くとともに公益社団法人科学技術国際交流センターと契約し、生活

支援を実施した。なお、生活支援制度については、制度の目的を明確に果たすため平成２６年度に支援対象

者を来日２年未満とする見直しを行い、制度の名称を「外国人研究者等生活支援制度」から「外国人研究者

生活立ち上げ等支援制度」へと変更した。さらに平成２７年度には２年以上の外国人研究者の緊急時支援を

含む制度へと拡充し、引き続き生活立ち上げ等支援を実施した。 
 
エ．海外の研究者や研究機関等との連携を進めるにあたり、国環研への理解を深めてもらうため、国環研ホー

ムページの英語版の掲載情報等を見やすく整理するなど、発信情報の改善・充実を進めた。 
 
５．環境政策立案等への貢献 
（１）第１．３.（１）に詳述するとおり、学会発表やプレスリリース、インターネットホームページをはじめと

する様々な手段で積極的に研究成果を発信するとともに、資料１０に示すとおり、国や地方自治体の審議会、検

討会、委員会等の政策検討の場に参画し（平成２３年度から平成２７年度の間に、２，２３７件の審議会等に延
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べ３，０４５人の職員が参画、年平均で４４８件の国の審議会等に６０９人の職員が参画）、国環研の研究成果

や知見を提示するなど、環境政策立案等に貢献した。 
 
（２）第３期中期目標期間中の主な政策貢献事例については、資料１１に示すとおり。 
 
（３）研究分野ごとの研究成果と政策貢献の関係については、毎年度多くの貢献事例が得られているが、平成２

５年度から、貢献の結果（アウトカム）について新たに分類・整理を行った。その結果、研究分野によって傾向

は異なるものの、研究分野全体としては制度面での貢献が多くを占めることが示された。また、外部研究評価委

員会において成果の活用状況を含めた評価を受けるとともに、職員等に対する職務業績評価の場でも、環境政策

への貢献を含めた評価を行った。 
 
（４）国や地方における環境政策立案等にも役立つよう、環境の状況等に関する情報、環境研究・環境技術等に

関する情報を収集・整理し、提供した。（第１．２．に詳述） 
 
（５）中期目標において環境政策立案等への貢献が必要な当面の課題として列挙されている事項について、第３

期中期目標期間においてはこれまで以下の取組を実施した。 
 
１）地球温暖化対策 

温室効果ガス観測衛星（ＧＯＳＡＴ）、航空機、船舶、地上観測を含む精度管理された地球環境モニタリン

グの推進等により、温室効果ガス濃度の経年変動や濃度分布の実態及び温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出、吸収

量変化に関する知見、さらに気候変動影響のリスク研究等から、今後の温室効果ガス排出削減や適応に関する

計画策定の基礎となる科学的情報を提供し、特にＩＰＣＣ第５次報告書への自然科学的知見、影響評価や適応

策に関する知見の提供、全球地球観測システム（ＧＥＯＳＳ）計画や攻めの地球温暖化外交戦略に関して貢献

した。ＧＯＳＡＴでは、地球全体の大気の濃度算出を行い、大気全体の平均濃度が４００ppm 台になっている

ことが示された。 
国内のＧＨＧの排出量の推算にあたりＧＨＧインベントリーオフィス（ＧＩＯ）を運営し、京都議定書等に

関わるインベントリの報告を行い、環境省の行政に貢献した。 
日本における将来のＧＨＧの削減目標の設定において、環境省中央環境審議会地球環境部会の２０１３年以

降の対策・施策に関する検討小委員会等にこれまでの試算結果を提供し、活用された。また、２０２０年以降

の枠組みについての議論に対しては、環境省の検討会に参画し、ＪＣＭ（国レベルＮＡＭＡ（Nationally 
Appropriate Mitigation Actions:途上国による適切な緩和行動）策定支援事業）を通じた途上国のモデル研究

者の育成などを通じて貢献を行った。 
 
２）子どもの健康と環境に関する全国調査 

「子どもの健康と環境に関する全国調査」は環境汚染物質が子どもの健康や成長発達に与える影響を解明す

るために、国環研が、研究実施の中心機関であるコアセンターとして進める疫学調査研究である。コアセンタ

ーは、データ及び生体試料等の集積・保管業務、全国１５地域のユニットセンターにおける業務の支援等を行

い、円滑な調査の進捗に貢献し、参加者のリクルート目標数をほぼ達成した。調査の進捗に合わせて、子ども

の成長・発達に関わる追跡調査を進めるとともに、新たな調査内容・調査手法の検討、集積されるデータの点

検・整備、解析手法の検討や生体試料中化学物質の分析手法の確立と一部の化学物質の分析実施、成果発信の

基盤となる研究を推進した。 
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３）化学物質のリスク評価 
「化学物質評価・管理イノベーション研究プログラム」の成果、およびこれに基づく化学物質審査オフィス

の施策支援業務において、１）化審法生態毒性評価のための学術的基礎を提供し、科学的な評価の実施に貢献

してきた。２）ナノマテリアルに関する行政的取組の基礎となる学術的知見を提供し、これら物質の健全な使

用と管理を検討する基礎として貢献した。また、３）化審法曝露評価の実施におけるモデル技術と学術的基礎

を提供し、また水環境部等の検討など政策的課題の解決に貢献した。さらに、平成２４年４月に化学物質審査

オフィスを設置し、化審法や環境基準・指針に関わる施策の課題に集中して取り組み、（１)生態リスク評価に

関連した「水生生物への影響が懸念される有害物質等情報収集調査業務」では、優先度が高いと判断された物

質について、専門家判断を仰ぎつつ環境基準値・目標値案を導出し、平成２４年には「ノニルフェノール」お

よび「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」の２項目が追加された。（２)化学物質のリスク評価・管

理に関連した「化審法リスク評価高度化検討調査業務」では、生態リスクに関する検討会を立ち上げ「スクリ

ーニング評価」および「リスク評価（その一）評価Ⅱ」を実施し、それぞれ優先評価化学物質（生態）の選定

および、リスク評価書を審議会の資料として取りまとめた。また、（３)「化学物質環境リスク初期評価等実施

業務」では、環境省内で化学物質の評価が必要とされた物質を対象に初期リスク評価を実施し、環境省が公表

する「化学物質の環境リスク評価」を毎年 1 巻取りまとめてきた。その成果は一般に公開されると同時に、環

境省の担当部局でそれぞれの制度下で利用されている。（４)大気の健康リスク評価に関連した「有害大気汚染

物質の健康リスク評価手法等に関する検討等委託業務」では、動物実験の知見に基づく指針値設定のための有

害大気汚染物質の適切な健康リスク評価手法の改定等、詳細なガイドラインの策定に関する検討を継続して実

施してきた。平成２５年度に改定案を完成させ、平成２６年度の「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価

のあり方について」の全面改定に大きく貢献することができた（中環審第十次答申）。このほか、食品安全委

員会によるアクリルアミドの曝露評価を担当し、リスク評価の実施に貢献した。 
 
４）生物多様性保全 

生物多様性条約愛知目標の達成と達成状況評価のための、観測、データ収集、提供ならびに研究を推進し、

国や地方自治体の委員会や生物多様性条約事務局に成果を提供した。主なものは、気候変動及び海洋酸性化が

サンゴ礁生態系に及ぼす影響の試算、絶滅危惧維管束植物の調査による国立・国定公園の保全効果の検証、奄

美大島におけるマングース駆除事業の効果予測、特定外来生物アルゼンチンアリやセイヨウオオマルハナバチ

の薬剤防除手法の開発、日本における鳥インフルエンザの侵入リスクマップの作成、野外における除草剤耐性

ナタネと近縁種の交雑や除草剤耐性遺伝子の発現ならびに市民の生態系サービスへの認知と保全行動意図と

の関係についての知見の提供、などである。また、国際自然保護連合日本委員会との連携協定を締結し、にじ

ゅうまるプロジェクトにて生物多様性の主流化のための普及・啓発に努めた。 
生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）の４つの作業分科

会において専門家として文書原稿の査読を行った。さらにアジア・オセアニア地域の評価報告書の作成につい

て執筆者として貢献するとともに、地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）に設置されることが決定したＩＰＢＥ

Ｓの作業計画に基づく活動に対して技術的な支援を行うＴＳＵ（Technical Support Unit）に協力した。 
 
（６）災害環境研究 
東日本大震災によって生じた環境被害、環境中に放出された放射性物質による環境汚染、その汚染が生物や人

の健康に与える影響、汚染の除去のための技術や汚染廃棄物の処理技術、被災地域の環境再生・創造、巨大災害

発生時の災害廃棄物対策など、災害と環境に関する研究を幅広く推進した。その成果は、放射性物質汚染廃棄物

等の調査研究で得られた知見が放射性物質汚染対処特措法に基づく各種基準やガイドラインの策定に貢献する

とともに、ＩＡＥＡ専門家会合にて放射能汚染廃棄物の処理に関する教訓に繋がる知見を提供し、技術文書作成
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に貢献した。福島県宇多川流域などを対象とした放射性物質の環境動態計測結果が環境省の除染関係ガイドライ

ン等に活用されるとともに、「放射性物質の常時監視に関する検討会」において、専門家として放射性物質の環

境動態に関する知見を提供し、常時監視結果のとりまとめや今後の方針策定に貢献した。福島県新地町で町民講

座や職員講座を開催し、環境と経済が両立する復興計画の作成に資する情報提供、経済産業省「スマートコミュ

ニティ事業」のマスタープラン計画の採択を受けて、その運営会議に委員として参加した。巨大災害発生時にお

ける災害廃棄物対策の検討で災害廃棄物の量的質的手法を提案するとともに、災害廃棄物の発生量の推定を行っ

た成果が環境省の検討会資料に反映、地盤工学会と連携し、蓄積してきた知見等をもとに、災害廃棄物等の有効

利用に係る提言書及びガイドラインを策定するなど、環境政策へ大きく貢献した（資料１１）。 
 
（７）ＰＭ２．５汚染問題への対応 
大きな社会問題となった微小粒子状物質ＰＭ２．５による大気汚染について、環境省の「ＰＭ２．５常時観測

データ等検討会」、「ＰＭ２．５等に関する測定精度検討会」、「ＰＭ２．５発生源寄与割合推計に関する検討会」

に参加し、ＰＭ２．５等の測定や発生源寄与割合推計に関する問題点の検討を行った。ＰＭ２．５のデータ解析

結果や東アジア広域大気汚染シミュレーション結果等の研究成果が国や地方自治体におけるＰＭ２．５対策検討

の基礎情報として活用された。また、「注意喚起判断方法の改善策」、「最近の微小物質（ＰＭ２．５）による大

気汚染への対応」、「微小粒子（ＰＭ２．５）二次粒子の挙動解明」についてのとりまとめ・報告書作成に貢献し

た。また、環境省と連形成して開発中である大気汚染予測システム（ＶＥＮＵＳ）によるＰＭ２．５等の予測結

果は、地方自治体当の注意法等発令判断の参考情報として活用されるとともに、ＰＭ２．５汚染等に関する一般

国民の関心に応える情報を提供した。ＰＭ２．５に係る共同研究として、全国の地方環境研究所等と共同で、Ｐ

Ｍ２．５の短期的/長期的環境基準超過をもたらす汚染機構を解明するために、二つの観測グループ（高濃度事例

観測、季節的データ検討）、二つのモデルグループ（レセプターモデル、化学輸送モデル）、測定法検討グループ、

閉鎖性海域グループの６つの研究サブグループにより、高濃度事例の出現傾向や成分データの地域特性を明らか

にして、さらに高濃度要因について解析した。また、モデル解析による総合的な取り組みにより環境基準の超過

要因について検討した。これらの研究成果は国や自治体のＰＭ２．５対策検討に活用された。 
二次生成有機粒子などの動態解明を行う一方で、酸化物、水溶性有機物、金属などの濃度と酸化ストレス発現 
の関係を整理して粒子の毒性を評価した。さらに、小動物の吸入曝露実験により、ディーゼル排気起源の二次

生成粒子の急性影響を評価した。さらに、大気シミュレーションや観測などから得られた粒子状物質の化学組成

や濃度分布に基づいて、粒子状物質がもたらす健康への影響を評価した。 
 茨城県つくば市周囲の田園地域を対象として、ＰＭおよびガスの大気観測を行った。燃焼起源で排出される

黒色炭素、ＮＯｘおよび、植物の燃焼で放出されるカリウムやレボグルコサンを自動測定器やフィルター捕集の

手法を用いて観測・分析した。 
沖縄辺戸と長崎福江におけるエアロゾルの光学的、物理化学的性質の測定を継続して実施した。長崎福江では

冬季から春季にかけて粒子状物質を継続して観測しており、社会的に注目された２０１３年１月からの「高濃度

イベント」は特別な現象でなく、過去にも類似の観測事例があることを明らかにした。沖縄辺戸でのＰＭ２．５、

ライダーの長期観測から２００６年ごろをピークにそれ以降はＰＭ２．５や球形粒子の光学的厚さが減少してい

る傾向が見られた。長崎福江でのライダー連続観測結果は環境省「微小粒子状物質等薬学調査検討会」における

曝露指標としても活用された。当該モニタリングデータは東アジアの広域大気汚染・日本への越境大気汚染の実

態や長期変動に把握に貢献した。 
 
６．研究環境の質の向上 
（１）研究費については、８研究センター体制の運営の基盤となる研究費を配分するとともに、（２）に示す所

内公募型研究制度等により競争的環境の下での配分も行った。また、外部競争的研究資金についても、応募に際
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して参考となる情報をイントラネットに掲載し、所内に周知するとともに、提案内容の精査・助言の機会を設け

る等により研究提案力の向上を図った。 
施設面では、スペース課金制度により研究空間の効率的な配分に努めたほか、放射性物質により汚染された環

境試料を扱う研究（震災放射線研究）に関しては、効率的かつ安全面を考慮した新たな研究スペースを確保した。 
人材育成の観点から、英語論文研修等の各種研修を実施して知識・能力の向上を図るとともに、平成２３年度

及び平成２６年度に所内公募型研究の仕組みを見直し、若手研究者の自由な発想での応募がより容易な制度に変

更した。 
研究活動に役立つ情報を収集・整理し、様々な種類の環境情報をインターネット等を通じて効果的、統合的に

利用できる情報基盤の整備・運用を行った。 
このほか、研究開発力強化法に基づく人材活用方針に基づき、若年者、女性、外国人の一層の能力活用を図る

ため、平成２３年度に妊産婦が搾乳や休憩のできる休憩スペースを開設したが、更に利便性を図るため新たに一

箇所増設した。平成２４年度には一時預り保育室も開設しており、利用者も順調に増加し、高い稼働率で利用さ

れている。また、平成２３年度に導入した外国人研究者生活支援制度（平成２６年度に「外国人研究者生活立ち

上げ等支援制度」へ変更するとともに内容も見直した。平成２７年度も内容を見直し拡充した）により、生活立

ち上げ支援を実施した。 
 
（２）所内公募と評価に基づき運営される所内公募型研究については、人材育成、研究所に求められる研究ニー

ズへの対応、新たな研究シーズへの後押し、といった様々な視点を考慮して見直しを行った。これまでに実施し

た所内公募型研究の実施状況と事後評価の状況は資料１２と資料１３に示すとおりである。 
さらに、研究の基盤となる大型施設や大型計測機器等の整備、改修、更新に関する所内公募を実施し、先端性

やその分野の研究における戦略的重要性を考慮し、平成２３－２７年度にのべ４８件の案件を採択した。 
 
（３）研究業務に必要な電力の一部を太陽光エネルギーで賄うため、順次太陽光発電設備を設置した。これによ

り構内に設置された太陽光発電設備の総発電容量は５１９ｋＷとなった。節電対応と研究機能の両立について

は、東日本大震災後の平成２３年度に環境研究を実施する機関として自ら率先し、法的削減義務を越えて基準電

力量の２０%削減を目標とする夏季の節電計画およびアクションプランを策定し、研究業務への影響を極力抑え

つつ組織を上げて強力に取り組んだ結果、目標を大きく超えたピークカットを達成した。その後も理事長を本部

長とする節電対策本部において、通年の電力消費量をできる限り抑制すること、ピーク対策として契約電力を見

直して、それを超えないことなどを目標とする節電方針及びアクションプランを策定した。スーパーコンピュー

タ等の研究施設の運転停止は、研究業務への影響を最小限に抑えるように配慮し、夏季以外の時期にシフトが可

能な機器について実施した。研究者の節電意識の高まりによる継続的な節電効果が確認され、夏季の電力消費量

や、ピーク電力を抑制することができた。 
 
７．次期中長期計画に向けた検討 
第４期中長期計画の策定に向けて、理事長、理事及び各ユニット長が参加し毎月開催する幹部会において、

必要に応じてメンバーを拡大しつつ、研究の推進方向・体制等について検討を行った。検討状況については、

随時イントラネット上に公開し、また各ユニット内で周知するほか、全所的な説明会を平成２７年度に２回

開催するなどし、所内周知を図るとともに所員からの意見聴取に努めた。なお環境省との間でも意見交換を

重ね、意思疎通に努めた。 
平成２８年２月２９日、環境大臣より第４期中長期目標が指示され、同年３月３１日付で第４期中長期計

画が認可された。 
 ①－２ 関連する資料編 
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 資料１ 独立行政法人国立環境研究所憲章 
資料２ １）共同研究契約について 

２）協力協定等について 
資料３ 地方環境研究所等との共同研究実施課題一覧 
資料４ 大学との交流協定等一覧 
資料５ 大学の非常勤講師等委嘱状況 
資料６ 客員研究員等の受入状況 
資料７ 国際機関･国際研究プログラムへの参加 
資料８ 二国間協定等の枠組み下での共同研究 
資料９ 海外からの研究者･研修生の受入状況 
資料１０ 各種審議会等委員参加状況 
資料１１ 環境政策への主な貢献事例 
資料１２ 所内公募型提案研究の採択状況 
資料１３ 所内公募型提案研究の実施状況及びその評価 
資料４１ 自己収入の確保状況 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①環境研究を体系的に推進しているか 
(a)基礎研究から課題対応型研究までの一体的な研究の推進の状況 

 第３期中期目標期間の環境研究の柱となる８つの研究分野について、対応する研究センターの下で、基礎研究

から課題対応型研究まで一体的に、分野間連携を図りつつ研究を推進したこと、体的な研究の推進を具体的に示

すために、研究所で各年度に実施された全ての研究課題を各研究分野に関連づけたうえで、研究の性格を課題対

応型研究、行政支援調査・研究、基礎科学研究などに分類して記載した「国立環境研究所研究計画」を公表した

ことは評価できる。また、長期的な取組が必要な環境研究について基盤整備も推進しており評価できる。平成２

８年度以降も、第４期中長期計画（平成２８年４月〜）に沿って、適切に推進していく。【Ｂ】 
 
(b)分野間連携の推進の状況 
分野横断的な研究が特に不可欠な課題対応型研究や災害と環境に関する研究では、特に分野間連携を推進して

おり評価できる。その結果、様々な調査研究が行われ、研究成果も創成された。平成２８年度以降も、第４期中

長期計画（平成２８年４月〜）に沿って、適切に推進していく。【Ｂ】 
 
②中核的研究機関としての連携機能を果たしているか 
(a)国内の研究機関等との連携の状況 
他機関との連携強化のための体制構築などを進めるとともに、国内機関との共同研究を通じた連携を推進して

おり評価できる。その結果として共同研究契約数及び協力協定数も着実に伸びており評価できる。また研究の実

施に必要な人材の受け入れ（客員研究員、共同研究員及び研究生）についても、着実に維持しており評価できる。

また平成２６年度については適切な共同研究の実施のために共同研究実施規程の見直しを行い、より一層の連携

強化のための体制構築を進めており評価できる。平成２８年度以降も、第４期中長期計画（平成２８年４月〜）

に沿って、適切に推進していく。【Ｂ】 
 

(b)国外の研究機関等との連携の状況 
平成２７年度末時点で、二国間の環境保護協力協定及び科学技術協力協定の枠組み等のもとで、７カ国(前中期
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目標期間終了年度末７カ国)の研究機関と連携して国際共同研究プロジェクト１８件（同３１件）を実施しており

評価できる。また、海外の研究機関との間で締結した文書に基づく共同研究等は、１８カ国（同１４ヵ国）、１

国際機関を相手として、６１件（同４５件）となっており評価できる。このほか、２１年１月に打ち上げられた

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（ＧＯＳＡＴ）のデータについては、国環研が処理・検討した上で国内外

に提供しており、そのデータ質評価とデータを利用した研究の促進のため、打ち上げ後に累計８回の研究公募を

経て、１９カ国（同１８ヵ国）の研究機関との間で、共同研究協定等５９件（同５９件）を締結し、共同研究を

実施しており評価できる（資料７）。前中期目標期間終了年度のそれぞれの件数と比較して件数の減少が目立つ

が、締結文書の有効期間が前年度及び前々年度での終了の案件が多かったことが一因だと推測される。また、国

際的な活動に対する参加・協力として、毎年日韓中３カ国環境研究機関長会合（ＴＰＭ）を実施し、ＴＰＭ１０

（２０１４年開催）においては、８つの重点研究分野に新たに「災害環境」を加えたほか、国連環境計画（ＵＮ

ＥＰ）、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）等の国際機関の活動や国際

研究プログラムに積極的に参画しており評価できる。中でも、ＩＰＣＣ第５次評価報告書の各作業部会報告書及

び政策決定向け統合報告書の執筆には国環研の研究者が複数、専門家として参画し、その取りまとめに大きく貢

献しており評価できる。以上のことから、第３期中期目標として示した国内外の環境関係機関や国際的プログラ

ム等と連携し、また研究の連携を具体化するための中核的な役割として十分な成果を上げたと評価できる。 
【Ｂ】 
 
③環境政策立案等への貢献は十分か 
(a)各種審議会等への参画の状況 

国の審議会、検討会、委員会等の政策検討の場に参画し、国環研の研究成果や知見を提示するなど、環境政策

立案等に貢献しており評価できる。引き続き環境省等の政策立案等に貢献していく。【Ｂ】 
 

(b)環境政策への主な貢献の状況 
環境政策の貢献については、地球温暖化対策、子どもの健康と環境に関する全国調査、化学物質のリスク評価、

生物多様性保全をはじめとする様々な分野で、着実に貢献を進めており評価できる。ＩＰＣＣ第５次評価報告書

執筆への参画など、国際的な政策貢献も大きく評価できる。また、特に災害環境研究に関しては、東日本大震災

後の喫緊の課題に対応するため、発生直後から関係機関と連携して機動的に対応を行い、その成果をもとに各種

規程やガイドラインの作成に貢献するとともに、現場での様々な課題の解決に貢献しており評価できる。また、

平成２５年度に大きな社会問題となったＰＭ２．５についての対応等も含め、様々な分野で国環研の研究成果や

知見を提供することにより、積極的な貢献を果たせたものと考えている。今後とも関連学会や研究機関等と連携

しつつ引き続き積極的に環境省等の政策立案等に貢献していく。【Ａ】 
 
④研究環境の質の向上への取り組みは十分か 
(a) 研究費の適正かつ効果的な獲得と配分への取り組みの状況 
８センター体制の運営の基盤となる研究費を配分するとともに、所内公募型研究制度等により、競争的環境の

下での配分を行ったことは評価できる。所内公募型研究では、分野横断型研究の推進や若手研究者育成も視野に

入れた小規模の萌芽的な研究の推進も図った。平成２６年度からは、幅広い研究提案を可能とするため、研究の

規模（予算や人員）に応じた公募型研究を整備し、研究の質の向上を促進した。本制度を今後も継続し、研究の

質の向上に努めており評価できる。 
一方、競争的資金等の獲得については、獲得額は達成目標である第２期中期目標期間の年平均額（２，００８

百万円）に対して平成２３年度の１，９９２百万円から平成２５年度の１，３０１百万円まで減少傾向が続いた

が、平成２６年度には１，３５１百万円、平成２７年度には１，４１７百万円と増加した。応募前に提案課題の
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所内ヒアリングを行うなど獲得のための取組を行ったことが評価できる。業務委託等も含めた自己収入全体で

は、第３期中期目標期間の年平均値は３，６４１百万円で、第２期中期目標期間の年平均値３，５５０百万円を

上回っている。競争的資金等の獲得額が相対的に低くなっているのは、環境省の東日本大震災復興特別会計（平

成２４、２５年度、）及びエネルギー対策特別会計予算による研究業務（平成２６年度から）等を受託する等、

業務委託に研究資源の一部を振り向けたためである。第４期中長期目標期間（平成２８年４月〜）においても、

ミッション性の高い研究業務と、競争的資金等獲得による研究業務のバランスに配慮しつ、研究環境の質の向上

に取り組んで行く。【Ｂ】 
 
(b) 研究環境の整備や人材育成への取り組みの状況 
研究の基盤となる大型施設や大型計測機器等の整備、改修、更新に関する所内公募を実施し、先端性やその分

野の研究における戦略的重要性を考慮した施設や測器という観点から研究環境の充実を図ることができており

評価できる。また、人材活用方針に基づく若年者、女性、外国人の一層の能力活用を図る取組を進めるほか、大

学との交流推進や、所内公募型研究、特に小規模の萌芽的な研究の推進等により若手研究者の人材育成を図って

おり評価できる。【Ｂ】 
 
総合評価 
上記①～④の各評価軸において評価指標ごとに自己評価を行った結果、環境研究の戦略的な推進について、研

究開発成果の最大化に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされて

おり、所期の目標を達成できたと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間実績評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 環境研究の戦略的な推進については、研究開発成果

の最大化に向けて、基礎研究から課題対応型研究まで

の一体的な研究や災害環境研究に見られるような分

野横断的な研究、地球環境モニタリングやエコチル調

査など、対応する研究センター、各プロジェクトの下

で、適切かつ着実に推進している。また、国内外の研

究機関等との連携も着実に進んでいる。各種審議会へ

の参画をはじめ、環境政策への貢献・研究環境の質の

向上にも積極的に取り組んでいる。引き続き、中期目

標の達成に向けてこれらの取組を計画的に継続する

ことで、中期目標等に掲げる目標については、本中期

目標期間中に着実に達成できると判断する。 
なお、次期中長期目標・中長期計画の策定に向けて、

統合的分野の創設や、研究の連携から一歩踏み込んだ

橋渡し機能の強化について検討を行われたい。 

＜評定に至った理由＞ 
① 環境研究を体系的に推進しているか 
・基礎研究から課題対応型研究までの一体的研究、災

害環境研究のような分野横断的研究及び地球環境モ

ニタリングやエコチル調査等について、研究センター

及び各プロジェクトの下、適切かつ着実に推進した。 

② 中核的研究機関としての連携機能を果たしているか 
・国内の研究機関等との連携は適切に推進した。 
・二国間協定等による共同研究数や海外からの研究者

等の受入数に、年度による変動はあるが、第３期を通

して着実に実施した。 
③ 環境政策立案等への貢献は十分か 

・温暖化対策から化学物質リスク評価まで様々な分野

での貢献の他、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）第５次評価報告書執筆などの国際的な貢献、

東日本大震災後に立ち上げた災害環境研究による除

染や汚染廃棄物の処理等に係る政策貢献など、着実に

成果が反映されたため、「Ａ」とした。（なお、主な貢

献事例についての第３期の件数実績は、平成２３年度

が５９件、平成２４年度が７８件、平成２５年度が 
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１３５件、平成２６年度が１５７件、平成２７年度が

１４５件であった。） 
④ 研究環境の質の向上への取り組みは十分か 
・所内公募型研究制度を利用した質の高い研究への研

究費配分や自己収入の着実な確保を行った。 
・大型施設や大型計測機器等の整備、改修、更新によ、

る研究環境の整備、人材活用方針に基づく若手、女性、

外国人の研究者の能力活用を図る取組を行った。 
 
 上記より、本項目については、各指標の評価及び法人

の自己評価等を踏まえ、総合的に判断した。 
 
＜今後の課題＞ 

第４期中長期目標期間においては、課題解決のための

統合的研究の推進及び国内外の研究機関等とのネットワ

ーク・橋渡しの拠点としての機能強化を図られたい。 
 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・環境政策への主な貢献の状況については、2013-2014 年に刊行された IPCC 第５次評価報告書執筆への貢献、ま

た、東日本大震災後の災害環境研究への貢献は著しいものがあり、評価する。 
・環境政策への貢献は、様々な分野で行われていることは評価できるが、さらに関連学会や研究機関等と連携しつ

つ、環境省等の政策立案に貢献して頂きたい。 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累計値
等、必要な情報 

(評価指標)         
誌上発表 
(査読あり )件
数 

第２期中

期目標期

間中の年

平均 

434 453 400 506 497 397 451 
(H23～H27 の年平均
値) 

誌上発表 
(査読なし )件
数 

第２期中

期目標期

間中の年

平均 

200 202 199 211 219 177 202 
(H23~H27 の年平均値) 

口頭発表 
(国内)件数 

第２期中

期目標期

間中の年

平均 

943 942 965 975 1,194 883 992 
(H23~H27 の年平均値) 

口頭発表 
(国外)件数 

第２期中

期目標期

間中の年

平均 

324 330 339 334 398 374 355 
(H23~H27 の年平均値) 

招待講演数 － － 135 186 132 223 156 研究所の成果として登録

された全ての発表件数 
書籍数 － － 78 61 61 75 70 研究所の成果として登録

された全ての発表件数 
(参考指標)         
発表論 文の
相対被 引用
度の平均値 

－ － － － 1.12 1.27 1.37 過去１０年間に発表さ
れた論文に係る値 

プレス リリ
ースの数 

第２期中
期目標期
間中の年
平均 

36 
 

35 
 

38 46 46 58 45 
(H23~H27 の年平均値) 

マスメ ディ
アへの 当研
究所関 連の
掲載記事数 

－ － 370 377 428 246 342  

当研究 所関
連の放 映番
組数 

－ － 152 203 133 104 203  

刊行物 の発
刊件数 

－ － 27 27 33 31 45 163【H23～27 累計値】 

研 究 所 視
察・見学受け
入れ数 

－ － 4,986 5,919 6,088 5,825 5,970  

ワーク ショ
ップ等 の開
催数 

－ － 24 27 35 30 42  

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ １．（２）① 環境研究の柱となる研究分野 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
一 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人

の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を

低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究（水俣

病に関する総合的な調査及び研究を除く。）を行うこと。 
（第２号、第３号省略） 

４ 項目別評価調書様式 （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,287,071) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,882,840) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,488,472) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,642,816) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,856,137) 

括弧内の数字は各年度の１号

業務全体(全体額―２号業務全

体)の額 
決算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,369,044) 

１号業務全体

の額の内数 
(14,430,040) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,772,583) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,228,012) 

１号業務全体

の額の内数 
(20,145,470) 

括弧内の数字は各年度の１号

業務全体(全体額―２号業務全

体)の額 
従事人員数 
(常勤職員) 

197 192 193 203 203 研究系常勤職員数 
第１ １（２）①～④の項目間

では複数の項目に従事してい

る者がいるため、重複がある 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第２ １．（２）①環境研究の柱となる研究分野＞ 

環境研究の柱となる８の研究分野を以下のとおり設定する。これら研究分野において、基礎研究から課題対応

型研究まで一体的に推進するとともに、分野間の連携も図りつつ実施し、目標の達成を図る。 
ア.地球環境研究分野 
 地球環境の現況の把握とその変動要因の解明、それに基づく地球環境変動の将来予測及び地球環境変動に伴う

影響リスクの評価、並びに地球環境保全のための対策に関する調査・研究を実施する。 
イ.資源循環・廃棄物研究分野 
 社会経済活動に伴う物質の利用と付随する環境負荷の実態解明及び将来展望、資源性・有害性の両面からみた

物質の評価・管理手法の構築、並びに資源の循環的利用、廃棄物・排水等の適正処理及び汚染された環境の修復・

再生のための技術・システムの開発、評価及び地域実装に関する調査・研究を実施する。 
ウ.環境リスク研究分野 
 化学物質等の環境リスク要因の同定、曝露経路及び動態の解明と曝露評価法、有害性評価に資する機構解明と

健康リスク評価法、生態影響評価に資する機構解明、試験方法及び生態リスク評価法並びに環境リスクの評価と

政策・管理に関する調査・研究を実施する。 
エ.地域環境研究分野 
 アジアを中心とする海外及び国内における地域環境問題について、人間活動による環境負荷と大気、水、土壌

などの環境媒体を通した人・生態系への影響等に関する、国を越境するスケールから都市スケールまでの多様な

空間で発生する環境問題の理解と対策に関する研究とそれらの総合化によって、地域環境問題の総合的かつ実効

的な解決策を見出し、適用して行くための調査・研究を実施する。 
オ.生物・生態系環境研究分野 
  地球上の多様な生物からなる生態系の構造と機能及び構造と機能の間の関係、並びに人間活動が生物多様性・

生態系に及ぼす影響の解明に関する調査・研究を様々な空間及び時間スケールで実施する。 
カ.環境健康研究分野 
 環境汚染物質等の環境要因による健康影響及びその発現機構の実験的研究による解明と評価、簡易・迅速な曝

露・影響評価系の開発、並びに環境が健康にもたらす影響の同定と要因の究明に関する疫学的調査・研究を実施

する。 
キ.社会環境システム研究分野 
 人間と環境を広く研究の視野に入れて、社会経済活動と環境問題との関わりの解明、環境と経済の調和した持

続可能な社会のあり方、並びにそれを実現するためのシナリオ・ロードマップ及び対策・施策に関する調査・研

究を実施する。 
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ク.環境計測研究分野 
 環境の状態や変化を把握・監視するための環境計測・モニタリング手法や、環境ストレスに対する生体・生物

応答の計測技術の開発・高度化に関する調査・研究を実施する。また、大量・多次元の計測データから必要な環

境情報を抽出するための情報解析技術の開発・高度化に関する調査・研究を実施する。更に、化学分析精度管理

手法の改善や相互比較などによるデータ質の評価、環境標準物質の調製と環境計測への応用、並びに環境試料の

保存や保存試料の活用技術の開発に関わる調査・研究を実施する。 
 （２）中期計画 
 ＜第１ １．（２）①環境研究の柱となる研究分野＞ 

環境研究の柱となる８の研究分野を以下のとおり設定する。これらを担う研究センターを設置し、基礎研究か

ら課題対応型研究まで一体的に推進するとともに、分野間の連携も図りつつ実施する。第３期中期目標期間中に

おいては、別表１に示す研究を実施し、目標の達成を図る。 
ア.地球環境研究分野 
地球環境の現況の把握とその変動要因の解明、それに基づく地球環境変動の将来予測及び地球環境変動に伴う

影響リスクの評価、並びに地球環境保全のための対策に関する調査・研究を実施する。以上により、地球環境の

保全に関して気候変動（地球温暖化）をはじめとする問題解決に貢献する。 
イ.資源循環・廃棄物研究分野 
 社会経済活動に伴う物質の利用と付随する環境負荷の実態解明及び将来展望、資源性・有害性の両面からみた

物質の評価・管理手法の構築、並びに資源の循環的利用、廃棄物・排水等の適正処理及び汚染された環境の修復・

再生のための技術・システムの開発、評価及び地域実装に関する調査・研究を実施する。以上により、循環型社

会形成のための資源の循環的・効率的な利用と、廃棄物等の環境負荷の低減に貢献する。 
ウ.環境リスク研究分野 
化学物質等の環境リスク要因の同定、曝露経路及び動態の解明と曝露評価法、有害性評価に資する機構解明と

健康リスク評価法、生態影響の評価に資する機構解明、試験方法及び生態リスク評価法並びに環境リスクの評価

と政策・管理に関する調査・研究を実施する。以上により、環境リスクの評価とそれに基づく管理による人の健

康の安全確保と生態系の保全に貢献する。 
エ.地域環境研究分野 
人間活動による環境負荷と大気、水、土壌などの環境媒体を通した人・生態系への影響等に関する、国を越境

するスケールから都市スケールまでの多様な空間で発生する環境問題の理解と対策に関する研究とそれらの総

合化によって、地域環境問題の総合的かつ実効的な解決策を見出し、適用して行くための調査・研究を実施する。

以上により、アジアを中心とする海外及び国内における地域環境問題の解決に貢献する。 
オ.生物・生態系環境研究分野 
  地球上の多様な生物からなる生態系の構造と機能及び構造と機能の間の関係、並びに人間活動が生物多様性・

生態系に及ぼす影響の解明に関する調査・研究を様々な空間及び時間スケールで実施する。以上により、生物多

様性の保全と生態系サービスの持続可能な利用の実現に貢献する。 
カ.環境健康研究分野 
 環境汚染物質等の環境要因による健康影響及びその発現機構の実験的研究による解明と評価、簡易・迅速な曝

露・影響評価系の開発、並びに環境が健康にもたらす影響の同定と要因の究明に関する疫学的調査・研究を実施

する。以上により、環境汚染物質等の環境要因による健康影響の低減、未然防止に貢献する。 
キ.社会環境システム研究分野 
 人間と環境を広く研究の視野に入れて、社会経済活動と環境問題との関わりの解明、環境と経済の調和した持

続可能な社会のあり方、並びにそれを実現するためのシナリオ・ロードマップ及び対策・施策に関する調査・研

究を実施する。以上により、環境問題の根源となる人間の社会経済活動を持続可能なものにする環境と経済が両
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立した社会への転換に貢献する。 
ク.環境計測研究分野 
 環境の状態や変化を把握・監視するための環境計測・モニタリング手法や、環境ストレスに対する生体・生物

応答の計測技術の開発・高度化に関する調査・研究を実施する。また、大量・多次元の計測データから必要な環

境情報を抽出するための情報解析技術の開発・高度化に関する調査・研究を実施する。更に、化学分析精度管理

手法の改善や相互比較などによるデータ質の評価、環境標準物質の調製と環境計測への応用、並びに環境試料の

保存や保存試料の活用技術の開発等に関わる調査・研究を実施する。以上により、環境保全の基盤となる計測デ

ータ質の保証と管理の充実、環境計測技術等の革新的進展、新たな環境悪化の懸念要因の発見やその評価等に貢

献する。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な貢

献が大きいか 
 
 
 
 

(a)誌上発表（査読あり）【定量】 
(b)誌上発表（査読なし）【定量】 
参考指標：発表論文の相対被引用度の平均値（過去１

０年間） 
(c)口頭発表（国内）【定量】 
(d)口頭発表（国外）【定量】 
(e)招待講演数【定量】 
(f)書籍数【定量】 

②環境行政や社会への貢献や環境問題に係る国際的な

貢献が大きいか 
(a)国の法令・基準・計画への研究成果反映の状況【定

性】 
(b)国のガイドライン・指針・要領等や地方自治体によ

る条例・計画・手法等への研究成果反映の状況【定

性】 
(c)国際的な文書等への研究成果反映の状況【定性】 
(d)上記以外の社会への貢献 

参考指標：プレスリリースの数、マスメディアへの

当研究所関連の掲載記事・放映番組数、刊行物の発

刊数、視察・見学受け入れ数、ワークショップ等の

開催数【定量】 
(e)中長期的観点から重要と考えられる課題への対応状

況【定性】 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 環境研究の柱となる８つの研究分野を担う各研究センターにおいて、基礎研究から課題対応型研究まで一体的

に、分野間連携を図りつつ環境研究を推進した（資料１４、１５）。各研究センター長のリーダーシップの下で

概ね年度計画通りに研究が進展し、様々な課題について基礎研究から応用研究まで、最終的な社会実装を意識し

ながら研究を推進した。外部研究評価委員により、毎年度評価を受けるとともに、平成２４年度には追跡調査、

平成２６年度には第３期中期目標期間見込み評価、平成２７年度には第３期中期目標期間の事後評価も受け、今

後の研究の進め方に活用・反映させた。 
第３期中期目標期間の主な政策貢献事例については、１．１．（１）で述べたとおり（資料１１）。 

 ①－２ 関連する資料編 
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 資料１１ 環境政策への主な貢献事例（再掲） 
資料１４ 中期計画における研究の構成（平成２５年３月２９日変更） 
資料１５ 各研究分野全体の研究実施状況及びその評価 
資料２４ 誌上/口頭発表件数等 
資料２５ 論文の被引用数等の評価 
資料３２ 国立環境研究所刊行物 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
① 環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な貢献が大きいか 
各研究センターにおいて基礎研究から応用研究まで一体的に、環境研究を推進しており評価できる。研究成果

は研究報告等として研究所から刊行されたほか（資料３２）、論文や書籍、学会等における講演として発表され

た。資料２４に示すように、誌上発表数、口頭発表数、招待講演数、及び書籍数は、平成２３年から２７年にか

け研究成果が着実に挙がっており、科学・学術分野へ適切に貢献していると考えられる。なお、資料２４に平成

２３年度からの研究業務に係る決算額一億円当たりの誌上発表件数、口頭発表件数を示している。平成２７年度

は第３期中期目標期間の最終年度であるため、次年度への繰越が非常に限定的であったことから、前年度までと

比較して大きな決算額となったこともあり低い水準となっているものの、平成２３年度から平成２６年度は概ね

同水準が維持されている。一方、研究者一人あたりの誌上発表、口頭発表の件数では、年度により増減はあるも

のの、第３期中期目標期間を通じた平均値は、第２期中期目標期間の平均値を上回っている。平成２８年度以降

も、第４期中長期計画（平成２８年４月〜）に基づいて、成果発表件数をより伸ばし、科学的・学術的な貢献に

資するよう努める。以下、個々評価基準に沿って記載する。   

 
(a) 誌上発表（査読あり） 
発表件数は年によって増減が見られるが、平成２３年度から平成２７年度までの査読付き発表論文数は平均４

５１件（最小３９７件、最大５０６件、）で推移し、第２期中期目標期間の平均である基準値を約４％上回って

おり評価できる。資料２５に示すように、平成１７年から平成２６年までの１０年間に発表された国環研の論文

全体の平成２７年における相対被引用度の平均値は１．３７であり、世界標準（１．０）を上回る。平成２５年、

平成２６年における相対被引用度の平均値はそれぞれ１．１２、１．２７であり、年々引用が進んでいることが

示された。これは、国環研の論文が世界的にも高く評価されていることを示している。【Ｂ】 
         

(b) 誌上発表（査読なし） 
発表件数は年によって多少の増減はみられるが、成果が着実に上がっており評価できる。平成２３年度から２

７年度までの平均は２０２件と基準値（２００件）を達成しており評価できる。【Ｂ】 
 

(c)口頭発表（国内） 
平成２３年度から２７年度までの発表件数の平均は９９２件と基準値（９４３件）を約５％上回っており、成

果が着実に上がっていることが示されており評価できる。【Ｂ】 
 

(d)口頭発表（国外） 
発表件数は、平成２３年度から２５年度まではほぼ同程度に推移しており、さらに平成２６年度と平成２７年

度はそれぞれ３９８件、３７４件に達し、平成２３年度から２７年度までの平均は３５５件と基準値（３２４件）

を約１０％上回っており評価できる。【Ｂ】 
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(e)招待講演数 
発表件数は、年度による増減があるものの毎年１３０件以上で推移しており、平成２３年度から２７年度まで

の平均は１６６件と多くの発表がなされ評価できる。【Ｂ】 
 

(f)書籍数 
平成２３年度以降、ほぼ同程度に推移しており、平成２３年度から２７年度までの平均は６９件と成果が維持

されており評価できる。【Ｂ】 
 

②環境行政や社会への貢献や環境問題に係る国際的な貢献が大きいか 
(a)国の法令・基準・計画への研究成果反映の状況 
平成２７年１１月に決定された気候変動の影響への適応計画や、ＣＯＰ２１に向けた２０２０年以降の排出削

減目標の約束草案の議論において各種審議会等に研究成果を提供し活用されるなど、着実な貢献がなされてい

る。また、生物多様性条約、循環型社会形成推進基本計画、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品

化等に関する基本方針等で定められている目標の達成状況のモニタリングや評価に関して、研究成果の提供のほ

か、技術的指導・助言等を行っており評価できる。【Ｂ】 
 

(b)国のガイドライン・指針・要領等や地方自治体による条例・計画・手法等への研究成果反映の状況 
大きな社会問題となったＰＭ2.5による大気汚染対策において、関係する環境省の多くの検討会に参加し大気汚

染シミュレーション結果等の研究成果が活用されるとともに、関連文書のとりまとめ、報告書作成に貢献した。

また、有害大気汚染物質に関して、測定法のマニュアルや健康リスク評価手法等のガイドラインの作成・改正や、

特定外来生物の防除に関する手引きの改訂、湖沼水環境保全対策に関する新たな環境基準項目の設定・検討など、

様々な分野の委員会や検討会に専門家として参加し、研究成果の提供のほか、技術的指導・助言等を行っており

着実な貢献がなされている。さらに、地方自治体が策定する環境基本計画のほか、地球温暖化対策、廃棄物処理、

水質保全、交通体系等に関する計画策定等の議論へ研究成果等の知見を提供し、活用されるなど、地方公共団体

への貢献もなされており評価できる。【Ｂ】 
 

(c)国際的な文書等への研究成果反映の状況 
 平成２５年度から２６年度にかけて公表された気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第５次評価報告書

において、第１～第３作業部会の全ての作業部会で執筆を分担するとともに、これまで実施してきた関連研究が

同報告書に引用された。また、国連環境計画（ＵＮＥＰ）の Emission Gap 報告書や持続可能開発・国際関係研

究機関（ＩＤＤＲＩ）等による Deep Decarbonization Pathway Project 報告書、生物多様性及び生態系サービ

スに関する政府間科学―政策プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）のアジア・オセアニア地域の評価報告書において

も執筆を分担し、提供した研究成果が活用されるなど、研究成果が国際的な文書等へ着実に反映されており評価

できる。【Ｂ】 
 

(d)上記以外の社会への貢献 
プレスリリースの数、マスメディアへの当研究所関連の掲載記事・放映番組数、刊行物の発刊数、視察・見学

受け入れ数、ワークショップ等の開催数については年度による増減があるものの概ね増加傾向にあり、達成目標

があるプレスリリースの数については、平成２３～２７年度の平均値が４５件と達成目標である３６件を大きく

上回っており評価できる。【Ｂ】 
 

(e)中長期的観点から重要と考えられる課題への対応状況 
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環境研究の柱となる８つの研究分野を担う各研究センターにおいて、基礎研究から応用研究まで一体的に、環

境研究を推進しており評価できる。各研究センター長のリーダーシップの下で概ね年度計画通りに研究が進展

し、所内公募型提案研究や各研究センターに配分された運営費交付金による研究、及び科学研究費助成事業によ

る研究等により、地球温暖化対策、資源循環、生物多様性、安全確保等に関する課題に取り組み、将来的な発展

が期待される研究を推進した。外部研究評価委員により、毎年度評価を受けると共に、第３期中期目標期間の事

後評価も受けており評価できる。平成２８年度以降は、第４期中長期計画（平成２８年４月〜）に基づいて基盤

的調査・研究として着実に推進していく予定である。【Ｂ】 
 総合評価 
上記①、②の各評価軸において評価指標ごとに自己評価を行った結果、評価指標は全て基準値等を上回ってい

た。また、平成２５年度から調査を開始した国環研の論文全体の相対被引用度の平均値は、毎年度世界標準を上

回っているとともに年々上昇しており、国環研の論文が高く評価されていることが示された。資料１５に示すよ

うに、外部研究評価委員会による年度評価の全センターの平均点が、平成２３年度から平成２７年度まで総じて

高い点数をマークしており（５点満点中、４以上）、平成２７年度に受けた第３期中期目標期間の事後評価の点

数も高く（センター全体平均で４．４６）、客観的にも成果の増大・維持が十分に達成されたと考えられる。ま

た、環境研究の柱となる研究分野において、研究開発成果の最大化に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の

期待等が認められるとともに、着実な業務運営がなされていると考えられ、所期の目標を達成できたと評価でき

る。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 環境研究の柱となる８つの研究分野については、各

分野を担当する研究センターにおいて、分野間連携を

図りつつ、基礎研究から応用研究まで最終的な社会実

装を意識しながら研究を推進している。外部研究評価

委員会による第３期中期目標期間見込評価において

は高い評価を受け、（センター全体平均で４．０９）、

客観的にも一定の研究成果を得られたものと考える。

論文発表等の数字やその他の評価指標においては、年

度によって動きがあるものの、学術的にも行政的・社

会的にも、研究成果の一定の貢献は認められる。 
引き続き、中期目標の達成に向けて、これまでの取

組を計画的に継続することで、中期目標等に掲げる目

標については本中期目標期間中に着実に達成できる

と判断する。 

＜評定に至った理由＞  
① 環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な貢

献が大きいか 
・誌上発表論文件数及び口頭発表論文件数の第３期平

均値は、すべて基準値を上回った。 
・平成１７年度から２６年度までの国環研の論文全体

に対する相対被引用度の 平均値は１．３７と世界標

準（１．００）を上回り、論文の質の高さが維持され

ていることが伺える。  
② 環境行政や社会への貢献や環境問題に係る国際的な

貢献が大きいか 
 ・外部研究評価委員会による研究分野（各研究センタ

ー）ごとの第３期評価の平均評点は、４．４６であり、 
  見込評価時の平均評点である４．２７を上回った。 
 ・マスメディア等を通じた社会貢献等については、プ

レスリリース数（第３期の平均数が目標の２５％増で

「Ａ」）以外の指標は年度により増減があるため、総

合的に判断した。 
 

４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
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・第３期中期目標期間を通じ、外部研究評価委員会の毎年度の評価の全センターの平均点が、総じて高い評点を維

持したことは評価できる。 
・第３期は学術発表が着実に増加し、学術的貢献の成果が出ていると評価できる。 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 
(評価指標)         
誌上発表 
(査読あり)件数 

－ － 170 174 236 264 198  

誌上発表 
(査読なし)件数 

－ － 61 82 94 102 90  

口頭発表 
(国内)件数 

－ － 373 429 415 589 417  

口頭発表 
(国外)件数 

－ － 169 192 174 255 220  

招待講演数 － － 71 89 71 134 94  
書籍数 － － 26 26 29 33 34  
(参考指標)         
プレスリリー

スの数 
第２期中期

目標期間中

の年平均 

36 
 

35 
 

38 46 46 58 データは研究所全体と

しての総数  
45 
(H23~H27 の年平均

値)  
マスメディア

への当研究所

関連の掲載記

事数 

－ － 370 377 428 246 342 データは研究所全体と

しての総数 

当研究所関連

の放映番組数 
－ － 152 203 133 104 203 データは研究所全体と

しての総数 
ホームページ

のアクセス件

数(万件)  

－ － 3,554 4,358 5,283 5,330  
 

4,540 23,065【H23～27 累計

値】 

刊行物の発刊

件数 
－ － 27 

 
27 33 31 45 163【H23～27 累計値】 

研究所視察・見

学受け入れ数 
－ － 4,986 

 
5,919 6,088 5,825 

 
5,970 データは研究所全体と

しての総数 
 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
予算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,287,071) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,882,840) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,488,472) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,642,816) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,856,137) 

括弧内の数字は各年度の１号業

務全体(全体額―２号業務全体)
の額 

決算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,369,044) 

１号業務全体

の額の内数 
(14,430,040) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,772,583) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,228,012) 

１号業務全体

の額の内数 
(20,145,470) 

括弧内の数字は各年度の１号業

務全体(全体額―２号業務全体)
の額 

従事人員数 
(常勤職員） 

161 167 169 178 182 外部研究評価委員会事前配付資

料、各年度 10 月 31 日現在 
第１ １（２）①～④の項目間で

は複数の項目に従事している者

がいるため、重複がある 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ １．（２）② 課題対応型の研究プログラム 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
一 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人

の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を

低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究（水俣

病に関する総合的な調査及び研究を除く。）を行うこと。 
（第２号、第３号省略） 

４ 項目別評価調書  （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第２ １．（２）研究の構成＞ 

重要な環境研究課題に対応するための研究プログラム（課題対応型の研究プログラム）を推進する。 

 （２）中期計画 

 ＜第１ １．（２）研究の構成②課題対応型の研究プログラム＞ 
重要な環境研究課題に対応するための研究プログラム（課題対応型の研究プログラム）を推進する。 
上記の分野の中で実施する、課題対応型の研究プログラムは、第２期中期目標期間の研究成果を踏まえつつ、緊

急かつ重点的な対応が求められている研究課題と、それ以外の特に研究資源を集約して取り組むべき研究課題とか

らなる次の１０の研究プログラムとし、本計画策定時点で５年にわたり実施すべきと考える課題を別表２に示す。

これらの研究プログラムについては、所内の連携を促進するとともに、国内外の関連研究実施機関・研究者との連

携のもとに最大の成果を上げられるようにするため、それぞれにプログラム総括者を置くとともに連携推進体制を

整備し、目標の達成を図る。 
 
＜緊急かつ重点的な研究課題：重点研究プログラム＞ 
ア．地球温暖化研究プログラム 
イ．循環型社会研究プログラム 
ウ．化学物質評価・管理イノベーション研究プログラム  
エ．東アジア広域環境研究プログラム 
オ．生物多様性研究プログラム 
 
＜次世代の環境問題に先導的に取り組む研究課題：先導研究プログラム＞ 
カ．流域圏生態系研究プログラム 
キ．環境都市システム研究プログラム 
ク．小児・次世代環境保健研究プログラム 
ケ．持続可能社会転換方策研究プログラム 
コ．先端環境計測研究プログラム 

 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な貢

献が大きいか 
(a)誌上発表（査読あり）【定量】 
(b)誌上発表（査読なし）【定量】  
(c)口頭発表（国内）【定量】 
(d)口頭発表（国外）【定量】 
(e)招待講演数【定量】 
(f)書籍数【定量】 

②環境行政や社会への貢献や環境問題に係る国際的な

貢献が大きいか 
(a)国の法令・基準・計画への研究成果反映の状況【定性】 
(b)国のガイドライン・指針・要領等や地方自治体による

条例・計画・手法等への研究成果反映の状況【定性】 
(c)国際的な文書等への研究成果反映の状況【定性】 
(d)上記以外の社会への貢献 

参考指標：プレスリリースの数、マスメディアへの当

研究所関連の掲載記事・放映番組数、ホームページの

アクセス件数、刊行物の発刊数、視察・見学受け入れ
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数【定量】 
(e)中長期的観点から重要と考えられる課題への対応状況

【定性】 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 緊急かつ重点的な対応が求められている研究課題と次世代の環境問題に先導的に取り込む研究課題からなる課

題対応型の研究プログラムを実施した（資料１６）。各研究プログラム統括のリーダーシップの下で年度計画通り

に研究を進展し、様々な課題について最終的な社会実装を意識しながら研究を推進した。外部研究評価委員による

毎年度評価を受けると共に、第３期中期目標期間見込み評価、ならびに事後評価も受けた。さらに、個別プログラ

ムでの所内外の識者による研究プログラム助言会合や国外の識者による助言も受け、今後の研究の進め方に活用・

反映させた。また、平成２７年度には海外の学識者による新たな評価・助言の仕組みとして「国際アドバイザリー

ボード」を開催するとともに、第４期中長期計画の事前評価を受けた。 
 
全体の研究成果と政策貢献の関係については、１．１．（１）で述べたとおりである。課題対応型の研究課題対

応型の研究プログラムによる貢献についても、環境政策へ様々な分野で貢献を果たせたものと考えている（資料１

１）。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料１１ 環境政策への主な貢献事例（再掲） 
資料１６ 課題対応型の研究プログラムの実施状況及びその評価 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
① 環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な貢献が大きいか 
緊急かつ重点的な対応が求められている研究課題と次世代の環境問題に先導的に取り込む研究課題からなる課

題対応型の研究プログラムを推進しており、科学・学術分野へ適切に貢献していると考えられ、評価できる。評価

基準となっている、誌上発表数や口頭発表数は、平成２３年度から２６年度にかけ総じて増加傾向が見られた。平

成２７年度では書籍数を除き、研究成果数は前年度を下回っているが、これは、第３期中期目標期間の最終年度で

あることから、第３期中期目標期間全体の成果とりまとめが進められたことや、平成２８年度以降の第４期中長期

計画（平成２８年４月〜）への準備作業などに各研究者のエフォートが振り向けられた等の理由が考えられる。第

３期中期目標期間中では、研究成果が着実に挙がっているといえる。人員あたり、研究費あたりの成果数を表１に

示す。資料２４に示したのが人件費、施設維持費等を含む１号業務全体の金額あたりの成果数であるのに対し、表

１では課題対応型研究プログラムに係る研究費あたりの成果数を示している。平成２８年度以降は、第４期中長期

計画（平成２８年４月〜）において課題解決型研究プログラムとして発展・改組するが、誌上発表や口頭発表の成

果をより伸ばし、招待講演数や書籍数には増加を促すことで成果の全体的な底上げを推進し、科学的・学術的な貢

献に資する。以下、個々評価基準について記載する。 
 
表１ 課題対応型研究プログラムにおける人員（常勤職員・フェロー）あたり、研究費あたりの成果数（平成２

３年度～平成２７年度） 

  
人員 1人あたり 研究費（実績額１千万円）あたり 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

誌上発表(査読

あり)件数 
1.06 1.04 1.40 1.48 1.09 3.51 3.12 4.52 4.30 3.32 
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誌上発表(査読

なし)件数 
0.38 0.49 0.56 0.57 0.49 1.26 1.47 1.80 1.66 1.51 

口頭発表(国

内)件数 
2.32 2.57 2.46 3.31 2.29 7.71 7.70 7.95 9.59 7.00 

口頭発表(国

外)件数 
1.05 1.15 1.03 1.43 1.21 3.49 3.45 3.33 4.15 3.69 

招待講演数 0.44 0.53 0.42 0.75 0.52 1.47 1.60 1.36 2.18 1.58 

書籍数 0.16 0.16 0.17 0.19 0.19 0.54 0.47 0.56 0.54 0.57 

（参考） 

実績額(千万円) 
 48.4 55.7 52.2 61.4 59.6 

 
(a)誌上発表（査読あり） 
発表件数は年によって増減は見られるが、平成２３年度から平成２７年度までの査読付き発表論文数は平均２０

８件（最小１７０件、最大２６４件）で推移し、成果が着実に上がっており評価できる。【Ｂ】 
 

(b)誌上発表（査読なし） 
発表件数は年によって増減は見られるが、平成２３年度から平成２７年度までの誌上発表件数は平均８５件（最

小６１件、最大１０２件）で推移し、成果が着実に上がっており評価できる。【Ｂ】 
 
(c)口頭発表（国内） 
発表件数は年によって増減は見られるが、平成２３年度から平成２７年度までの口頭発表（国内）の件数は平均

４４５件（最小３７３件、最大５８９件）で推移し、成果が着実に上がっており評価できる。【Ｂ】 
 

(d)口頭発表（国外） 
発表件数は年によって増減は見られるが、平成２３年度から平成２７年度までの口頭発表（国外）の件数は平均

２０２件（最小１６９件、最大２５５件）で推移し、成果が着実に上がっており評価できる。【Ｂ】 
 

(e)招待講演数 
件数は年によって増減は見られるが、平成２３年度から平成２７年度までの招待講演の件数は平均９２件（最小

７１件、最大１３４件）で推移し、成果が着実に上がっており評価できる。【Ｂ】 
 

(f)書籍数 
平成２３年度以降、増加傾向にあり、平成２７年度には３４件と平成２３年度から平成２６年度までの平均値３

０件を約１３％上回る増加が見られ、高く評価できる。【Ｂ】 
 
②環境行政や社会への貢献や環境問題に係る国際的な貢献が大きいか 
(a)国の法令・基準・計画への研究成果反映の状況 
平成２７年１１月に決定された気候変動の影響への適応計画や、ＣＯＰ２１に向けた２０２０年以降の排出削減

目標の約束草案の議論において各種審議会等に研究成果を提供し活用されるなど、着実な貢献がなされている。ま

た、生物多様性条約の第５回国別報告書の作成に、気候変動および海洋酸性化がサンゴ礁生態系におよぼす影響の

試算結果および市民の生態系サービスへの認知と保全行動意図との関係を明らかにした研究成果が反映されるな
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ど、着実な貢献がなされており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)国のガイドライン・指針・要領等や地方公共団体による条例・計画・手法等への研究成果反映の状況 
大きな社会問題となったＰＭ2.5による大気汚染対策において、関係する環境省の多くの検討会に参加し大気汚染

シミュレーション結果等の研究成果が活用されるとともに、関連文書のとりまとめ、報告書作成に貢献した。  
有害大気汚染物質の健康リスク評価手法等に関するガイドラインの改定にあたっては、研究成果が活用されたほ

か、ガイドライン改定に関する報告のとりまとめおよび改定ガイドラインのリスク評価手法の妥当性の検討に貢献

した。また、特定外来生物の防除に関しても、アルゼンチンアリ防除の手引きの改定版に研究成果が反映されるな

ど、着実な貢献がなされている。さらに、地方公共団体の湖沼水質保全計画や交通体系、地球温暖化対策や環境都

市政策に関する議論へ研究成果等の知見を提供し、活用されるなど、地方自治体への貢献もなされており評価でき

る。【Ｂ】 
 
(c)国際的な文書等への研究成果反映の状況 
平成２５年度から２６年度にかけて公表された気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第５次評価報告書に

おいて、第１～第３作業部会の全ての作業部会で執筆を分担するとともに、これまで実施してきた関連研究が同報

告書に引用された。また、国連環境計画（ＵＮＥＰ）の Emission Gap 報告書や持続可能開発・国際関係研究機関

（ＩＤＤＲＩ）等による Deep Decarbonization Pathway Project 報告書、生物多様性及び生態系サービスに関す

る政府間科学―政策プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）のアジア・オセアニア地域の評価報告書においても執筆を分

担し、提供した研究成果が活用されるなど、研究成果が国際的な文書等へ着実に反映されており評価できる。 
【Ｂ】 
 
分野全体の政策貢献については１．１．（１）で前述のとおりであるが、課題対応型の研究プログラムに関する

環境政策への貢献については、様々な分野で貢献を果たせたものと考えている。今後とも関連学会や研究機関等と

連携しつつ引き続き積極的に環境省等の政策立案等に貢献していく。【Ｂ】 
 

(d)上記以外の社会への貢献 
プレスリリースの数、マスメディアへの当研究所関連の掲載記事・放映番組数、ホームページのアクセス件数、

刊行物の発刊数、視察・見学受け入れ数については年度による増減があるが、達成目標があるプレスリリースの数

については、達成目標である３６件を、平成２３～２７年度の平均値が４５件と大きく上回っており評価できる。

【Ｂ】 
 

(e)中長期的観点から重要と考えられる課題への対応状況 
緊急かつ重点的な対応が求められている５つの研究課題（中期的観点からみて重要な課題が含まれる）に加えて、

次世代の環境問題に先導的に取り込む５つの研究課題からなる課題対応型の研究プログラムを推進しており評価

できる。各プロジェクト統括のリーダーシップの下で年度計画通りに研究が進展し、様々な課題について基礎研究

から応用研究まで、最終的な社会実装を意識しながら研究を推進しており評価できる。外部研究評価委員による年

度評価を毎年度評価を受けると共に、第３期中期目標期間の事後評価も受け、いずれも高い点数を受けており評価

できる。【Ｂ】 

 

 総合評価 
資料１６に示すように、外部研究評価委員会による年度評価の全研究プログラムの平均点は年々上がる傾向にあ

り（５点満点中、３．９１（Ｈ２３），４．１５（Ｈ２４），４．１０（Ｈ２５），４．３５（Ｈ２６），４．２６（Ｈ
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２７））平成２７年度に受けた第３期中期目標期間の事後評価の点数も高い（研究プログラム全体平均で４．３６）

ことから、所期の目標を上回って達成できたと評価できる。上記①、②の各評価軸において評価指標ごとに自己評

価を行った結果、課題対応型の研究プログラムにおいて、研究開発成果の最大化に向けて顕著な成果の創出や将来

的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされていると考えられる。【B】 
 主務大臣による評価 
 （見込評価） （期間業務評価） 
 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 
 論文の誌上発表数等については、第３期中期目標期間に

おいて増加し続けている点を高く評価するが、その他の指

標については年度によって増減の波があるため、標準的評

価とした。環境行政や国際的文書等への反映は評価する

が、マスメディアを活用した情報発信については、改善策

を講ずる必要がある。研究内容に関しては、外部研究評価

委員会による年度評価を見ると、全研究プログラムの平均

点が上がる傾向にあり（５点満点中、３．８９（Ｈ２３），

４．１７（Ｈ２４），４．１４（Ｈ２５），４．３４（Ｈ２

６）、また、平成２６年度に受けた第３期中期目標期間見

込評価の点数も高い（全研究プログラム平均で４．２６）。 
従って、引き続き、中期目標の達成に向けて、計画的な

取組を継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断する。 
なお、課題対応型研究プログラムについては、現在１０

の研究プログラムで構成されているが、次期中長期目標・

中長期計画の策定に向けて、先日公表された「環境研究・

環境技術開発の推進戦略について」（中央環境審議会答申）

を踏まえつつ、新しい枠組での効果的なプログラム構成を

検討する必要がある。 

＜評定に至った理由＞  
① 環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な

貢献が大きいか 
 ・誌上発表論文件数、口頭発表論文件数及び招待講

演数は、年度により増減があるため、第３期全体

を通しての増加傾向で判断した。 
② 環境行政や社会への貢献や環境問題に係る国際的

な貢献が大きいか 
 ・外部研究評価委員会による課題対応型研究プログ

ラムごとの第３期評価の平均評点は、４．３６で

あり、見込評価時の平均評点である４．２８を上

回った。 
 ・プレスリリース等を通じた社会貢献については、

第１ １.（２）①環境研究の柱となる研究分野と

同じデータであるため、Ｐ.２６と同様に、総合的

に判断した。 

 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・論文発表件数等の推移は、着実に成果が上がっていることが確認できる。 
・外部研究評価委員会による年度評価の全研究プログラムの平均点が年々上がる傾向にあったことは大いに評価で

きる。 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 
(評価指標)         
各種審議会等の

委員数 
－ － 22 29 30 31 29  

一般向けの講演

数 
－ － 6 34 42 26 7  

誌上発表 
(査読あり)件数 

－ － 7 6 20 26 25  

誌上発表 
(査読なし)件数 

－ － 36 33 42 22 13  

口頭発表 
(国内)件数 

－ － 96 95 144 118 99  

口頭発表 
(国外)件数 

－ － 6 14 22 28 18  

(参考指標)         
参画研究者の数 － － 40 40 51 64 64  
分野数 － － 7 7 7 7 7  
所内ワークショ

ップ等の開催数 
－ － 0 0 1 8 3  

共同研究の件数 － － 2 8 13 14 14  
共同研究の機関

数 
－ － 2 8 13 14 12  

所外ワークショ

ップ等の開催数 
－ － 1 1 1 3 2  

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,287,071) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,882,840) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,488,472) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,642,816) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,856,137) 

括弧内の数字は各年度の１号業務全

体(全体額―２号業務全体)の額 

決算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,369,044) 

１号業務全体

の額の内数 
(14,430,040) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,772,583) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,228,012) 

１号業務全体

の額の内数 
(20,145,470) 

括弧内の数字は各年度の１号業務全

体(全体額―２号業務全体)の額 

従事人員数 
(常勤職員) 

－ － 46 64 64 ※H23、H24 は各センター内での研究

分野の一部として実施していたため、

人数を記載しない 
第１ １（２）①～④の項目間では複

数の項目に従事している者がいるた

め、重複がある 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 
 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ １．（２）③ 災害と環境に関する研究 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
一 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人

の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を

低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究（水俣

病に関する総合的な調査及び研究を除く。）を行うこと。 
（第２号、第３号省略） 

様式２－３ 中期目標期間評価 項目別評価調書様式（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第２ １．（２）②災害と環境に関する研究＞ 

東日本大震災などの災害と環境に関する研究として、放射性物質に汚染された廃棄物・土壌の処理処分技術の評

価・開発や、放射性物質の環境動態解明等に関わる調査・研究を総合的・一体的に推進するとともに、福島県など

他の機関との連携を図りつつ実施し、目標の達成を図る。 
 （２）中期計画 
 ＜第１ １．（２）③災害と環境に関する研究＞ 

東日本大震災等の災害と環境に関する研究として、放射性物質に汚染された廃棄物等の処理処分技術・システム

の確立や、放射性物質の環境動態解明、被ばく量の評価、生物・生態系への影響評価、災害後の地域環境の再生・

創造等に関する調査・研究を、研究体制を整備して総合的・一体的に推進するとともに、福島県等他の機関との連

携を図りつつ実施する。第３期中期目標期間においては、別表３（略）に示す研究を実施し、目標の達成を図る。 

 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①災害と環境に関する研究に総合的に取り組まれてい

るか 
(a)所内連携の実施状況 

参考指標：参画研究者の数・分野数、所内ワークショ

ップ等の開催数など 
(b)所外との共同研究の実施状況 

参考指標：共同研究の件数・機関数、所外ワークショ

ップ等の開催数など 
(c)被災地と連携した取組みの実施状況 

参考指標：研究拠点の取組状況など 
②災害環境問題に関する環境行政や社会への貢献が大

きいか 
(a)社会的関心の高い課題への対応状況 
(b)関係審議会等への参画の状況 
(c)国の法令・基準・計画への研究成果反映の状況【定性】 
(d)国のガイドライン・指針・要領等や地方自治体による

条例・計画・手法等への研究成果反映の状況【定性】 
(e)一般向けの講演数 

③災害環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な

貢献が大きいか 
(a)誌上発表（査読あり）【定量】 
(b)誌上発表（査読なし）【定量】 
(c)口頭発表（国内）【定量】 
(d)口頭発表（国外）【定量】 
(e)招待講演数【定量】 
(f)書籍数【定量】 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 東日本大震災後、「東日本大震災復旧・復興貢献本部」を設置し、東日本大震災の復旧・復興に貢献すべく、環

境省からの受託研究などにより「災害廃棄物や放射性物質汚染廃棄物の処理」「環境中の多媒体での放射性物質の

実態把握・動態解明」に関する調査・研究を開始した。その後、平成２５年３月に中期計画を一部変更し、災害と

環境に関する研究の実施が明確に位置付けられ、「放射性物質に汚染された廃棄物・土壌の処理処分技術・システ

ムの確立」、「放射性物質の環境動態解明、被ばく量の評価、生物・生態系への影響評価」、「災害後の地域環境の再

生・創造」、「地震・津波災害に起因する様々な環境変化とその影響」に関する調査・研究を総合的・一体的に推進
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した。さらに、平成２５年１０月には福島支部準備室を設置して、「将来の災害に備えた環境マネジメントシステ

ムの構築」に関する研究を加えるとともに、所内連携をより一層強化し、総合的、分野横断的な研究を推進した（資

料１７）。 
所外との連携については、各大学・独法・企業等との共同研究を実施するとともに、日本原子力研究開発機構 
（ＪＡＥＡ）・福島県との環境創造センターにおける連携協力に関する基本協定（平成２７年４月）、中間貯蔵・

環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）との連携・協力に関する協定（平成２７年５月）のほか、福島大学、フラン

ス放射線防護原子力安全研究所（ＩＲＳＮ）との連携協定の締結、公開シンポジウムでの講演、三春町や南相馬市

での出前講座等の取組や、南相馬実験室を拠点としたフィールド調査、福島県新地町との包括協定に基づく環境創

生型の復興まちづくり研究と企業との連携での研究会の開催等、被災地と連携した取組も実施した。 
環境行政等への貢献については、各省・地方自治体の検討委員に参画し、専門家の立場から技術的助言等を行う

とともに、ＩＡＥＡ専門家会合に参画し、放射能汚染廃棄物の処理に関する教訓に繋がる知見の提供により技術文

書作成に貢献、福島県宇多川流域などを対象とした放射性物質の環境動態計測結果が環境省の除染関係ガイドライ

ン等に活用、原子力規制庁原子力施設等防災対策等委託費高経年化技術評価高度化事業において、最新の国際的知

見に基づき、評価基準作成のための検討を主導するなど、環境行政や社会へ大きく貢献した。また、環境省の技術

アセスメント評価モデル開発委託業務を推進して、環境省が開催した一般公開シンポジウムでの情報発信を行っ

た。まちづくり事業を具体化したうえで、環境省グリーンプランパートナーシップ事業ＦＳ調査への申請・採択、

経済産業省スマートコミュニティ事業マスタープラン作成事業の申請・採択に貢献した。環境創生型のまちづくり

の産官学連携の事例として内閣官房環境未来都市推進委員会に情報発信をしてきた。 
これらを通じて、研究成果が国の基準、指針等に反映されるとともに、たとえば以下のように国の施策と連携し

つつ現場の課題解決を支援する取組も進めた。 
① 放射性物質汚染廃棄物等の減容化技術等について、溶融法や焼成法、洗浄法などの技術開発を ラボスケール

から現場でのパイロットスケールまで年度ごとに段階的に実証試験を進め、それらの成果が平成２７年度の環

境省における長期的な技術戦略の検討に反映された。さらに、焼却処理や埋立処分過程の放射性セシウムの挙

動に関する知見の集積を進め、平成２４年１月の放射性物質汚染対処特別措置法における技術基準やガイドラ

インの策定や、その後の適宜の改正に反映された。平成２７年度には、放射性セシウムの焼却炉内蓄積に関す

る新たな知見が処理施設解体整備マニュアルの改訂の際に活用された。 

一方、災害廃棄物処理に関する研究開発については、適正処理や再生利用技術などの高度化、アスベスト対策

の適正化、分散型生活排水処理の強靭化などの技術的検討を行い、環境省が策定した災害廃棄物対策指針や地

盤工学会の復興資材活用のマニュアル等に反映された。マネジメント手法の検討として、自治体担当者向けの

参加型研修手法に関する兵庫県での平成２６、２７年度試行研修等の成果に基づくプログラムが、平成２７年

度に三重県、奈良県等で行われた実際の研修プログラムに採用された。さらに、自治体で行う災害廃棄物処理

計画の策定支援のために「災害廃棄物情報プラットフォーム」を平成２６年度に公開し、その後もコンテンツ

の拡充を行い、計画策定を検討又は実施している自治体等に活用された。さらに、平成２７年９月に起こった

関東東北水害に伴う災害廃棄物の処理において、環境省の D.Waste-Net における専門家による支援者ネットワ

ークの一員として、これまでの研究成果に基づく指導助言や調査データの提供を行い、現場対応や実行計画策

定に貢献した。 
② 新地町における環境と経済が調和した持続可能な環境都市の再生にむけての暮らしと産業の実現に役立てるこ

とを目的として、内閣官房環境未来都市に指定された福島県新地町と平成２５年３月に基本協定を締結した。

その後包括的な研究連携を進めて、新地町、福島県と関係する企業との間での環境創生型まちづくりの研究を

進めてきた。具体的には、内閣府環境未来都市事業の一環として新地町の「スマートハイブリッドタウン計画」

を支援し、地域の特性を定量的に解析して行政担当者と住民、企業で共有できる地域データベースを構築する

とともに、地域社会モニタリングの社会実装としてＩＣＴを活用して施設の環境排出をモニタリングする「く
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らしアシストタブレット」事業の運営管理を進めた。そして災害の復興状況と地域環境特性を考慮して適正な

「環境・エネルギー技術・政策選定支援システム」の研究開発を進め、新地町の復興まちづくりと福島県イノ

ベーションコースト構想、内閣官房環境未来都市に年度ごとの情報発信を行って環境省等の環境共生型まちづ

くり事業の申請、採択を支援してきた。また内閣官房環境未来都市推進委員会（２５年度―）、産官学が連携す

る新地町での産業共生復興まちづくり協議会（準備会、２６年度）、福島県コンパクトタウン推進検討部会（２

７年度―）への情報発信を進めてきた。平成２７年度は新地町の総合計画の見直しにむけて、長期的な復興・

発展の目標となる環境・産業・人口のシナリオと必要な施策を自治体担当者との連携で定量的に分析するシナ

リオ・シミュレーションを行い、新地町の総合計画及び人口ビジョンの策定を支援した。また、町民対話の一

環として中学校での復興まちづくりワークショップを複数回行った結果をシナリオ・シミュレーションの検討

に反映している。さらに、ＪＲ常磐線復旧に伴う新地駅周辺の復興拠点地区整備事業の基本設計にシステム適

用することで、地域再開発の過程における地域エネルギー事業の実現に向けて主にエネルギー需給制御等の知

見提供を行うとともに、同事業のＣＯ2排出量削減効果の高い技術システムと土地利用システム等を定量的に示

して、官民連携の事業推進体制の構築に貢献している。その検討をもとに、環境省「グリーンプランパートナ

ーシップ」事業化可能性調査の申請・採択、および経済産業省「スマートコミュニティ事業」マスタープラン

策定の申請・採択に主導的な役割を果たし、両事業の検討会の運営を支援している。くらしアシストタブレッ

トシステムは実証試験を継続し、省エネ情報の提供による低炭素効果の定量的な分析を行った。さらに、環境

省「平成２７年度技術アセスメント評価モデル開発及び地域計画策定委託業務」の採択を受けて統合的な低炭

素社会技術に関するアセスメント手法として、福島県浜通り地域を含む将来的な水平展開を試行する手法の開

発を行った。 
③ 誌上発表・口答発表も積極的に行い、学術的にも大いに貢献した。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料１１ 環境政策への主な貢献事例 
資料１７ 災害と環境に関する研究の実施状況及びその評価 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
人員あたり、研究費あたりの成果数を表１に示す。 
 
表１ 災害環境研究プログラムにおける人員（常勤職員・フェロー）あたり、研究費あたりの成果数（平成２３

年度～平成２７年度） 

  
人員 1人あたり 研究費（実績額１千万円）あたり 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

一般向けの講演

数 
- - 0.91 0.41 0.11 - - 0.39 0.38 0.07 

誌上発表(査読

あり)件数 
- - 0.43 0.41 0.39 - - 0.18 0.38 0.24 

誌上発表(査読

なし)件数 
- - 0.91 0.34 0.20 - - 0.39 0.32 0.13 

口頭発表(国内)

件数 
- - 3.13 1.84 1.55 - - 1.33 1.71 0.97 

口頭発表(国外)

件数 
- - 0.48 0.43 0.28 - - 0.20 0.41 0.18 
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（参考） 

実績額(１千万円) 
 - - 108.6 68.8 102.1 

※ Ｈ２３，Ｈ２４は各センター内での研究分野の一部として実施していたため、記載しない。 
 
＜評定と根拠＞ 
① 災害と環境に関する研究に総合的に取り組まれているか 
(a)所内連携の実施状況 

各プログラムの研究成果発表やプログラム間の連携を検討するセミナー等を開催しており評価できる。【Ｂ】 
 

(b)所外との共同研究の実施状況 
ＪＡＥＡなどの研究機関・大学・企業と共同研究を行うなど、他機関とも連携を図りながら調査研究を展開して

おり評価できる。【Ａ】 
 

(c)被災地と連携した取組みの実施状況 
南相馬実験室を拠点としたフィールド調査、地方自治体と協力したまちづくり支援等の被災地と連携した取組を

行うなど、他機関とも連携を図りながら調査研究を進めており評価できる。【Ｂ】 
 
② 災害環境問題に関する環境行政や社会への貢献が大きいか 
(a)社会的関心の高い課題への対応状況 
放射性物質に汚染された廃棄物の処理技術、中間貯蔵施設に関係する研究、ヒトへの被ばく量の把握、復興後の

まちづくり研究など、社会的関心の高い課題への研究を行い、行政や社会に貢献しており評価できる。【Ａ】 
 

(b)関係審議会等への参画の状況 
「水生生物の放射性物質モニタリング評価検討会」「水道水における放射性物質対策検討会」「環境回復検討会」

「福島県環境審議会」、「中央環境審議会」など、様々な審議会等へ参画しており評価できる。【Ａ】 
 

(c)国の法令・基準・計画への研究成果反映の状況 
災害対策基本法の改正に関して、災害廃棄物に対する指導助言を行った。また、特措法に基づく技術基準、河川

除染事業計画等の様々な国の法令、計画等への知見の提供を行い、資料１１に記載のとおり研究成果が反映されて

おり評価できる。【Ａ】 
 

(d)国のガイドライン・指針・要領等や地方自治体による条例・計画・手法等への研究成果反映の状況 
環境省の除染関係ガイドライン、廃棄物関係ガイドライン、海洋汚染モニタリングに係るガイドライン、災害廃

棄物処理対策指針、地方自治体の災害廃棄物処理計画などの各ガイドライン等への知見の提供を行い、資料１１に

記載のとおり研究成果が反映されており評価できる。【Ａ】 
 

(e)一般向けの講演数 
講演数は年によって増減は見られるものの、頻度を重ね開催されている。平成２４年度には前年度に比べて大幅

に増加しており、毎年積極的に講演を行っており評価できる。【Ｂ】 
 

③ 災害環境問題の解明・解決に資する科学的、学術的な貢献が大きいか 
(a)誌上発表（査読あり） 
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発表件数は、平成２３年度から増加傾向にあり、成果が着実に上がっていることがうかがえ評価できる。【Ａ】 
 

(b)誌上発表（査読なし） 
発表件数は増減が見られるものの、毎年積極的に発表を行っている。平成２５年度は前年度に比べ増加しており

評価できる。【Ｂ】 
 

(c)口頭発表（国内） 
発表件数は年度によって増減があるものの、平成２３年度からの推移としては増加傾向にある。平成２５年度は

１４４件と多くの発表がなされており評価できる。【Ｂ】 
 

(d)口頭発表（国外） 
発表件数は、平成２７年度は減少したものの、平成２３年度からの推移としては増加傾向にあり、成果が着実に

上がっていることがうかがえ評価できる。【Ａ】 
 

(e)招待講演数 
講演数は年によって増減は見られるものの、少しずつ増加傾向にある。平成２４年度には前年度に比べて大幅に

増加し、毎年積極的に講演を行っており評価できる。【Ｂ】 
 

(f)書籍数 
書籍については、東日本大震災後から数年ということもあり、まだ数は少ないものの少しずつ増加しており評価

できる。【Ｂ】 
 
 総合評価 
災害と環境に関する研究は、東日本大震災直後から東日本大震災の復旧・復興に貢献すべく、研究を展開してお

り評価できる。復旧・復興貢献本部の設置、中期計画の変更、福島支部準備室の設置と、災害と環境に関する研究

に対応するための機動的な体制整備を進め、所内・所外との連携も強化しながら調査・研究の幅を広げており評価

できる。 
上記①～③の各評価軸において評価指標ごとに自己評価を行った結果、他機関とも連携して着実に研究を進め、

その研究成果が国の法令等に反映され、また研究成果の積極的な発信を行っていることからも、着実な業務運営が

なされていると考えられる。 
また平成２５年度からは外部評価委員会で「災害と環境に関する研究」として評価され、第３期中期目標期間の

の事後評価では、総合評価４．７５と高い評価をいただくとともに、「被災地復興と環境回復に大きな貢献を果た

すものと評価する」「社会・行政の要求に応えた研究を短期間で成し遂げた点は高く評価できる」「環境創造センタ

ーについても、適切な計画がなされている」等といった評価を得ることができた。 
さらに、平成２５年３月に中期計画を変更して「災害と環境に関する研究」が位置付けられ、その目標を達成す

るため研究を進めているが、環境政策への貢献、研究成果の積極的な発信を見ても中期計画の目標を達成している

ことがうかがえる。また、中期計画の変更後に「災害環境マネジメント研究」といった新たな研究を展開するなど、

中期計画期間終了時には当初の目標を上回って達成した。 
今後も中長期的に進めるべき重要な研究課題として位置付け、他の研究課題とのバランスに配慮しつつ、また、

他の研究分野や国内外の研究機関と連携して、研究を進めていく。【Ａ】 
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 主務大臣による評価 
 （見込評価） （期間業務評価） 
 評定 【Ａ】 評定 【Ａ】 

 災害と環境に関する研究は、東日本大震災直後から東

日本大震災の復旧・復興に貢献すべく、復旧・復興貢献

本部の設置、中期計画の変更、福島支部準備室の設置と、

災害と環境に関する研究に対応するための機動的な体制

整備を進め、所内・所外との連携も強化しながら調査・

研究の幅を広げてきた。また、研究成果が国の法令等に

反映され、研究成果の積極的な発信を行っていることも

評価するところである。 
今回、外部研究評価委員会において、第３期見込評価

のうち「災害と環境に関する研究」の全体的評価として

４.６３（５点満点）という高評価を受けたことからも、

被災地復興や行政・社会への貢献が大きいことを示すと

考える。また、環境回復・環境創生の研究のみならず、

中期計画の変更後に「災害環境マネジメント研究」とい

った新たな研究を開始するなど、今後の災害環境研究の

新たな展開に期待する。 
引き続き、中期目標の達成に向けて、計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標については、

本中期目標期間中に着実に達成できると判断する。 
なお、平成２８年度は、環境創造センターとして福島支

部が開設され、更なる災害環境研究の推進とその成果の

発信、環境政策や社会への高い貢献が期待される。今後

も、国環研の重要な統合的研究課題として、国内外の機

関と連携を深めつつ、災害環境研究の拠点として研究開

発成果の最大化を目指してもらいたい。 

＜評定に至った理由＞  

①  災害と環境に関する研究に総合的に取り組まれ

ているか 

・東日本大震災直後から、機動的な体制整備を進め、

被災地を拠点とした調査研究、所外と連携した調査

研究等を実施したことを高く評価し「Ａ」とした。 

・第３期平均共同研究数は１０件、第３期平均参画研

究者数は５２人であった。 

・被災地と連携した取組の例（新地町） 

福島県浜通り地域の復興モデル実現を目指し、新

地町との研究協力協定（Ｈ２５）の下、住民参加に

よる地域情報の収集・解析及び統合評価モデルを用

いた持続可能なまちづくりの将来シナリオを提示

し、計画策定等に貢献した。さらに事業実施段階に

おいても、地域エネルギーを利用する技術の評価モ

デルにより、駅前地区の拠点開発事業の推進を支援

したことを高く評価し、「Ａ」とした。 

② 災害環境問題に関する環境行政や社会への貢献が

大きいか 

・下記の貢献事例を含む５年間の実績を総合的に判断

し「Ａ」とした。 

・外部研究評価委員会による「災害と環境に関する研

究」の第３期総合評価の平均評点は ４．７５と、 

４点台後半であり、見込評価時の平均評点である 

４．６３を上回り、特に高い評価を得た。 

・中期目標・中期計画に「災害と環境に関する研究」

の記載がないにもかかわらず平成２３～２４年度に

おいても、被災地での調査研究に早期着手し積極的

に取り組んだ実績を特に高く評価した。  

③ 災害環境問題の解明・解決に資する科学的、学術

的な貢献が大きいか 

・査読付き論文数や国外での口頭発表数については、

震災後着手した新たな研究テーマであるにも関わら

ず、毎年度積極的に成果発表を行っており、年度に

より増減はあるものの概ね増加傾向にあることを考

慮し「Ａ」とした。  

 

＜項目評定「Ａ」の判断根拠となる第３期中期目標期

間における主な貢献事例＞ 
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○環境省「除染関係ガイドライン」への貢献 

○東日本大震災の被災地における大気環境モニタリン

グ調査への貢献 

○放射性物質に汚染された廃棄物の焼却飛灰の洗浄技

術等に関する貢献 

○「福島県再生可能エネルギー推進ビジョン」策定へ

の貢献 

○新地町総合計画等の策定及び計画に基づく地域エネ

ルギー事業等の技術評価による貢献 

○災害廃棄物処理対策指針への技術的知見の反映 

○放射性核種による海洋汚染のモニタリングに係るガ

イドライン策定への貢献 等 

 

＜今後の課題＞ 

 平成２８年度開設の福島支部（福島県環境創造セン

ター内）を拠点に、福島県や日本原子力研究開発機構

等との連携を強化し、災害環境研究の更なる進展によ

る成果の最大化を図られたい。 

 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・査読つき誌上発表数や国外口頭発表数については、災害後にすぐに成果が出ないことを考えると、最近３年間で

非常に成果が増えていることから、Ａ評価が適切であると考える。 
・期間全体を通じても極めて優れた成果を挙げたため、A 評価が適切である。 
・災害と研究に関する研究は、東日本大震災直後から復旧・復興に貢献すべく、精力的に研究を展開しており、今

後のさらなる貢献が期待される。 A 評価が妥当である。 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 
         
         
         

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,287,071) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,882,840) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,488,472) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,642,816) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,856,137) 

括弧内の数字は各年度の１号業

務全体(全体額―２号業務全体)
の額 

決算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,369,044) 

１号業務全体

の額の内数 
(14,430,040) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,772,583) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,228,012) 

１号業務全体

の額の内数 
(20,145,470) 

括弧内の数字は各年度の１号業

務全体(全体額―２号業務全体)
の額 

従事人員数 
(常勤職員) 

41 43 44 41 41 地球環境モニタリングとエコチ

ル調査の合計（外部研究評価委員

会事前配布資料、各年度 10 月 31
日現在） 
第１ １（２）①～④の項目間で

は複数の項目に従事している者

がいるため、重複がある 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 

 ＜第２ １．（２）③環境研究の基盤整備＞ 
環境研究の推進とあわせて長期的な取組が必要な環境研究基盤として、衛星による温室効果ガスモニタリング

を含めた地球環境モニタリング等の環境の観測・解析、環境試料の保存・提供、各種データベース等の研究基盤

を整備する。また、今期から本格的に動き出す「子どもの健康と環境に関する全国調査」について、環境省の基

本計画に基づくコアセンターとしての調査の総括的な管理・運営を行う。 
また、中核的研究機関として国内外の環境分野の研究機関と連携して研究を推進する基盤を強化する。その際、

長期モニタリング事業及び環境試料等の収集・保存については、平成２２年１２月２２日付け「『独立行政法人

国立環境研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性』における指摘事項を踏まえた見直し」で示

したところにより、必要な見直しを行ったうえで、効果的、効率的に実施するものとする。 
 （２）中期計画 
 ＜第１ １．（２）④環境研究の基盤整備＞ 

長期的な取組が必要な環境研究の基盤の整備事業として、別表３に示すとおり、衛星による温室効果ガスモニ

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ １．（２）④ 環境研究の基盤整備 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
一 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人

の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を

低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究（水俣

病に関する総合的な調査及び研究を除く。）を行うこと。 
（第２号、第３号省略） 

４ 項目別評価調書  （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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タリングを含む地球環境モニタリング等の環境の観測・解析、環境試料の保存・提供、レファレンスラボ機能の

整備、環境に関わる各種データのデータベース化等を研究基盤として整備するとともに、今期から実施が本格化

する「子どもの健康と環境に関する全国調査」について、環境省の基本計画に基づくコアセンターの調査の総括

的な管理・運営を行う。 
また、中核的研究機関として国内外の環境分野の研究機関と連携して研究を推進する基盤を強化する。そのた

め、特に研究連携を強化するための体制を構築し、アジア地域等をはじめとした国際的な研究連携事業、国際約

束に基づく研究事業などを行う。なお、長期モニタリング事業及び環境試料等の収集・保存については、平成２

２年１２月２２日付け「『独立行政法人国立環境研究所の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性』に

おける指摘事項を踏まえた見直し」で示されたところにより、必要な見直しを行ったうえで、効果的、効率的に

実施する。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①計画に沿って実施されているか (a)実施の状況【定性】 

②実施事項が国際的な水準や希少性等に照らして十分

大きな意義があるものか 
(a)実施内容の水準・規模【定性】 
(b)実施内容の希少性【定性】 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 環境研究の推進と併せて長期的な取組が必要な環境研究の基盤の整備を行った。「地球環境の戦略的モニタリ

ング、地球環境データベースの整備、地球環境研究支援」では、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（ＧＯＳ

ＡＴ）による主要な温室効果ガスである二酸化炭素、メタンの測定をデータ処理アルゴリズム等の改善と合わせ

て継続するとともに、平成２９年度に予定されている後継機（ＧＯＳＡＴ－２）打ち上げの準備を行った。また、

「子どもの健康と環境に関する全国調査の総括的な管理・運営」では、全国１０万組の子どもと両親を対象とし

て、環境と子どもの健康の関連性解明のための大規模疫学調査を開始して、調査手法等の検討を行って追跡調査

を継続するとともに、生体試料の保管・管理体制を整備し、生体試料の化学分析等の環境曝露評価を進め、成果

発信のためのデータベースの整備を進めた。これら２つの基盤整備に関しては個別に外部評価（第１.１.（３）

に詳述）を受けた。資料１８に実施状況を示す。それ以外の資源循環・廃棄物、環境リスク、地域環境、生物・

生態系環境、社会環境システム、環境計測の各研究分野で行われた基盤整備については、資料１９に実施状況を

示す。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料１８ 環境研究の基盤整備の実施状況及びその評価 
資料１９ 各研究分野の研究実施状況及びその評価（研究プログラム及び主要な基盤整備を除く） 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①計画に沿って実施されているか 
(a)実施の状況 
環境研究の基盤整備については，各研究センター長のリーダーシップの下で第３期中期目標期間を通して概ね

年度計画通りに研究が進展し、様々な課題について、最終的には研究成果が社会で実際に使われる「社会実装」

を意識しながら研究を推進しており評価できる。特に、「地球環境モニタリング・地球環境データベースの整備・

地球環境研究支援（ＧＯＳＡＴプロジェクトによる全球温室効果ガス衛星観測も含まれる）」や「子どもの健康

と環境に関する全国調査（エコチル調査）の総括的な管理・運営」に関しては、外部研究評価委員により毎年度、

年度評価を受けるとともに、平成２７年度には第３期中期目標期間の事後評価も受け、外部研究評価委員会から

のコメント等を研究の進め方に活用・反映させ、年度評価、事後評価ともに常に４点以上（５点満点）と高い評
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価点を得ている。このことは、本事業が良好に実施されていることを示しており評価できる。平成２８年度以降

も、第４期中長期計画（平成２８年４月〜）に基づき、環境研究の基盤整備及び研究事業として着実に推進して

いく。【Ｂ】 

 
②実施事項が国際的な水準や希少性等に照らして十分大きな意義があるものか 
(a)実施内容の水準・規模 
基盤整備（地球環境モニタリングやエコチル調査等）では、手法（観測手法や調査方式等）の調査・研究やデ

ータの精度維持にも尽力することで、国際的に認められる適切な水準を継続的に維持しており評価できる。研究

所の規模や実施内容の水準を維持できる適切な研究基盤整備の規模を継続的に維持しており評価できる。平成２

８年度も、第４期中長期計画（平成２８年４月〜）に基づいて、環境研究の基盤整備及び研究事業として着実に

推進していく。【Ｂ】 
 

(b)実施内容の希少性 
国際水準に相当した手法や精度を維持しつつ、地上・航空機・船舶による広域的な包括観測（地球観測モニタ

リング）や全国規模でのエコチル調査、研究所が作製した環境標準物質や収集・保存した微生物保存株ならびに

実験水生生物等の環境標準試料等の分譲等を継続的に実施し、その成果物の希少性や有用性を維持しており評価

できる。平成２８年度も、第４期中長期計画（平成２８年４月）に基づいて、環境研究の基盤整備及び研究事業

として着実に推進していく予定である。【Ｂ】 
 
 総合評価 
地球環境モニタリングやエコチル調査については、外部研究評価委員会による年度評価及び第３期中期目標期

間の事後評価において高い評価結果を得ており評価できる。また、上記①、②の各評価軸において評価指標ごと

に自己評価を行った結果、環境研究の基盤整備について、研究開発成果の最大化に向けて成果の創出や将来的な

成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされており、所期の目標を達成できており評価できる。【Ｂ】 
 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 環境研究の基盤整備の２つの柱である地球環境モ

ニタリングやエコチル調査については、外部研究評価

委員会の第３期中期目標期間見込み評価においても

高い評価結果を得ており、そのプロジェクトの水準の

高さ、希少性等において、国際的にもその研究成果が

注目されている。 
引き続き、中期目標の達成に向けて、計画的な取組

を継続することで。中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
今後も、研究開発成果の最大化に向けて、２つのプ

ロジェクトが順調に推進し、将来的には、その成果が

国内外に発信・活用され、環境政策や社会の発展に大

きく寄与することを期待する。 

＜評定に至った理由＞ 

①  計画に沿って実施されているか 

・各研究センター長のリーダーシップの下で、第３期

を通して年度計画に従い実施した。 

② 実施事項が国際的な水準や希少性等に照らして十分

大きな意義があるものか 

・外部研究評価委員会による、地球環境モニタリング

及びエコチル調査の第３期評価の平均評点は、地球環

境モニタリングが４．６２、エコチル調査が４．５０ 

と、４点台後半であり、高い評価を得た。 

・どちらも観測手法・調査方式等の調査・研究、デー

タの精度維持において、国際的に認められる水準を維

持しており、成果物の希少性においても有意義であ

る。 
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４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・環境研究の基盤整備は、各研究センター長のリーダーシップの下で、第３期中期目標期間を通して年度計画通り

に進展したことは評価できる。 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値等、

必要な情報 
         
         
         

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,287,071) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,882,840) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,488,472) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,642,816) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,856,137) 

括弧内の数字は各年度の１号業務

全体(全体額―２号業務全体)の額 

決算額 
(千円) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,369,044) 

１号業務全体

の額の内数 
(14,430,040) 

１号業務全体

の額の内数 
(15,772,583) 

１号業務全体

の額の内数 
(17,228,012) 

１号業務全体

の額の内数 
(20,145,470) 

括弧内の数字は各年度の１号業務

全体(全体額―２号業務全体)の額 

従事人員数

(常勤職員) 
全体の内数 

(257) 
全体の内数 

(251) 
全体の内数 

(254) 
全体の内数 

(265) 
全体の内数 

(268) 
括弧内の数字は各年度の研究所全

体の常勤職員数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第２ １．（３）研究成果の評価＞ 

国環研の研究評価実施要領に基づき研究課題及び各研究分野の研究活動についての評価を行い、その結果を研

究活動に適切にフィードバックする。 
具体的には、以下のとおり研究評価を実施する。 
①研究評価は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を踏まえ、国環研内における内部研究評価を実施する

とともに、外部専門家を評価者とする外部研究評価を効率的・効果的に実施し、その評価結果は公表することと

する。 
②評価結果は研究資源の配分等、業務運営に適切に反映させる。 
③個別の研究課題ごとの研究評価においては、研究の直接の結果（アウトプット）とともに、国内外の環境政

策への反映、環境研究への科学的貢献等、得るべき成果（アウトカム）についても評価する。 
④研究評価の方法は、本中期目標の趣旨を踏まえ、ア．科学的、学術的な観点、イ．環境問題の解明・解決へ

の貢献度、ウ．環境行政や国際的な貢献度等の観点から、合理的な指標を定め、総合的に評価する方法を設定す

る。 
 （２）中期計画 

 ＜第１ １．（３）環境成果の評価＞ 
国環研の研究評価実施要領に基づき研究課題及び各研究分野の研究活動についての評価を行い、その結果を研

究活動に適切にフィードバックする。 
具体的には、以下のとおり研究評価を実施する。 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ １．（３） 研究成果の評価 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
（第１号、第２号省略） 
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 

４ 項目別評価調書  （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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①研究評価は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」を踏まえ、国環研内における内部研究評価を実施する

とともに、外部専門家を評価者とする外部研究評価を効率的・効果的に実施しその評価結果は公表することとす

る。 
②評価結果は研究資源の配分等、業務運営に適切に反映させる。 
③個別の研究課題ごとの研究評価においては、研究の直接の結果（アウトプット）とともに、国内外の環境政

策への反映、環境研究への科学的貢献等、得るべき成果（アウトカム）についても評価する。 
④研究評価の方法は、ア．科学的、学術的な観点、イ．環境問題の解明・解決への貢献度、ウ．環境行政や国

際的な貢献度等の観点から、合理的な指標を定め、総合的に評価する方法を設定する。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①国環研内における研究評価は適切に実施されている

か 
(a)内部研究評価の実施の状況【定性】 
(b)評価結果の公表と反映の状況【定性】 

②外部専門家による研究評価は適切に実施されている

か 
(a)外部研究評価の実施の状況【定性】 
(b)評価結果の公表と反映の状況【定性】 
(c)海外の有識者からの評価や助言を受ける機会の有無

【定性】 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 「国立研究開発法人国立環境研究所研究評価実施要領」（平成１８年４月１日制定、平成２７年４月１日一部

改正。以下「評価要領」という。（資料２０））及び「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２４年１２

月６日内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という。）に基づき、適切に研究評価を行うとともに、その結果

を研究業務に反映させた。 
 

１．研究評価と評価結果の公表 
国環研の研究評価実施要領に基づき、外部専門家を評価者とする外部研究評価委員会（資料２１）による年度

評価を毎年度受けてきた。また、平成２６年度には外部評価委員会により第３期中期目標期間の見込み評価を、

平成２７年度には事後評価も受けた。また、平成２４年度には第２期中期計画において行われた重点プログラム

の追跡評価も受けた。年度評価、見込み評価及び事後評価では、環境研究の柱となる研究分野全体で評価すると

ともに、課題対応型の研究プログラム、及び環境研究の基盤整備等の分野の構成要素毎に評価を受けた。平成２

５年度からは新たに「災害と環境に関する研究」についても毎年度、年度評価を受け、平成２６年度には見込み

評価、平成２７年度には事後評価も受けた。例えば、分野全体での年度評価の平均評価点は、毎年度１～５の５

段階評価で全ての分野が４以上と、高い評価を受けている。また、平成２３年度から２７年度にかけて、その平

均点は増加傾向を示しており、研究成果の着実な推進が見てとれる（資料１５、１６、１７、１８、２２－１））。

これら外部研究評価の結果については、本報告書の資料編に掲載するとともに、国環研のホームページで公表し

ている。これらに加えて、平成２７年度には第４期中長期計画（平成２８年４月〜）の事前評価を受けた。なお、

国環研での所内公募型研究については、内部の研究評価委員会で評価を行っている（資料１２、１３）。 
 

２．評価結果の反映 
（１）外部研究評価の結果については、内部の研究評価委員会等において検討を行い、国環研の考え方を取りま

とめ、公表するとともに、毎年度の年度計画・研究計画、さらには第４期中長期計画（平成２８年４月〜）の検

討資料とした。 
 

（２）内部研究評価の結果については、国環研内に公表するとともに、各人の研究活動にフィードバックするこ
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とを求めた。 
 

３．評価の方法 
評価要領及び大綱的指針に従い、適切に評価を行った。外部研究評価では、８つの研究分野、１０の課題対応

型プログラム、災害と環境に関する研究等を対象に、研究のアウトプットだけでなく、社会・行政や科学技術・

学術に対する貢献度（アウトカム）を記載した資料・説明について、計画の達成度の観点及び研究の質の観点か

らの評価と、これらを総合した評価を行った。 
所内公募型研究を対象とした内部研究評価においても、①科学技術・学術貢献度、②環境問題の解明・解決へ

の貢献度、③社会・行政的、国際的な貢献度等の評価軸での評価と総合評価について５段階評価で行った。 
 

４．国際的有識者による評価・助言 
国際的な視点から国環研の活動を、機動的、効果的、効率的に評価するため、平成２４年度より多様な環境研

究分野における国際的有識者を招へいし、組織運営や研究戦略および８研究センターが担う研究分野に対して、

１２名の方から合計９回の評価・助言をいただいた。また、この評価結果を、国環研のホームページで公表した。 
 また、平成２５年度の独法評価委員会において、国環研の業務実績に対して、「第３期の終了時には海外から

の評価も受けることが望ましい」との意見が出されたことを踏まえ、幅広い知見を持った海外の学識経験者によ

る新たな評価・助言の仕組みとして、第３期終了年の平成２７年８月に「国際アドバイザリーボード（ＩＡＢ）」

を開催し、得られた助言をとりまとめた報告書を作成して、研究所ホームページで公表した。資料２２－２）に

第１回国際アドバイザリーボード（ＩＡＢ）助言報告書の要旨（和文）を示す。報告書の内容は、第４期中長期

計画等に反映させた。また、今後の研究活動等にも反映していく予定である。 
 

     

写真１：ＩＡＢ助言会合会場風景 

   
写真２：ＩＡＢ委員と国環研関係者 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料１２ 所内公募型提案研究の採択状況（再掲） 
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資料１３ 所内公募型提案研究の実施状況及びその評価（再掲） 
資料１５ 各研究分野全体の研究実施状況及びその評価（再掲） 
資料１６ 課題対応型の研究プログラムの実施状況及びその評価（再掲） 
資料１７ 災害と環境に関する研究の実施状況及びその評価（再掲） 
資料１８ 環境研究の基盤整備の実施状況及びその評価（再掲） 
資料２０ 国立環境研究所研究評価実施要領 
資料２１ 国立環境研究所外部研究評価委員会委員 
資料２２－１）外部研究評価結果総括表 
資料２２－２）第１回国際アドバイザリーボード（ＩＡＢ）助言報告書 要旨 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①国環研内における研究評価は適切に実施されているか 
(a)内部研究評価の実施の状況 
所内公募型提案研究や分野横断型提案研究について、毎年度（課題年度に応じて）内部の研究評価委員会で評

価を行っており評価できる。これは、研究の質の向上や人材育成（特に若手研究者）に有用である。平成２８年

度も第４期中長期計画（平成２８年４月〜）に基づき引き続き実施していく。【Ｂ】 
 

(b)評価結果の公表と反映の状況 
内部研究評価の結果について、国環研内に公表するとともに、各人の研究活動にフィードバックし、研究の質

の向上等に役立てており評価できる。平成２８年度も第４期中長期計画（平成２８年４月〜）に基づき引き続き

実施するとともに、公表の方式等についての検討も図る。【Ｂ】 
 

②外部専門家による研究評価は適切に実施されているか 
(a)外部研究評価の実施の状況 

外部研究評価の結果、委員のコメントを踏まえ各研究センターが工夫を重ねたことにより年度評価が年々高ま

り、それらを踏まえた第３期中期計画の事後評価においても、高い評価を受けており、評価できる。【Ｂ】 
 

(b)評価結果の公表と反映の状況 
外部研究評価の結果については、内部の研究評価委員会等において検討を行い、国環研の考え方を取りまとめ、

公表するとともに、第４期中長期計画の研究計画に反映させており、評価できる。【Ｂ】 
 

(c)海外の有識者からの評価や助言を受ける機会の有無 
 国際的な視点から国環研の活動を、機動的、効果的、効率的に評価するため、平成２４～２６年度には多様な

環境研究分野における国際的有識者を招へいし、組織運営や研究戦略および８研究センターが担う研究分野に対

して、１２名の方から合計９回の評価・助言を受けており評価できる。また、この評価結果を、国環研のホーム

ページで公表しており評価できる。 
 また、平成２５年度の独法評価委員会において、国環研の業務実績に対して、「第３期の終了時には海外から

の評価も受けることが望ましい」との意見が出されたことを踏まえ、幅広い知見を持った海外の学識経験者によ

る新たな評価・助言の仕組みとして、平成２７年８月に「国際アドバイザリーボード」を開催し得られた助言を

第４期中長期計画（平成２８年４月〜）や平成２８年度の研究計画等に反映させており評価できる。【Ｂ】 
 
総合評価 
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上記①、②の各評価軸において評価指標ごとに自己評価を行った結果、研究成果の評価について、内部評価、

外部評価ともに適切に実施していると考えており、海外の学識者による評価・助言についても着実に実施した。

評価や助言の内容は適切に公表されるとともに、その結果をふまえて第４期中長期計画や年度計画が策定されて

おり、所期の目標を達成できたと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 研究成果の評価については、内部評価、外部評価と

もに評価の体制、評価結果の公表と研究活動への反映

など、適切に実施されている。引き続き、中期目標の

達成に向けて、計画的な取組を継続することで。中期

目標等に掲げる目標については、本中期目標期間中に

着実に達成できると判断する。 
「国際アドバイザリーボード」による評価の経過や

結果については、次期中長期目標・中長期計画の策定

の参考となるよう、速やかに報告されたい。 
また、今後、内部評価及び外部評価の資料として、

論文の解析や政策への貢献事例などを研究センター

毎でまとめることを検討されたい。 

＜評定に至った理由＞  
①  国環研内における研究評価は適切に実施されてい

るか 
・所内公募型提案研究の成果について、内部の研究評

価委員会で評価した。 
・評価結果は所内公表とともに、各研究者に適切にフ

ィードバックされた。 
②  外部専門家による研究評価は適切に実施されてい

るか 
・外部研究評価委員会の結果を、内部の研究評価員会

で検討し、国環研の考え方を公表するとともに第４期

中長期計画に反映した。 
・平成２４年度から平成２６年度まで、多様な環境分

野における国際的有識者を招へいし、評価を実施し

た。 
・平成２７年度の「国際アドバイザリーボード」の評

価・助言を、第４期中長期計画に反映した。 
 

＜今後の課題＞ 
第４期中長期目標期間においても、アウトカムを含め

た研究評価を着実に実施し、結果を公表するとともに、

研究活動や業務運営に確実に反映されたい。 

 
４．その他参考情報 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 
(評価指標)         
新たに収集、整理

及び提供を行っ

た情報源情報（メ

タデータ）の件数 

10,000 2,000 件/年 2,702 2,956 2,753 2,842 3,542 当該年度までの累積値：14,795 

         
         

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

155,930 156,092 174,394 147,987 161,934 ２号業務全体の額 

決算額 
(千円) 

132,698 104,603 146,215 116,256 151,569 ２号業務全体の額 

従事人員数 
(常勤職員) 

10 9 7 8 8 環境情報部の人員数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 （１）中期目標 
 ＜第２ ２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務＞ 

国民の環境問題に関する理解を深めるとともに、国等の環境政策及び企業、民間による自主的な環境保全に関

する取組を支援するため、様々な種類の環境情報をインターネット等を通じて効果的また統合的に利用できる情

報基盤の整備・運用を行う。 
その際、利用者が必要な情報にたどり着きやすいよう、提供する情報の相互運用性の向上を図るなど情報基盤

の機能を充実させ、環境研究機関等との連携に配慮するとともに、利用者の身近な環境情報の収集・活用につい

て検討するなど双方向コミュニケーションの充実に留意する。 
本業務の目標を達成するために、次のとおり、重点的・体系的に業務を実施することとし、５年間で新たに１

０，０００件の情報源情報（メタデータ）を収集･整理し、提供することを目指す。 
（１）環境の状況等に関する情報の提供 
我が国の大気汚染、水質汚濁、化学物質等の環境の状況に関するデータ及び環境指標・環境統計等、行政機関

等により収集された基礎データを広く収集・整理し、様々な利用に対応できるデータとして取りまとめるととも

に、地理情報システム（ＧＩＳ）を活用するなどして、できる限り分かりやすい方法で提供する。 
（２）環境研究・環境技術等に関する情報提供 
環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説、競争的資金などの支援情報その他の環境研究・環境技術に関す

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ ２． 環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
（第１号省略） 
二 環境の保全に関する国内及び国外の情報（水俣病に関するものを除く。）の収集、

整理及び提供を行うこと。 
（第３号省略） 

４ 項目別評価調書 （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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る情報等を収集・整理し、提供する。提供に当たっては、関連情報へのリンクを提供するなど、多角的で分かり

やすい情報の提供に留意する。 
 （２）中期計画 
 ＜第１ ２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務＞ 

国民の環境問題に関する理解を深めるとともに、国等の環境政策及び企業、民間による自主的な環境保全に関

する取組を支援するため、様々な種類の環境情報をインターネット等を通じて効果的また統合的に利用できる情

報基盤の整備・運用を行う。 
その際、利用者が必要な情報にたどり着きやすいよう、提供する情報の相互運用性の向上を図るなど情報基盤

の機能を充実させ、環境研究機関等との連携に配慮するとともに、利用者の身近な環境情報の収集・活用につい

て検討するなど双方向コミュニケーションの充実に留意する。 
本業務の目標を達成するために、次のとおり、重点的・体系的に業務を実施することとし、５年間で新たに１

０，０００件の情報源情報（メタデータ）を収集･整理し、提供することを目指す。 
（１）環境の状況等に関する情報の提供 
我が国の大気汚染、水質汚濁、化学物質等の環境の状況に関するデータ及び環境指標・環境統計等、行政機関

等により収集された基礎データを広く収集・整理し、様々な利用に対応できるデータとして取りまとめるととも

に、地理情報システム（ＧＩＳ）を活用するなどして、できる限り分かりやすい方法で提供する。 
（２）環境研究・環境技術等に関する情報提供 
環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説、競争的資金などの支援情報その他の環境研究・環境技術に関す

る情報を収集・整理し、提供する。提供に当たっては、関連情報へのリンクを提供するなど、多角的で分かりや

すい情報の提供に留意する。 
上記のほか、国民の環境保全活動の推進等に資するため、環境保全に係る動向等に関する情報を収集・整理し、

提供する。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①環境情報の収集、整理及び提供は適切に実施されて

いるか 
(a)新たに収集、整理及び提供を行った情報源情報（メ

タデータ）の件数  

②環境の状況等に関する情報の収集、整理及び提供は

適切に実施されているか 
(a)環境の状況に関するデータ及び環境指標・環境統計

等の収集・整理・とりまとめ状況 
(b)地理情報システム（ＧＩＳ）を活用するなどした、

分かりやすい方法での提供の状況 

③環境研究・環境技術等に関する情報の収集、整理及

び提供は適切に実施されているか 
(a)環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説、競争

的資金などの支援情報その他の環境研究・環境技術

に関する情報等の収集・整理・提供の状況 
(b)環境保全に係る動向等に関する情報の収集・整理・

提供の状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 環境の状況等に関する情報や環境研究・環境技術等に関する情報をはじめとした、様々な環境に関する情報を

「環境展望台」においてわかりやすく提供することに努めた。  
「環境展望台」では、利用される方が必要とされる環境に関する情報にたどり着きやすくするため、「情報源

情報（メタデータ）」と「検索システム」を備えており、「情報源情報（メタデータ）」については、平成２３年

度から平成２７年度の間に、新たに１４，７９５件を収集・整理し、提供を行った。 
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また、「環境展望台」の利用者への適切な情報提供に努める観点から、各種のアクセス解析に加え、サイト上

のアンケートページを活用するとともに、１，２００人を対象にしたＷｅｂアンケートを実施し、利用者ニーズ

の把握に努めた。Ｗｅｂアンケートにおいて改善要望の多かった、「トップページ」の利便性向上を図るための

デザイン変更や「環境法令ガイド」をより分かりやすくするための改訂を進めた。 
さらに、利便性向上の一環として、新着情報メール配信サービスも引き続き実施するとともに、話題性のある

環境に関連した情報を「ピックアップ」に表示した。（資料２３）  
この他、「環境展望台」で使用されている各種ソフトウェア等のバージョンアップを行うことでセキュリティ

対策を高める等、引き続き安定運用を図った。 
 
「環境展望台」で提供しているコンテンツ・機能は次のとおり。  
・ 環境ＧＩＳ･･･環境の状況、環境指標・統計等に関する情報  
・ ニュース・イベント･･･国内・海外ニュース、イベント情報  
・ 研究・技術･･･環境研究・環境技術に関する情報  
・ 政策・法令･･･環境政策・環境法令に関する情報  
・ 環境学習･･･環境学習に役立つ情報  
・ 検索・ナビ･･･様々な環境情報の検索サービス  
 
これらの項目に関して、本中期計画期間の平成２３年度から平成２７年度までに実施した業務は、それぞれ次

のとおりである。 
 
（１）「環境ＧＩＳ」について  
①環境の状況に関する下記の情報について、データの収集・整理・提供を行った。  
ア．大気汚染状況の常時監視結果  
イ．公共用水域の水質測定結果 
ウ．有害大気汚染物質調査結果  
エ．酸性雨調査結果  
オ．自動車騒音の常時監視結果  
カ．ダイオキシン調査結果  
キ．騒音・振動・悪臭規制法施行状況調査結果  
ク．海洋環境モニタリング調査結果 
ケ．東アジア酸性雨モニタリング結果 

 
②「環境ＧＩＳ」の操作性、利便性等の向上、提供情報の充実等のため、以下の対応を行った。  
ア．操作性・利便性等の向上 
 ・検索機能等の見直し、地図表示の高速化、地図の拡大・縮小・移動機能の追加 
 ・ＰＭ２．５関連のアクセス急増に伴うサーバ増強 
 ・大気汚染予測システムの地域別予測概況の追加、モバイル対応、予測期間の延長等 
 ・騒音・悪臭・振動の規制状況・条例データ等の詳細表示機能 
 
イ． 提供情報の充実 
 ・環境省の指定物質追加等に伴う測定物質の追加表示対応 
 ・大気汚染予測システムの改良（表示メッシュの細分化（２５ｋｍ→５ｋｍ）、５ｋｍメッシュでの提供範囲
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の拡大、社会的ニーズの高いＰＭ２．５予測の追加等） 
・騒音・悪臭・振動等の法施行調査結果データの整備及びデータダウンロード機能の追加 
・「熱中症発生数」や「人口分布シナリオ」等、新たな環境指標６件を含む合計１０件の指標公開 

 
ウ．環境省請負業務、管理機能等の強化等 
 ・騒音・悪臭・振動等の法施行調査結果データの地方自治体の担当者に対するオンラインデータ入力支援 
・大気常時監視１時間値データの共通フォーマット変換等 

 ・酸性雨調査結果のデータ作成作業の効率化及びデータの信頼性向上のための改修 
 ・政府方針に則った領土表示、地名表記への対応 
 
③環境数値データベースとして提供している大気常時監視データについては、環境省からの請負業務である「大

気常時監視１時間値データフォーマット変換・編集業務」において、地方公共団体等から提供された１時間値デ

ータを共通のフォーマットに適切に変換・編集した。 
また、平成２８年１月に、大気環境学会や自治体の関係者を集めた「大気常時監視データ研究会」を開催し、

大気常時監視データの「利用者がより利用しやすく、加工しやすい形」で提供するため、情報共有及び意見交換

を行った。 
 

（２）「ニュース・イベント」について 
国内（行政、研究機関、企業等）及び海外（欧米を中心とする関係政府機関や国際機関）から、環境研究・技

術に関する最新ニュースを収集し、オリジナル情報へのリンクとともに紹介した。また、それぞれのニュースに

は、関連性のある環境技術解説へのリンクを追加する等、効率的な利用ができるように配慮した。  
 
（３）「研究・技術」について 
日本国内における環境研究機関の取組等を紹介する「日本の環境研究」のコンテンツにおいて、国・独立行政

法人や地方環境研究所の環境研究に関する情報の更新等を行うとともに、環境技術情報を発信している関連機関

（公的機関、企業団体）のホームページや環境研究・環境技術に関する競争的資金、学会、政策提言の情報をは

じめ、分野別取組マップなどの情報を提供した。 
また、「環境技術解説」のコンテンツにおいて、「生態系の環境アセスメント」や「エコマテリアル」等、環境

技術に関する解説記事９４件を提供し、環境に関する技術情報を分かりやすく提供するよう努めた。さらに、提

供開始から時間が経過し、内容が古くなった１１件の記事の改訂を行うなど、情報の更新にも努めた。 
 
（４）「政策・法令」について 
「環境法令ガイド」のコンテンツをリニューアルし、キーワードによる検索機能の追加や新たに制定された法

令や改正法令を追加するとともに、専門家による監修のもとに環境基本法など８本の記事改訂を行うなど、質の

高い情報提供に努めた。「環境法令ナビ」のコンテンツにおいては、審議会・研究会等議事録、パブリックコメ

ント等の要約記事１，３７５件を追加し、関連性のある環境技術解説や環境ＧＩＳ、国環研の研究成果等へのリ

ンクを表示するなど、関連する情報同士をつなげて効率的に利用してもらえるように配慮しつつ、提供している

情報の充実に努めた。 
 
（５）「環境学習」について 
環境学習の副教材としての活用を意図した資料の提供や、環境学習を実践している高校の取組、環境分野の研

究を行っている大学研究室の事例等について、情報の提供を行った。 
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（６）「検索・ナビ」について 
環境情報の検索システムとして、中央省庁や研究機関（計７２機関）の環境情報を収集し、展望台サイトに蓄

積されたメタデータも含めた横断的な検索が可能となる機能を引き続き提供するとともに、操作性向上のための

改修を進めた。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料２３ 「環境展望台」トップページ 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
① 環境情報の収集、整理及び提供は適切に実施されているか 
(a)新たに収集、整理及び提供を行った情報源情報（メタデータ）の件数 
情報源情報（メタデータ）については、平成２３年度から平成２７年度の間に新たに１４，７９５件を提供し、

今中期計画の目標（１０，０００件）及び各年度の目標（２，０００件／年）に対し、２７年度までで１４８％

となっており、中期計画期間を通じて目標を大きく超えて達成しており評価できる。【Ａ】 
 
② 環境の状況等に関する情報の収集、整理及び提供は適切に実施されているか 
(a)環境の状況に関するデータ及び環境指標・環境統計等の収集・整理・とりまとめ状況 
環境ＧＩＳによる環境の状況に関する提供情報について、毎年度収集したデータの追加更新を行うとともに、

環境指標・統計については「熱中症発生数」をはじめとする身近な環境に関する情報を着実に追加提供しており

評価できる。【Ｂ】 
 
(b)地理情報システム（ＧＩＳ）を活用するなどした、分かりやすい方法での提供の状況 
サイト上のアンケートに加え、一般のモニターを対象としたＷｅｂアンケートを実施することで「環境展望台」

の利用者ニーズを把握することに努めており評価できる。Ｗｅｂアンケートでも改善要望が多かったモバイル対

応については、特に利用者の多い「大気汚染予測システム」を地域別予測概況等の機能追加と併せて改修実施し、

またＰＭ２．５関連のアクセス急増に対するサーバ増強など、利用者ニーズを適切に反映するとともに、利用者

の利便性向上を図るための「ピックアップ」ページでの話題性のある環境に関連した情報の提供、新着情報メー

ル配信サービス等を引き続き実施しており評価できる。これらにより、ＧＩＳの活用を中心としたわかりやすい

方法での情報の提供を行うとともに、新たな機能を提供しており評価できる。【Ａ】 
 
③ 環境研究・環境技術等に関する情報の収集、整理及び提供は適切に実施されているか 
(a)環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説、競争的資金などの支援情報その他の環境研究・環境技術に関す

る情報等の収集・整理・提供の状況 
環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説として、「生態系の環境アセスメント」をはじめとする合計９４

件の環境に関する技術の記事を分かりやすく提供するよう努めるとともに、提供開始から時間が経過し、内容が

古くなった１１件の記事の改訂を行うなど、情報の更新にも努めており評価できる。また、環境技術情報を発信

している関連機関（公的機関、企業団体）のホームページの情報や競争的資金、政策提言など各種の情報を収集・

整理・提供しており評価できる。 
また、Ｗｅｂアンケートにおいて改善要望が多かった「環境法令ガイド」について、専門家による監修のもと

に記事改訂を行うなど、利用者ニーズを反映しており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)環境保全に係る動向等に関する情報の収集・整理・提供の状況 
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国内及び海外の環境研究・技術に関する最新ニュースを収集し、オリジナル情報へリンクするととともに、審

議会・研究会等議事録、パブリックコメント等の要約記事を掲載し、これらについて関連性のある環境技術解説

や環境ＧＩＳ、国環研の研究成果等へのリンクを表示するなど、関連する情報同士をつなげて効率的に利用して

もらえるように配慮しつつ、提供している情報を充実させており評価できる。今後も、利用者ニーズを踏まえて

コンテンツのさらなる充実を図り、環境情報の適切な収集・整理及び提供について総合的に評価した。【Ｂ】 
総合評価 
上記のとおり、環境情報の収集、整理及び提供に関する業務については、国内・海外ニュース、環境の状況等

に関する情報、環境研究・環境技術等に関する情報ともに適切に実施することができており、所期の目標を達成

することができた。特に、利用者が環境情報に辿りやすくするために収集、整理及び提供している情報源情報（メ

タデータ）については、平成２３年度から平成２７年度までに１４，７９５件を提供し、今中期計画の目標（１

０，０００件）及び各年度の目標（２，０００件／年）を大きく越えて達成できた。今後も引き続きこれらの業

務を適切に実施していく。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 環境情報の収集、整理及び提供に関する業務につい

ては、環境情報、環境の状況等に関する情報、環境研

究・環境技術等に関する情報ともに適切に実施されて

いる。特に、利用者が環境情報に辿り着きやすくする

ために収集、整理及び提供している情報源情報（メタ

データ）については、平成２３年度から平成２６年度

までに１１，２５３件を提供し、第３期中期計画の目

標（１０，０００件）及び各年度の目標（２，０００

件／年）を大きく越えており、既に中期目標は十分達

成したと言える。今後も、利用者のニーズを反映した

コンテンツ・機能の充実に努め、利用者が安心してア

クセスできるようサイバー攻撃などに備えたセキュ

リティ対策にも万全を期していただきたい。 

＜評定に至った理由＞  
①  環境情報の収集、整理及び提供は適切に実施され

ているか 
・平成２３年度から平成２７年度までの情報源情報（メ

タデータ）の件数は、１４，７９５件となり、第３期

の基準値（１０，０００件）を大幅に上回り（４８％

増）、目標を十分に達成したため「A」とした。 
②  環境の状況等に関する情報の収集、整理及び提供は

適切に実施されているか  
・国環研ホームページの「環境展望台」においてわか

りやすい情報提供及び安定的運用を図った。 
・ 「環境ＧＩＳ（地理情報システム）」を活用した情

報提供については、大気汚染予測システムの高度化の

ほか、Ｗｅｂ上のアンケートの要望等を踏まえた機能

追加・改修、ＰＭ２．５の測定結果の追加やアクセス

急増に対応するためのサーバ増強等を迅速に実施し

たことから、利用者ニーズの把握と的確な対応を評価

し「Ａ」とした。 
③  環境研究・環境技術等に関する情報の収集、整理

及び提供は適切に実施されているか 
 ・環境研究・環境技術の動向、環境技術の解説として、

「生態系の環境アセスメント」をはじめとする合計

９４件の環境に関する技術の記事を分かりやすく提

供した。 
・国内及び海外の環境研究・技術に関する最新ニュー

スを収集するとともに、審議会・研究会議事録等を

掲載し、関連する環境ＧＩＳや国環研の研究成果等
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へのリンクを表示する等、効率的利用に配慮した情

報提供に努めた。 
 
上記より、本項目については、各指標の評価及び法人

の自己評価等を踏まえ、総合的に判断した。 

 
＜今後の課題＞  
 第４期中長期目標期間においても、利用者のニーズを

反映したコンテンツ・機能の充実を図り、適切でわかり

やすい情報の提供に努められたい。 
 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・地理情報システム（ＧＩＳ）については、アンケートを通じた利用者の改善要求にも応える形で機能改善がなさ

れており高く評価できる。 
・メタデータについては、第３期中期計画の目標および各年度の目標を大きく超えて達成しており、わかりやすい

方法での情報の提供を継続して行っていることは、大いに評価できる。 
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２．主要な経年データ 
  達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

当該年度までの累積値等、

必要な情報 
(評価指標)         
誌上発表数 第２期中期目

標期間中の年

平均 

634 655 599 717 716 574 652(H23～H27 の年平均

値) 

査読付き発表論

文数 
第２期中期目

標期間中の年

平均 

434 453 400 506 497 397 451(H23～H27 の年平均

値) 
誌上発表数の内数 

口頭発表の件数 第２期中期目

標期間中の年

平均 

1,268 
 

1,272 1,304 1,309 1,592 1257 1347(H23~H27 の年平均

値) 

プレスリリース

件数の合計数 
第２期中期目

標期間中の年

平均 

36 
 

35 
 

38 46 46 58 45(H23～H27 の年平均

値) 

研究成果に関す

るプレスリリー

スの件数 

第２期中期目

標期間中の年

平均 

12 15 11 16 16 20 16(H23～H27 の年平均

値) 

(参考指標)         
発表論文の相対

被引用度の平均

値 

－ － － － 1.12 1.27 1.37 過去１０年間に発表され

た論文に係る値 

誌上発表に対す

る受賞数 
－ － 7 7 7 9 7  

口頭・ポスター

発表に対する受

賞数 

－ － 9 9 5 16 7  

長年の研究業績

に対する受賞数 
－ － 10 10 8 10 12  

マスメディアへ

の当研究所関連

の掲載記事数 

－ － 370 377 428 246 342 1,763 
【H23～27 累計値】 

当研究所関連の

放映番組数 
－ － 152 203 133 104 203 795 

【H23～27 累計値】 
ホームページか

ら新たに提供し

たコンテンツの

件数 

－ － 3 8 9 10 17 47【H23～27 累計値】 

ホームページの

アクセス件数

(万件)  

－ － 3,554 4,358 5,283 5,330 4,540 23,065【H23～27 累計値】 

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

全体額の内数 
(17,443,001) 

全体額の内数 
(16,038,932) 

全体額の内数 
(15,662,866) 

全体額の内数 
(15,790,803) 

全体額の内数 
(16,018,071) 

括弧内の数字は研究所の全体額 

決算額 
(千円) 

全体額の内数 
(15,501,742) 

全体額の内数 
(14,534,643) 

全体額の内数 
(15,918,798) 

全体額の内数 
(17,344,268) 

全体額の内数 
(20,297,039) 

括弧内の数字は研究所の全体額 

従事人員数 
(常勤職員) 

全体の内数 
(257) 

全体の内数 
(251) 

全体の内数 
(254) 

全体の内数 
(265) 

全体の内数 
(268) 

括弧内の数字は各年度の研究所全体

の常勤職員数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ ３．（１） 研究成果の提供等 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
（第１号、第２号省略） 
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 

４ 項目別評価調書 （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第２ ３．（１）研究成果の提供等＞ 

国民の環境保全に対する関心を高めるとともに、環境問題に関する科学的理解と研究活動への理解を増進する

ため、インターネット、プレスリリース、公開シンポジウム等を通じ、研究活動や研究成果の積極的な発信に努

める。その際、環境研究の専門的知識を持たない主体に対しても、分かりやすく、かつ正確な発信に努めるとと

もに、特に、政策貢献型の研究機関として国環研が果たしている役割や、研究成果と環境政策との関連性等の情

報発信を強化する。 
広報活動については、職員の広報に対する意識の向上を図るとともに、広報・成果普及等業務計画を策定し計

画に基づき実施する。その際、広報内容と利用者のニーズ等を考慮し、経費削減の観点を加えつつ、効率的・効

果的な広報媒体を選択する。さらに、地域社会に根ざした法人としての役割と責任を踏まえた広報活動にも心が

ける。これらの広報活動については、外部専門家の意見も聴取しつつ、より効果的なものとなるように努める。 
具体的には、以下により研究活動・研究成果に関する情報を幅広く提供する。 
①発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 
個別の研究成果の発表について、第３期中期目標期間中の査読付き発表論文数、誌上発表件数及び口頭発表件

数を、それぞれ第２期中期目標期間中と同程度に確保する。 
②マスメディアを通じた研究成果等の普及 
研究活動や研究成果に関する正確で、興味深い情報をタイムリーに、マスメディアを通じて積極的に発信する

とともに、マスメディアを対象とした定期的な勉強会等の開催に努める。 
③インターネット等を通じた研究成果等の普及 
ホームページ等による情報発信に重点化して研究所の最新の動向を正確かつ迅速に発信するとともに、利用者

が必要とする情報に効率的にアクセスできるよう、ホームページの機能強化に努める。また、利用者のニーズを

踏まえつつ、刊行物等の広報手段を活用し、研究活動・研究成果の解説・普及に努める。 
 （２）中期計画 
 ＜第１ ３．（１）研究成果の提供等＞ 

国民の環境保全に対する関心を高めるとともに、環境問題に関する科学的理解と研究活動への理解を増進する

ため、インターネット、プレスリリース、公開シンポジウム等を通じ、研究活動や研究成果の積極的な発信に努

める。その際、政策貢献型の研究機関として、国環研の果たしている役割や、研究成果と環境政策との関連性等

の情報を含めつつ、環境研究の専門的知識を持たない主体に対しても、分かりやすく、かつ正確な発信に努める。 
広報活動については、職員の広報に対する意識の向上を図るとともに、年度ごとに策定する広報・成果普及等

業務計画に基づき実施する。その際、広報内容と利用者のニーズ等を考慮し、経費削減の観点を加えつつ、効率

的・効果的な広報媒体を選択する。更に、地域社会に根ざした法人としての役割と責任を踏まえた広報活動にも

心がける。これらの広報活動については、外部専門家の意見も聴取しつつ、より効果的なものとなるように努め

る。 
具体的には、以下により研究活動・研究成果に関する情報を幅広く提供する。 

①発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 
個別の研究成果の発表について、第３期中期目標期間中の査読付き発表論文数、誌上発表件数及び口頭発表件

数を、それぞれ第２期中期目標期間中と同程度に確保する。その際、国内外の学会等で高い評価を得るなど、学

術的・社会的貢献の観点から質の高い研究成果の発信に努める。 
②マスメディアを通じた研究成果等の普及 
研究活動や研究成果に関する正確で、興味深い情報をタイムリーに、マスメディアを通じて積極的に発信する。 
なお、研究成果等が実際に掲載・放映され易くするためには、マスコミ関係者が国環研に関心を持つことも重
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要であることから、マスメディアを対象とした定期的な勉強会等の開催に努める。 
これらの情報発信に関しては、第３期中期目標期間中のプレスリリース件数の合計数を、第２期中期目標期間

中合計数を上回ることを目指す。更に、プレスリリースの内容については、研究成果の発表件数が第２期中期目

標期間中のそれを上回ることを目指す。 
③インターネット等を通じた研究成果等の普及 
一般国民が手軽に国環研を知ることができる有効な手段の一つであるホームページの役割を踏まえ、研究所の

最新の動向を正確かつ迅速に発信するとともに、利用者が必要とする情報に効率的にアクセスできるよう、ホー

ムページの機能強化に努める。また、研究活動支援及び社会貢献の観点から、研究者向けの有用なデータや、社

会的に関心の高いテーマについて、関連情報の提供に努める。更に、刊行物等の様々な広報手段を活用し、研究

活動・研究成果の解説・普及に努める。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①発表論文、誌上発表及び口頭発表は適切に実施され

ているか 
 

(a)発表論文、誌上発表及び口頭発表の件数 
(b)発表論文等の受賞状況 
参考指標：発表論文の相対被引用度の平均値（過去

１０年間） 
②マスメディアを通じた研究成果等の普及は適切に実

施されているか 
(a)プレスリリース件数の合計数 
 参考指標：国環研がマスメディアへ掲載・放映され

た件数 
(b)広報・成果普及等業務計画に基づく実施状況 

③インターネット等を通じた研究成果等の普及は適切

に実施されているか 
(a)ホームページから新たに提供したコンテンツの件数 
(b)利用者が必要とする情報に効率的にアクセスできる

ような、ホームページの機能強化状況 
(c)刊行物等の広報手段を活用した研究活動・研究成果

の解説・普及状況 
(d) 広報・成果普及等業務計画に基づく実施状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進 
研究成果の発表について、第３期中期目標期間中の誌上発表件数、査読付き発表論文数及び口頭発表件数を、

それぞれ第２期中期目標期間中と同程度に確保できるように努めた。誌上発表件数に関しては、平成２３年度か

ら平成２７年度まで平均年間約６５２件であり、第２期中期目標期間の年平均値（６３４件）を概ね上回ってい

る。平成２３年度から平成２７年度までの査読付き発表論文数も平均年間４５１件であり、第２期中期目標期間

の年平均値（４３４件）を上回っている。口頭発表に関しても、平成２３年度から平成２７年度までの平均は年

間１，３４７件であり、第２期中期目標期間の年平均値（１，２６８件）を上回っている（資料２４）。 
発表論文のうち、英語論文の質などに関する実績については、トムソン・ロイター社が整備しているデータベ

ースであるＥＳＩ（Essential Science Indicators）を用いて２００５年から２０１４年（１０年間）にかけての

データを分析した（資料２５）。まず、研究分野に関しては、ＥＳＩで設定される２２の研究分野のうち数学を

除く２１分野で論文が発表されており、広範囲の研究分野に亘り成果を上げていることが判明した。つぎに、論

文の質に関する指標である相対被引用度も算出した。これは、ある分野において発表した論文の平均被引用数を、

世界全体の論文の平均被引用数で除した数値で、１．０が世界標準の値となる。ＥＳＩに格納されている国環研

の論文に係る相対被引用度の平均値は１．３７であり、世界標準を上回る質の高い論文を発表していることが明

らかになった。さらに、ＥＳＩで設定される研究分野のうち、「地球科学」、「経済学、経営学」、「宇宙科学」、「複
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合領域」および「計算科学」は国際共著率（全論文数のうち、海外の研究機関に属する研究者と共著で書かれた

論文数の比率）は５０％を超え、国際的な共同研究を進めていることや、国際的な中核研究機関としての役割を

果たしていることを示している。発表論文等の受賞状況については、国内外の学会等で高い評価を得るなど、学

術的・社会的貢献の観点から質の高い研究成果の発信に努めた。平成２３年度から平成２７年度にかけ、論文賞

等誌上発表に対する受賞数は７件程度（平成２７年度は７件）、口頭・ポスター発表に対する受賞数は（平成２

５年度を除き）９件程度（平成２７年度は７件）、対象分野への長年の研究業績に対する受賞（功労賞、学術賞

等）は１０件程度となっている（資料２６）。受賞数の上下は多少あるが（特に口頭・ポスター発表に対する受

賞数）、安定して成果を挙げている。 
 
２．マスメディアを通じた研究成果等の普及 
第３期中期計画の数値目標達成のため、毎年度広報・成果普及等業務計画 （資料２７）に基づき、国環研の

研究成果について、マスメディアを通じた積極的な発信を進めた。 
プレスリリースについては、第２期中期目標期間の年間平均件数３６件に対し、平成２３年度から平成２７年

度の平均実績は４５件で１２５％、うち研究成果に関する発表件数は第２期中期目標期間の年間平均件数１２件

に対し、平成２３年度から平成２７年度の平均実績は１６件で１３３％となっており、中期目標を上回った（資

料２８）。 
また、研究者と広報室が連携し、わかりやすいプレスリリースに努め、積極的にマスメディアの取材・要望に

応じた。国環研の研究が紹介・言及されたテレビ等の報道・出演の平成２３年度から平成２７年度の平均実績は

１５９件、新聞報道の平成２３年度から平成２７年度の平均実績は３５３件であった（資料２９）。 
 
３．インターネット等を通じた研究成果等の普及 
第３期中に策定された広報・成果普及等業務計画（資料２７）に基づき、国環研の研究成果等について、国環

研ホームページを通じ正確かつ迅速に発信し、また、刊行物等を活用し、研究成果の解説・普及に努めた。  
（１）ホームページによる研究成果等の普及  

１）所内研究センター等と連携し、国環研ホームページを通じて国環研の最新情報や研究成果の提供を行った。

リニューアル等を含め、平成２３年度から平成２７年度に新たに４７件のコンテンツを公開した。 
 

２）平成２３年度に、震災復旧・復興への貢献の一環として「東日本大震災 関連ページ」を開設した。平成

２４年度には、国環研で実施しているさまざまな研究課題を災害環境研究として俯瞰的に整理した「災害環

境研究の俯瞰」、それらの研究活動から得られた成果を中間的に要約した「災害環境研究の成果」のページ

を公開した。平成２５年度にはこれらを統合し、「災害環境研究への取り組み」として再構成を行い、国環

研の災害環境研究への取り組み等に関する情報提供を行った。 
また、国環研ホームページ全体については、よりわかりやすく、利用しやすいホームページを目指してリ

ニューアルを行い、平成２５年７月に公開した。新しいホームページでは、利用者が必要な情報に容易にア

クセスできるよう、トップページにユーザー別ナビの設置、国環研の最新動向やイベント等の話題性のある

情報にアクセスしやすいよう、バナーを用いたピックアップによる誘導、関連性のあるコンテンツを自動的

に抽出してリンク先を表示するコンテンツ連携や階層メニュー表示機能の導入等により、効率的な利用がで

きるよう配慮した。さらに、統一的なサイト管理、デザインの設定を行うとともに、各コンテンツを担当し

ているユーザーによるページ作成が容易になるよう、ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）を導

入して適切かつ迅速に情報発信できる仕組みを整えた。 
平成２６年度には、研究者の専門分野、研究課題、論文等を公開する「研究者紹介ページ」を見やすくリ

ニューアルするとともに、関連するコンテンツと相互にリンクできるように機能改良し、人材や業績の分か
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りやすい紹介に努めた。また、ユーザーが必要な情報に、よりたどり着きやすくなるよう、ユーザー別ナビ・

スライドショーを目に付きやすい位置へ移動し、検索窓を追加する等、トップページの修正を行った。 
平成２７年度には、引き続き利便性向上のための微修正とともに、研究者の各種受賞情報をまとめる「受

賞ページ」を公開した。 
平成２６年４月の国立研究開発法人への移行、平成２８年度から開始される第４期中長期計画に伴うホー

ムページの改修作業については、着実に実施した。 
 

３）平成２３年度から平成２７年度における国環研ホームページのアクセス件数（ページビュー）は、約２億

３，０６５万件であった（資料３１）。 
 
（２）刊行物等による研究成果等の普及  
１）国環研の研究成果等を刊行する際の刊行規程に基づき、研究報告書等を刊行した（資料３２）。  

研究成果をわかりやすく普及するための研究情報誌「環境儀」については、平成２３年度から平成２７年

度において合計２０号を発行した。また、研究所ホームページから実施している読者向けアンケートでは、

｢専門的で難しい｣、｢イラストがあるとわかりやすくなる｣といった意見がみられたため、そのような結果を

踏まえ、専門的な用語についてはコラムを使って解説し、さらに理解しやすい編集に努めた。 
国立環境研究所ニュースについては、年６回発行し、国環研における最新の研究活動を紹介した。 

 
２）刊行物については、紙の使用量節減を目的とし、平成２４年度から原則として電子情報により提供するこ

ととした。なお、紙媒体での提供が広報資料として必要なものについては、発行部数の見直しを行いつつ、

電子情報での提供と並行して紙媒体の発行を行った。  
  
３）写真を用いて研究内容や成果をわかりやすく解説した「NIES GRAPHICS」を作成し、イベント等で配 

付することにより成果普及を図るとともに、災害環境研究については各種の研究成果をとりまとめた「災害

環境研究サマリー」を作成し、成果普及を図った。 
  
４）国環研の活動について理解を深めていただくことを目的に、一般市民を対象としたメールマガジンを平 

成２４年１２月から毎月発行している。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料２４ 誌上・口頭発表件数等 
資料２５ 論文の被引用数等の評価 
資料２６ 誌上発表・口頭・ポスター発表・長年の研究業績に対する受賞一覧 
資料２７ 広報・成果普及等業務計画 
資料２８ プレスリリース一覧 
資料２９ マスメディアへの当研究所関連の掲載記事・放映番組の状況 
資料２６ 広報・成果普及等業務計画（再掲） 
資料３１ 国立環境研究所ホームページのアクセス件数（ページビュー） 
資料３２ 国立環境研究所刊行物 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
＜評定と根拠＞ 
①発表論文、誌上発表及び口頭発表は適切に実施されているか  
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(a)発表論文、誌上発表及び口頭発表の件数 
平成２３年度から平成２７年度までの誌上発表論文数（平均年間約６５２件）、査読付き発表論文数（平均年

間４５１件）、口頭発表件数（平均年間約１，３４７件）は、第２期中期目標期間の年平均値をすべて上回り（各々

３％、４％、６％程度上回った）、目標の達成を果たしており、高く評価できる（資料２４）。また、平成２３年

度から平成２６年度にかけ、誌上発表論文数や口頭発表件数は増加の傾向が見られ、成果の拡大・成長へ向けた

取組が功を奏したことが伺える。平成２７年度では誌上、口頭発表の件数が減少したが、これは第３期中期計画

期間の最終年度であることから、成果とりまとめや報告書執筆が進められたことや、平成２８年度以降の第４期

中長期計画（平成２８年４月〜）への準備作業に各研究者のエフォートが振り向けられた等の理由が考えられる。 
発表論文のうち、英語論文の質などに関する実績については、トムソン・ロイター社が整備しているデータベ

ースであるＥＳＩ（Essential Science Indicators）を用いて２００５年から２０１４年（１０年間）にかけての

データを分析した（資料２５）。ＥＳＩで設定される２２の研究分野のうち、数学を除く２１分野で論文が発表

されるなど、広範囲の研究分野に亘り成果を上げていると共に、論文の質に関する指標である相対被引用度では、

ＥＳＩに格納されている国環研の論文に係る相対被引用度の平均値は１．３７であり、世界標準（１．０）を上

回る質の高い論文を発表しており評価できる。さらに、国際共著率（全論文数のうち、海外の研究機関に属する

研究者と共著で書かれた論文数の比率）に関しても、５０％を超える研究分野が論文発表をした２１分野中５分

野あるなど、国際的な中核研究機関としての役割を果たしていることを伺わせる。 
以上のことから、研究成果の発表について、第３期中期目標期間中の査読付き発表論文数、誌上発表件数及 

び口頭発表件数を、それぞれ第２期中期目標期間中と同程度に確保できるように努めるとともに、その量・質と

もに、適切に実績が積み重ねられていると評価できる。【Ｂ】 
 

(b)発表論文等の受賞状況 
平成２３年度から平成２７年度における、論文賞等誌上発表に対する受賞数は７件程度（平成２７年度は７

件）、口頭・ポスター発表に対する受賞数は（平成２５年度を除き）９件程度（平成２７年度は７件）、対象分野

への長年の研究業績に対する受賞（功労賞、学術賞等）は１０件程度（平成２７年度は１２件）となっており評

価できる（資料２６）。【Ｂ】 
  
②マスメディアを通じた研究成果等の普及 
(a)プレスリリース件数の合計数 
プレスリリースについては、第２期中期目標期間の年間平均件数３６件に対し、平成２３年度から平成２７年

度の平均実績は４５件で１２５％、うち研究成果に関する発表件数は第２期中期目標期間の年間平均件数１２件

に対し、平成２３年度から平成２７年度の平均実績は１６件で１３３％となっており、中期目標を上回っており

評価できる（資料２８）。【Ａ】 
 

(b)広報・成果普及等業務計画に基づく実施状況 
第３期中期計画の数値目標達成のため、毎年度広報・成果普及等業務計画 （資料２７）に基づき、国環研の研

究成果について、マスメディアを通じた積極的な発信を進めており評価できる。【Ｂ】 
 

(c)国環研がマスメディアへ掲載・放映された件数 
研究者と広報室が連携しわかりやすいプレスリリースに努め、積極的にマスメディアの取材・要望に応じてお

り評価できる。また、国環研の研究が紹介・言及されたテレビ等の報道・出演の平成２３年度から平成２７年度

の平均実績は１５９件、新聞報道の平成２３年度から平成２７年度の平均実績は、は３５３件であり評価できる。

【Ｂ】 
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③インターネット等を通じた研究成果等の普及は適切に実施されているか 
(a)ホームページから新たに提供したコンテンツの件数 
平成２３年度から平成２７年度に、ホームページから新たに提供した主なコンテンツ（リニューアル等を含む）

は４７件であり、国環研の最新情報や研究成果等をユーザーに分かりやすく提供することに努めており評価でき

る。【Ｂ】 
 

(b)利用者が必要とする情報に効率的にアクセスできるような、ホームページの機能強化状況 
国環研ホームページについては、平成２５年７月に利用者が必要な情報に効率的にアクセスしやすくなるよう

リニューアルを行っており評価できる。平成２３年度から平成２７年度のアクセス件数は、合計２億３，０６５

万件であった。平成２７年度より「熱中症予防情報サイト」のコンテンツ運用が環境省に完全移管したことによ

り、平成２７年１０月以降のアクセス件数が減少しているものの、平成２３年度から平成２６年度にかけてのア

クセス件数は増加しており、機能強化の効果が出ているといえ評価できる。【Ｂ】 
 

(c)刊行物等の広報手段を活用した研究活動・研究成果の解説・普及状況 
刊行物については、毎年度、研究報告や環境儀、国環研ニュースなどの刊行等により、研究成果の解説、普及

に努めており評価できる。【Ｂ】 
 

(d)広報・成果普及等業務計画に基づく実施状況 
(a)～(c)のとおり、広報・成果普及等業務計画に基づき、国環研の研究成果等について、国環研ホームページを

通じ正確かつ分かりやすく発信するとともに、刊行物等を活用した研究成果の解説・普及に努めた。さらに、メ

ールマガジンを毎月１回発行し、幅広くタイムリーな情報提供を行っており評価できる。【Ｂ】 
 
総合評価 
発表論文、誌上発表及び口頭発表は適切に実施されたと考える。マスメディアを通じた研究成果等の普及は適

切に実施されたと考える。インターネット等を通じた研究成果等の普及は適切に実施されたと考える。以上のと

おり、研究成果の提供等については各種の媒体を通じて着実な業務運営を実施しており、所期の目標を達成でき

た。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 発表論文、誌上発表及び口頭発表については、量・

質ともに着実に実績を残している。マスメディアを通

じた研究成果等の普及については、より報道・放映に

取り上げられる話題づくりや交流など今後も工夫を

重ねていくことが必要である。インターネット等を通

じた研究成果等の普及については、ホームページのア

クセス件数の増加に見られるとおり、利用者の要望を

反映したリニューアルなどが適切に実施されたもの

と評価する。 
以上のとおり、研究成果の提供等については、媒体

により実績にばらつきはあるものの着実な業務運営

＜評定に至った理由＞  
① 発表論文、誌上発表及び口頭発表は適切に実施され

ているか 
・発表件数の第３期平均値は、いずれも基準値を上回

った。 
・平成１７年度から２６年度までの国環研の論文全体

に対する相対被引用度の平均値１．３７からは、世

界標準（１．００）を上回る論文の質の高さが維持

されていることが伺える。 
② マスメディアを通じた研究成果等の普及は適切に実

施されているか 



65 
 

を実施しており、引き続き、中期目標の達成に向けて

計画的な取組を継続することで、中期目標等に掲げる

目標については、本中期目標期間中に着実に達成でき

ると判断する。 

 ・プレスリリース数（研究成果に関するプレスリリー

ス数）においては、第３期平均値が基準値の３３％

増であり、「A」とした。 
 ・広報・成果普及等業務計画に基づき、成果の発信を

実施。 
③ インターネット等を通じた研究成果等の普及は適切

に実施されているか 
 ・利用者の利便性に配慮し、国環研ホームページの機

能強化やコンテンツの改善が図られており、中期目

標期間におけるアクセス数も着実に増えている。 
 ・刊行物及び電子情報等を活用した研究成果等の解

説・普及が行われた。 
 

上記より、本項目については、各指標の評価及び法人

の自己評価等を踏まえ、総合的に判断した。 

 
 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・平成２７年度は少し目標達成率が低い項目があったが、第３期中期目標期間中においては、発表論文数や口頭発

表件数など、第２期中期目標期間中と同程度を確保できたことは評価する。また、プレスリリース件数も中期目

標を上回っていたことは、活動が高かったことを意味する。  
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成基準 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 
(参考指標)         
環境標準物質

の外部研究機

関等への提供

件数 

－ － 103 146 139 149 167  

微生物保存株

の外部研究機

関等への提供

件数 

－ － 374 374 411 398 360  

実験水生生物

等の試料等の

外部研究機関

等への提供件

数 

－ － 77 90 97 115 98  

共同研究の実

施件数 
－ － 43 56 57 62 58  

国の審議会等

への参加件数 
－ － 651 655 588 619 532  

研究者１人当

たりの国の審

議会等への参

加件数 

－ － 3.3 3.4 3.0 3.0 2.6  

職務発明の認

定件数 
－ － 1 0 6 9 11  

特許出願の件

数 
－ － 0 3 6 8 12  

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 

予算額 
(千円) 

全体額の内数 
(17,443,001) 

全体額の内数 
(16,038,932) 

全体額の内数 
(15,662,866) 

全体額の内数 
(15,790,803) 

全体額の内数 
(16,018,071) 

括弧内の数字は研究所の全体

額 
決算額 
(千円) 

全体額の内数 
(15,501,742) 

全体額の内数 
(14,534,643) 

全体額の内数 
(15,918,798) 

全体額の内数 
(17,344,268) 

全体額の内数 
(20,297,039) 

括弧内の数字は研究所の全体

額 
従事人員数 
(常勤職員) 

全体の内数 
(257) 

全体の内数 
(251) 

全体の内数 
(254) 

全体の内数 
(265) 

全体の内数 
(268) 

括弧内の数字は各年度の研究

所全体の常勤職員数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第２ ３．（２）研究成果の活用促進＞ 

研究基盤としてのデータベースや保存試料などの外部研究機関等への提供や、産学官交流の促進、アジア地域

等での環境産業育成を図る政策展開との連携等を通じて、研究成果の活用促進に努める。知的財産については、

財務の効率化及び権利化後の実施の可能性を重視して、研究所が保有する特許権等を精選し活用を図る。 
 （２）中期計画 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ ３．（２） 研究成果の活用促進 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
（第１号、第２号省略） 
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 

４ 項目別評価調書 （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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 ＜第１ ３．（２）研究成果の活用促進＞ 
研究基盤としてのデータベースや保存試料などの外部研究機関等への提供や、産学官交流の促進等を通じて、

研究成果の活用促進に努める。知的財産については、財務の効率化及び権利化後の実施の可能性を重視して、研

究所が保有する特許権等を精選し活用を図る。 
また、アジア地域等をはじめとした国際的な研究事業については、産官学の連携の下でアジア等の環境産業の

育成を図ろうとする政策展開と連携して、研究成果を社会実装に反映できるようにすることを念頭に置きつつ推

進する。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①研究基盤（データベース、保存試料など）の外部研

究機関等への提供を通じて、研究成果の活用は適切

に実施されているか 

(a)ホームページにおけるデータベースの提供状況 
(b)環境標準物質、微生物保存株、実験水生生物等の試

料等の外部研究機関等への提供件数 
②産学官交流の促進を通じて、研究成果の活用は適切

に実施されているか 
(a)大学、企業、独法等との共同研究の実施件数 
(b)国の審議会等への参加件数 
(c)環境政策への貢献状況 

③特許等の精選・活用は適切に実施されているか (a)職務発明の認定件数 
(b)特許出願の件数 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．研究基盤としての様々なデータベース（地球環境モニタリングデータ、温室効果ガス排出量、化学物質の安 
全情報や測定法、全国の大気・水質に関する環境数値情報、侵入生物の生態学的情報、生物多様性ウェブマッ

ピングシステム等）合計６４件を、国環研のホームページから提供した。 
 
２．教育、研究開発のリソースとして、環境計測研究センターでは環境標準物質、微生物系統保存施設では微生

物保存株、水環境実験施設では実験水生生物の分譲を行った。 
 
３．産学官交流を通じた研究成果の活用促進については、大学との教育・研究交流や企業との共同研究等を通じ、

その促進に努めた（資料２、３、４、５）。さらに平成２６年度には、産学官連携のより適切で円滑な実施を図

るため、利益相反マネジメントポリシーおよび利益相反マネジメント実施規程を制定した。また、国や地方自

治体の審議会等への参画、各種委員会で指導的役割を果たすこと等を通じ、国環研の科学的知見を環境政策の

検討に活かすように努めた（資料１０、１１）。 
 
４．知的財産については、資料３３に示すように特許等の取得を着実に進めている。さらに知的財産の取得を進

め、社会への積極的な活用を図るための支援として、特許事務所と契約し、特許等の取得や実施許諾に係る法

的な判断が必要な事項について、また取得された特許等の活用等のための契約内容について、相談等が可能な

体制を整備している。 
 
５． 特許の精選や活用を重視した知的財産の管理の充実を目的として、平成２４年度に知的財産ポリシーの制

定及び職務発明規程の改正を行い、機関一元管理の原則の下で、知的財産審査会を開催し、職務発明の認定、

特許出願を行ったほか、特許の活用促進方策に関する検討を行った。また、知的財産のより一層の活用促進に

繋がるよう、職務発明規程を成果有体物を含めた知的財産取扱規程として改正するとともに、共同研究実施規

程についても知的財産の取扱に関する規程の充実を図る改正を行った（いずれも平成２７年４月１日より施

行）。 
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６．アジア地域等をはじめとした国際的な研究事業については、国際環境研究事業戦略調整費による課題を推進

した。具体的には、産官学連携の下でアジア等の環境産業の育成を図ろうとする政策展開と連携して、汚水処

理技術の評価方法を標準化し、生活環境・衛生状態の改善および環境産業の育成を図る研究事業を進めた。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料２ １）共同研究契約について（再掲） 
２）協力協定等について（再掲） 

資料３ 地方環境研究所等との共同研究実施課題一覧（再掲） 
資料４ 大学との交流協定等一覧（再掲） 
資料５ 大学の非常勤講師等委嘱状況（再掲） 
資料１０ 各種審議会等委員参加状況（再掲） 
資料１１ 環境政策への主な貢献事例（再掲） 
資料３３ 登録知的財産権一覧 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①研究基盤（データベース、保存試料など）の外部研究機関等への提供を通じて、研究成果の活用は適切に実施

されているか 
(a)ホームページにおけるデータベースの提供状況 
データベースについては、国環研の公開電子情報管理規程に基づき適切に公開することができており評価でき

る。また、引き続き、データベースの充実を図り、研究成果の活用に努めており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)環境標準物質、微生物保存株、実験水生生物等の試料等の外部研究機関等への提供件数 
教育や研究のリソースとして、環境標準物質等を様々な外部研究機関へ分譲した。最終年度の提供総件数は今

中期計画開始時期と比較し約１３％増加しており、適切な活用が行われていると評価できる。【Ｂ】 
 
②産学官交流の促進を通じて、研究成果の活用は適切に実施されているか 
(a)大学、企業、独法等との共同研究の実施件数 
第３期中期期間を通して、共同研究の実施件数が着実に増加しており評価できる。また、産学官連携のより適

切で円滑な実施に向け、利益相反マネジメントに係る規程を制定するなど体制整備を行っており評価できる。

【Ｂ】 
 

(b)審議会等への参加件数 
国や地方自治体等の審議会、検討会、委員会等の政策検討場の場に第３期中期目標期間を通して継続的に研究

者１人あたり３件程度参画し、国環研の研究成果や知見を提示するなど研究成果の活用するよう努めており評価

できる。引き続き審議会等において国環研の研究成果や知見を積極的に活用していく。【Ｂ】 
 
(c)環境政策への貢献状況 
資料１１に示すとおり、国や地方自治体の審議会等への参画、各種委員会で指導的役割を果たすこと等を通じ、

国環研の科学的知見が環境政策の検討に活かされており評価できる。今後とも関連学会や研究機関等と連携しつ

つ引き続き積極的に環境省等の政策立案等に貢献していく。さらに、アジア地域をはじめとした国際的な研究事

業については、世界に通用する静脈産業育成に向けた環境省の政策展開とも連携しつつ、第３期中期期間を通し

て研究を進めてきており評価できる。今後も、これらの海外展開の取組を通じて、研究成果の活用促進に努めて
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いく。【Ｂ】 
 

③特許等の精選・活用は適切に実施されているか 
(a)職務発明の認定件数 
知的財産の取得・活用を積極的に支援し、職務発明規程に基づく知的財産審査会の運営を行った結果、今中期

計画開始期と比較し大幅に増加し、知的財産管理が着実な充実が図られてきており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)特許出願の件数 
知的財産の権利化後の実施可能性を重視した知的財産審査会を運営し、今中期計画開始期に比べて出願件数は

着実に伸びており評価できる。今後もより適切な管理の実施に努める。【Ｂ】 
 
総合評価 
上記①～③の各評価軸において評価指標ごとに自己評価を行った結果、研究成果の活用促進については着実に

進められており、知的財産の管理や利益相反マネジメントに関しても関連規程の拡充が行われ、適切で円滑な産

学官連携に向けた体制整備が進められている。研究開発成果の最大化に向けて成果の創出や将来的な成果の創出

の期待等が認められ、着実な業務運営がなされており、所期の目標を達成できたと考えられ評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 研究成果の活用促進については、データベース及び

保存試料等の外部研究機関等への提供や、共同研究の

実施・審議会等を通じた環境施策への貢献など着実に

進められているほか、知的財産の管理や利益相反マネ

ジメントに関する知的財産ポリシー、知的財産取扱規

程及び共同研究実施規程の改正が行われ、適切で円滑

な産学官連携に向けた体制整備が進められている。引

き続き、中期目標の達成に向けて、これらの計画的な

取組を継続することで、中期目標等に掲げる目標につ

いては、本中期目標期間中に着実に達成できると判断

する。 
今後も、関連規程や知的財産審査会を適正に運用し

つつ、研究成果が職務発明や特許出願に結びつき、社

会実装に反映されるよう努めてもらいたい。 

＜評定に至った理由＞  
① 研究基盤（データベース、保存試料など）の外部研

究機関等への提供を通じて、研究成果の活用は適切に

実施されているか 
・研究基盤としてのデータベース計６４件をホームペ

ージから提供した。 
・環境標準物質等の外部研究機関への提供件数は、年

度により増減があるものの、第３期を通じて概ね適切

に活用された。 
② 産学官交流の促進を通じて、研究成果の活用は適切

に実施されているか 
・共同研究の実施件数（第３期平均値）５５件  
・審議会等の参加延べ人数（第３期平均値）６０９人 

③  特許等の精選・活用は適切に実施されているか 
・知的財産ポリシー、知的財産取扱規程等の関係規程

を改正した。知的財産審査会の運営により、職務発明

の認定（第３期平均件数５．４件）及び特許出願（第

３期平均件数５．８件）に増加傾向が見られた。 

 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・研究成果の活用促進については、すべての評価指標等において満足できるものであったと思われる。 
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２．主要な経年データ 
 主な評価指標及び参考指標 

 達成目標 基準値等 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値等、

必要な情報 
(参考指標)         
一般公開の見

学者数 
－ － 3,811 4,830 4,865 4,663 5,028 23,197【平成 23～27 年度

までの累計】 
各種イベント

の開催件数 
－ － 24 27 35 30 42 158【平成 23～27 年度まで

の累計】 
研究所視察・見

学受入れ数 
－ － 4,986 

 
5,919 6,088 5,825 

 
5,970 28,788【平成 23～27 年度

までの累計】 
 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
予算額 
(千円) 

全体額の内数 
(17,443,001) 

全体額の内数 
(16,038,932) 

全体額の内数 
(15,662,866) 

全体額の内数 
(15,790,803) 

全体額の内数 
(16,018,071) 

括弧内の数字は研究所の全体額 

決算額 
(千円) 

全体額の内数 
(15,501,742) 

全体額の内数 
(14,534,643) 

全体額の内数 
(15,918,798) 

全体額の内数 
(17,344,268) 

全体額の内数 
(20,297,039) 

括弧内の数字は研究所の全体額 

従事人員数 
(常勤職員) 

全体の内数 
(257) 

全体の内数 
(251) 

全体の内数 
(254) 

全体の内数 
(265) 

全体の内数 
(268) 

括弧内の数字は各年度の研究所全

体の常勤職員数 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
 

３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 （１）中期目標 
 ＜第２ ３．（３）社会貢献活動の推進＞ 

研究成果の国民への普及・還元を通じて、社会貢献に一層努める。具体的には成果発表会・公開シンポジウム

の開催（年１回以上）、一般の国民を対象とした見学会の積極的な実施と対応及び普及啓発、並びに各種のシン

ポジウム、ワークショップ等の実施や参画を通じた成果の分かりやすい説明及び環境教育活動への取組を一層進

める。見学対応においては、展示内容や展示方法を工夫しつつ、わかり易く興味を持てる説明に努める。 
 （２）中期計画 
 ＜第１ ３．（３）社会貢献活動の推進＞ 

研究成果の国民への普及・還元を通じて、社会貢献に一層努める。具体的には、以下の取組を推進する。 
①研究成果の国民への普及・還元活動 
ア．公開シンポジウム(研究成果発表会)、研究施設公開の実施 
公開シンポジウムや研究所施設の公開イベントにおいて、最新の研究成果について、研究者から直接国民に

インパクトのあるメッセージを発信する。 
イ．各種イベント、プログラムへの参加 
シンポジウムやワークショップ等の開催又は参加に努めるほか、環境省や地方公共団体等とも連携し、環境

保全を広く国民や地域社会に訴えるイベントや、若い世代に環境研究の面白さを伝えるためのイベントやプロ

グラムにも積極的に参加する。 
ウ．研究所視察者・見学者の対応 

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１ ３．（３） 社会貢献活動の推進 
当該項目の重要度、難易度 （重要度及び難易度は未設定のため記載しない） 

当該事務実施に係る根拠

（個別法条文など） 
国立研究開発法人国立環境研究所法 第１１条第１項 
（第１号、第２号省略） 
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。 

４ 項目別評価調書 （ 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 
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視察者・見学者の希望を十分把握した上で、研究活動に支障のないよう留意しつつ、視察者・見学者が満足

するような見学コースの設定に努める。 なお、見学対応においては、展示内容や展示方法を工夫しつつ、わか

り易く興味を持てる説明に努める。 
②環境教育及びさまざまな主体との連携・協働 
ア．環境問題の解決のためには、社会構造やライフスタイルの変革等国民の具体的な行動に結びつけることが

重要であることから、第１の２の環境情報の提供のほか、各種体験学習プログラム等の実施又は参加により

積極的な啓発活動・環境教育に取り組む。 
イ．環境問題に取り組む国民やＮＧＯを含む関係機関等に対して、適切な助言や必要に応じて共同研究、講師

派遣等を行うことにより一層の連携・協働を図り、地域や社会における環境問題の解決に貢献する。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①研究成果の国民への普及・還元活動が適切に実施さ

れているか 
(a)公開シンポジウム等の開催状況・参加者数 
(b)各種イベントの開催状況・開催件数 
(c)研究所視察・見学の人数 

②環境教育及びさまざまな主体との連携・協働は適切

に実施されているか 
(a)環境教育のための体験学習プログラム等の実施状況 
(b)市民団体等との連携・協働の実施状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 ①研究成果の国民への普及・還元活動 
１．公開シンポジウム、研究施設公開 
（１）公開シンポジウム（研究成果発表会） 

毎年度、国立環境研究所公開シンポジウムを東京と東京以外の都市で開催しており、多数の参加者を得ている。

平成２３年度「ミル・シル・マモル ～命はぐくむ環境を目指して～」東京５４６名、京都２２４名 
平成２４年度「大震災と環境再生 ～災害に立ち向かう環境研究の最前線～」東京７０７名、京都２５０名 
平成２５年度「国境のない地球環境～移動する大気・生物・水・資源～」東京６４４名、京都２３４名 
平成２６年度「低炭素社会に向けて～温室効果ガス削減の取り組みと私たちの未来～」東京６９０名、奈良

４１１名 
平成２７年度「最新技術で迫る環境問題～テクノロジーで環境を読み解く～」東京４３５名、大阪２５３名 

シンポジウムでは、国環研において実施した観測・調査・研究を通じて得られた経験や知見について、主要テ

ーマについての講演と２０件程度のポスター発表を行った。また、講演会、ポスターセッションにおいては参加

者と発表者との活発で有意義な意見交換を行い、「内容がよくわかった」などの感想をいただいた。なお、講演

に用いた資料や動画等については、過去のものも含め、わかりやすく整理してホームページに掲載し、成果の普

及に努めた。 

   
（２）一般公開 

一般公開については例年、春と夏の２回行っている。 
平成２３年度は東日本大震災による施設等の被災により、４月の春の一般公開を中止した。夏の一般公開は平
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成２３年７月２３日（土）に、「夏の大公開」として開催し、来訪者数は３，８１１名であった。 
平成２４年度は、春５７０名、夏４，２６０名、 
平成２５年度は、春４２５名、夏４，４４０名、 
平成２６年度は、春５１９名、夏４，１４４名、 
平成２７年度は、春５９５名、夏４，４３３名となっており、毎年大勢の方に来訪いただいている。（資料３４）。

５年間の合計では２万３千名余りとなった。 
夏の大公開では子どもから大人までの全ての年齢層を対象に、講演や研究施設の説明に加え、体験型イベント

や環境学習に資する展示等を実施した。   
また、今まで以上に公共交通機関を利用した来所を促進するため、昨年度に引き続き国立研究開発法人産業技

術総合研究所と連携して、つくばセンターと結んだ無料循環バス「環境研・産総研号」を運行するとともに、Ｊ

Ｒひたち野うしく駅との間で無料バスの運行を行い、自家用車の使用抑制を図った。 

   
２．各種イベント、プログラムの開催・参画 
毎年度、研究成果の普及・還元の一環として、国立環境研究所の主催、共催で各種シンポジウム、ワークショ 

ップ等を開催している（資料３５）。 
平成２３年度は、国内１４件、国外１０件、 
平成２４年度は、国内１８件、国外９件、 
平成２５年度は、国内２６件、国外８件、 
平成２６年度は、国内２３件、国外７件、 
平成２７年度は、国内３２件、国外１０件を開催した。 
 

平成２７年度の例 
参画したイベント等 開催時期 実施内容 

エコライフ・フェア 

2015 
平成 27 年 6月 

代々木公園に専用ブースを出展し、地球温暖化などに関する研究成果を

多くの方に説明した。 

創エネ・あかりパーク

2015 

平成 27 年 10、11

月 

創エネ・あかりパーク 2015 実行委員会の主催イベント。総入場者数約

15 万 1千人。自転車発電により、家庭からの CO2 排出量がどの位削減

できるのか、考える体験イベントを行った。 

うしくみらいエコフェ

スタ 
平成 27 年 10 月 

牛久市の主催イベント。自転車発電により、家庭からの CO2 排出量がど

の位削減できるのか、考える体験イベントを行った。 

つくば科学フェスティ

バル 2015 

平成 27 年 10、11

月 

つくば市の主催イベント。自転車発電等により家庭からの CO2 排出量が

どの位削減できるのか、考える体験イベント等を行った。 

テクノロジー・ショー

ケース 2016 
平成 28 年 1月 

つくばサイエンスアカデミーの主催イベント。 

ポスター発表を実施した。 
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３．研究所視察者・見学者への対応 
各年度における視察者・見学者の受入状況（一般公開を除く）は、次のとおりである（資料３４）。 

（１）平成２３年度 
国内（学校・学生、市民、企業、官公庁等） ：５０件 ８０４人 
海外（政府機関、研究者、ＪＩＣＡ研修員等）：２９件 ３７１人 

（２）平成２４年度 
国内（学校・学生、市民、企業、官公庁等） ： ５４件 ８１４人 
海外（政府機関、研究者、ＪＩＣＡ研修員等）： ３２件 ２７５人 

（３）平成２５年度 
国内（学校・学生、市民、企業、官公庁等） ： ５４件 ９７７人 
海外（政府機関、研究者、ＪＩＣＡ研修員等）： ２５件 ２４６人 

（４）平成２６年度 
国内（学校・学生、市民、企業、官公庁等） ： ６３件 ９５８人 
海外（政府機関、研究者、ＪＩＣＡ研修員等）： ２４件 ２０４人 

 （５）平成２７年度 
国内（学校・学生、市民、企業、官公庁等） ： ５６件 ６３１人 
海外（政府機関、研究者、ＪＩＣＡ研修員等）： ３５件 ３１１人 

 ５年間で、国内２７７件４，１８４人、国外１４５件１，４０７人、合計４２２件５，５９１人となった。 
 

見学対応による研究者等への負担を軽減し、一層の効率化を図りつつ対応能力を向上させる必要があること 
から、基本的な見学コースを設定し、企画部スタッフによる説明対応を充実させるとともに、パネル等の展示 
スペースの活用や、施設見学用のパンフレット、ＤＶＤ、パネル、展示物等の整備、改善を進めた。 

なお、平成２３年度から平成２７年度において、次代を担う青少年を対象に、環境保全に関する知識や情報 
を普及・啓発し環境教育を行うことを目的として、高校生を対象としたサイエンスキャンプ（Ｈ２６年度まで）

を実施した。 
また、要請に応じて「つくば科学出前レクチャー」や各種団体等の主催する講演会・学習会等に研究者を講 

師として派遣し、環境保全活動を行う学校や市民を支援した。 
さらに、市民団体等の見学を積極的に受け入れ、研究成果の紹介や環境保全活動のための助言等を行った。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料３４ 研究所視察・見学受入状況 
資料３５ ワークショップ等の開催状況 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①研究成果の国民への普及・還元活動 

公開シンポジウムでは、わかりやすく効果的な講演等を心がけたことにより、研究成果について参加者から高

い関心が示され、講演内容についても高い評価が得られており評価できる。  

なお、災害環境研究については、平成２５年度に福島県郡山市で報告交流会を、平成２６年度には仙台市で第

３回国際世界防災会議の一環としてシンポジウムを開催するなど、一般市民や研究者、行政職員など多数の参加

者を得て、国環研が東日本大震災の復興・再生に向けて行っている研究成果の普及を図っており評価できる。 

夏の大公開では、全所一丸となって対応し、多くの来場者に国環研の活動成果の普及を図っており評価できる。

また、公開に際し、国立研究開発法人産業技術総合研究所との交通連携を前年度に引き続き実施し、公共交通機
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関を利用した環境負荷の少ない来所を推進することにより来場者に環境への関心を高めており評価できる。アン

ケート結果からは、大部分の来場者から研究内容に興味を持つことができたとの回答を得られ、わかりやすく効

果的な一般公開が実施できたことを示しており評価できる。【Ｂ】 

 
②環境教育及びさまざまな主体との連携・協働 
サイエンスキャンプ、つくば科学出前レクチャー等への講師派遣等、積極的に協力・活動を行っており評価で

きる。 
さらに、「つくば科学フェスティバル」等の地方公共団体主催のイベントにも積極的に参加し、地域社会や若

い世代の環境研究への関心を高めており評価できる。【Ｂ】 
 
総合評価  
①研究成果の国民への普及・還元活動を、②環境教育及びさまざまな主体との連携・協働については、わかり

やすく効果的な社会貢献活動が実施できたと考える。以上のとおり、社会貢献活動の推進については視察・見学

や各種イベントの開催を通じて着実な業務運営を実施しており、評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 研究成果の国民への普及・還元活動等については、

業務実績報告を読む限り、わかりやすく効果的な社会

貢献活動が行われているものと評価する。なお、来年

度以降、評価指標に対応した資料作成を検討された

い。 
引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
今後、社会貢献活動については、研究所員の負担と

のバランスに配慮しつつ、長期的には特定地域に偏ら

ない国内展開を目指し、視察・見学や各種イベントの

開催を通じて着実な業務運営を実施されたい。 

＜評定に至った理由＞  
① 研究成果の国民への普及・還元活動が適切に実施さ

れているか 
 ・公開シンポジウムやワークショップ等の開催を通じ、

わかりやすく効果的な社会貢献活動を実施した。 
 ＜参考＞ 第３期実績（期間平均） 

 一般公開見学者 ４，６３９人、 
各種イベント開催件数 ３１件、 
国立環境研究所視察・見学受入れ数 ５，７５７人 

② 環境教育及びさまざまな主体との連携・協働は適切

に実施されているか 
 ・サイエンスキャンプ、つくば科学出前レクチャーへ

の講師派遣、「つくば科学フェスティバル」等の地方

公共団体主催イベントへの参加・協力など効果的な活

動を実施した。 
  
＜今後の課題＞ 
 第４期中長期目標期間においても、研究所員の負担と

のバランスに配慮しつつ、研究所の視察・見学や各種イ

ベントの開催等、社会貢献活動を適切に実施されたい。 
 

 
４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ １． 研究所の運営・支援体制の整備 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

 

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第３ １．研究所の運営・支援体制の整備＞ 

 独立行政法人化の要請である効率化と環境研究等の充実・強化の両立を図るため、次の諸点に留意しつつ、適

切な体制の確立を図る。 
（１）研究活動については、その内容について評価を行い、それを反映して研究プログラムを構成する研究プロ

ジェクトを見直すなど、柔軟に運営する。 
（２）国内外の関係機関との連携を強化する。 
（３）コンプライアンス徹底、広報・アウトリーチ活動を強化する。 

なお、体制については、理事長の指揮のもと絶えず検討し、必要に応じ見直しを行い、独立行政法人として

効率的で自立した運営が可能な組織とする。特に管理部門については、業務の見直し、業務分担の整理等によ

り業務の効率化を図る。 
 （２）中期計画 

 ＜第２ １．研究所の運営・支援体制の整備＞ 
独立行政法人化の要請である効率化と環境研究等の充実・強化の両立を図るため、研究推進体制とともに、効

率的な運営と研究支援を確保するための体制を構築する。 
（１）研究活動については、その内容について評価を行い、それを反映して研究プログラムを構成する研究プロ

ジェクトを見直すなど、柔軟に運営する。 
（２）環境情報の収集・整理・提供を担う組織と、企画部・総務部を一つの部門に統合し、運営の効率化と研究

支援の強化を図る。 
（３）つくばの国環研本構と福島県における研究拠点が連携して、効率的・効果的に研究活動を進めるための体

制を構築する。 
（４）国内外の関係機関との連携強化のための体制を構築する。 
（５）コンプライアンス徹底のための体制、広報・アウトリーチ活動のための体制を強化する。 

なお、体制については、理事長の指揮のもと、絶えず検討し、必要に応じ見直しを行い、独立行政法人とし

て効率的で自立した運営が可能な組織とする。特に管理部門については、業務の見直し、業務分担の整理等に

より業務の効率化を図る。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 

         

         

         

         

４ 項目別評定調書 （ 第２ 業務運営の効率化に関する事項 ） 
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 ①つくばの国環研本構における運営・支援体制の整備

は適切に実施されているか 
(a)研究評価の実施及び評価結果の研究運営への反映状

況 
(b)コンプライアンスの体制整備状況 
(c)広報・アウトリーチの実施に係る体制整備状況 

②福島県の研究拠点における運営・支援体制の整備準

備は適切に実施されているか 
(a)国環研内の準備状況 
(b)関係機関との連携状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．環境研究の柱となる８分野を担う下記の８研究センターを基本とする研究体制の下で研究を推進した。 
地球環境研究センター 
資源循環・廃棄物研究センター 
環境リスク研究センター 
地域環境研究センター 
生物・生態系環境研究センター 
環境健康研究センター 
社会環境システム研究センター 
環境計測研究センター 

 
また、毎年度研究評価を実施しその結果を運営に反映させるよう、外部研究評価委員会等の体制を整備してい

る。なお、外部研究評価においては、各研究センターの活動全体について評価対象とするとともに、各分野（研

究プログラム以外）、課題対応型研究プログラム（重点研究プログラム及び先導研究プログラム）、環境研究の基

盤整備（「地球環境の戦略的モニタリング、地球環境データベースの整備、地球環境研究支援」と「子どもの健

康と環境に関する全国調査の総括的な管理・運営」）並びに「災害と環境に関する研究」については、個別に評

価の対象としている。 
 
２．環境情報の収集・整理・提供を担う環境情報センターを、平成２３年度から環境情報部として企画部・総務

部と同じ管理部門に統合し、運営の効率化と研究支援の強化を図った。また、国内外の関係機関との連携強化の

ため、研究連携部門を新たに設置し、審議役を配置するとともに、企画部の広報・国際室を改組して国際室を独

立させ、海外との連携強化のための体制の強化を図る等、運営の効率化と研究支援の強化を図った。 
 
３．東日本大震災に際しては、理事長のリーダーシップの基で機動的に様々な取組みを進めた。震災により被災

した研究所の施設の復旧等については、理事長を本部長とする災害対策本部を設置し、緊急的な措置を講じると

ともに、所員の安全・安心を平時から確保していくため、緊急時の避難等に必要なインフラ、装備の整備を進め

た。また、夏期の節電対策についても、環境研究を実施する機関として自ら率先して取組むこととし、節電対策

本部を設置して組織をあげて取組んだ。さらに被災地の復旧・復興を研究面から支援するため、震災直後に理事

長を本部長とする復旧・復興貢献本部を設置し、理事長（復旧・復興貢献本部長）を長とする「放射性物質・災

害環境研究チーム」を中心に、全所的かつ機動的に災害環境研究の推進を図った。また、福島県が設置する福島

県環境創造センターについて、その整備経費及び関連する国環研職員の人件費が政府予算案に計上されたことを

受け、復旧・復興貢献本部の下にＮＩＥＳ復旧・復興貢献プロジェクトチームを設置し、同センターと連携して

効率的・効果的に研究活動を進めるための体制についての検討を開始した。 
その後、災害環境研究の現地研究拠点となる福島支部の平成２８年度開設に向け、平成２５年１０月に福島支

部準備室を設置して、所内連携をより一層強化し、支部設置に向けた諸準備を進めるとともに、総合的、分野横
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断的に研究を推進した。また、平成２６年７月には福島県福島市に福島出張所を開設し、福島県内の関係機関の

動向や関連情報を把握するとともに、これら関係機関との間で福島支部開設のために必要な連絡調整を行った。

さらに、福島支部を置くこととなる福島県環境創造センターについては、効率的・効果的な研究実施体制の構築

に向けて、平成２７年４月に福島県及びＪＡＥＡと「環境創造センターにおける連携協力に関する基本協定」を

締結するとともに、研究の連携や中長期ロードマップなどの検討・調整を重ねた。 
 
４．国内外の関係機関との連携強化のため、各研究センターで連携活動を進めるとともに、研究連携部門として

平成２４年度より審議役を配置し、企画部が全所的な観点から調整することにより戦略的・効果的な推進を図っ

た。また、平成２８年１月に第１回ＮＩＥＳ国際フォーラム『アジアにおける持続可能な未来：熱望を行動に換

えて』を開催した。 
 
５．コンプライアンスの徹底を図るため、国立研究開発法人国立環境研究所コンプライアンス基本方針（平成２

２年９月８日）及びコンプライアンス委員会運営要領（平成２２年１０月６日）に基づく、所内のコンプライア

ンスチェック体制の確認、法令等に基づく届出のチェック等に加え、平成２５年度より所員を対象としたコンプ

ライアンス研修会を行った。出張等により受講が出来なかった者に対して映像研修を実施し、その結果、前年度

に比べ受講率が上昇した。 
 また、文部科学省のガイドライン見直しに対応し、研究不正防止に係る規程、研究費の不正使用防止に係る規

程の改正を行った（平成２７年４月１日より施行）。 
 
６．広報・アウトリーチ活動については、広報委員会の下に広報戦略推進ワーキンググループを設置し、第３期

中期目標期間における広報の実施に向けた検討や実施状況のモニタリング等を行った。 
また、広報・アウトリーチ活動については、広報・情報関連業務の強化策について検討を進め、平成２８年３

月に広報委員会と環境情報委員会を統合して新たに広報・環境情報委員会を設置するとともに、広報や情報発信

に関係する各種委員会を分科会として整理し、体制を整備した。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料２２ 外部研究評価結果総括表 
資料３６ 国立環境研究所の組織 
資料３７ 職員・契約職員採用実績の状況及び人員の構成 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①つくばの国環研本構における運営・支援体制の整備は適切に実施されているか 
(a)研究評価の実施及び評価結果の研究運営への反映状況 

所内公募型提案研究及び分野横断型提案研究については、毎年度、内部の研究評価委員会で評価を行っており

評価できる。結果については、国環研内に公表するとともに、各人の研究活動にフィードバックすることを求め

ており評価できる。外部研究評価では、委員のコメントを踏まえ各研究センターが工夫を重ねたことにより、資

料２２に示すように、平成２３年度から平成２７年度の年度評価の全体の平均評点が４．０２、４．２７、４．

１７、４．２８、４．３０と年々高まり、それらを踏まえた第３期中期計画事後評価においても、全体の平均評

点が４．４０と高い評価を受けており評価できる。外部研究評価の結果については、内部の研究評価委員会等に

おいて検討を行い、国環研の考え方を取りまとめ、ホームページで公表するとともに、第４期中長期計画に反映

させており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)コンプライアンスの体制整備状況 
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 コンプライアンス基本方針、コンプライアンス委員会及び関連規程に基づく体制を整備し、その徹底を図って

おり評価できる。今後も体制について絶えず検討し、柔軟に運営し、必要に応じ見直しを行う。【Ｂ】 
 
(c)広報・アウトリーチの実施に係る体制整備状況 

広報・アウトリーチ活動については、広報委員会の下に広報戦略推進ワーキンググループを設置し、第３期中

期目標期間における広報の実施に向けた検討や実施状況のモニタリング等を行った。 
また、広報・アウトリーチ活動については、平成２８年３月に広報委員会と環境情報委員会を統合して新たに

広報・環境情報委員会を設置するとともに、広報や情報発信に関係する各種委員会を分科会として整理し、体制

を整備しており評価できる。【Ｂ】 
 
②福島県の研究拠点における運営・支援体制の整備準備は適切に実施されているか 
(a)国環研内の準備状況 

東日本大震災直後は復旧・復興貢献本部、平成２５年１０月からは福島支部準備室を中心として、災害環境研

究の一体的推進を図るとともに、福島支部設置に向けた諸準備を進めており評価できる。また、福島出張所を開

設して福島県周辺の情報収集や連絡調整を進めており評価できる。【Ｂ】 
 

(b)関係機関との連携状況 
効率的・効果的な研究実施体制の構築に向けて、福島県及びＪＡＥＡと「環境創造センターにおける連携協力

に関する基本協定」を締結し、また研究の連携や中長期ロードマップなどの検討・調整を進めており評価できる。

【Ｂ】 
 
総合評価 
第３期中期計画では想定していなかった東日本大震災があったが、理事長の強いリーダーシップの下で、研究

所自身の復旧と被災地への貢献の両面から震災直後から機動的な措置を講じ、災害環境研究の立ち上げにつなげ

るなど適切に対応できたと考えている。 
所内の研究活動については、研究評価や結果の反映を含めて８研究センターを中心に適切に進められており、

また、コンプライアンスや広報・アウトリーチ活動についても推進体制が整備できており、つくばの国環研本構

における運営・支援体制の整備は適切に実施されていると考えている。また、平成２５年１０月に設置した福島

支部準備室を中心に災害環境研究を全所的に進めるとともに、福島県及びＪＡＥＡと連携して福島支部を置くこ

ととなる環境創造センターの研究計画や体制の検討を進めている。全体を通じて着実な業務運営がなされてお

り、所期の目標を達成できたと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 所内の研究活動については、研究評価や結果の反映

を含めて８研究センターを中心に適切に進められ、コ

ンプライアンスや広報・アウトリーチ活動についても

推進体制が整備できており、国環研本構（つくば）に

おける運営・支援体制の整備は適切に実施されてい

る。災害環境研究に関しては、平成２５年１０月に設

置した福島支部準備室を中心に推進し、福島県及びＪ

＜評定に至った理由＞ 
① つくばの国環研本構における運営・支援体制の整備

は適切に実施されているか 
・研究評価については、内部評価・外部評価ともに、

評価結果を公表し、個人の研究活動や研究計画、第４

期中長期計画に反映した。 
・コンプライアンス基本方針等に基づくコンプライア
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ＡＥＡと連携して環境創造センターの研究計画や体

制の検討を進めている。引き続き、中期目標の達成に

向けて計画的な取組を継続することで、中期目標等に

掲げる目標については、本中期目標期間中に着実に達

成できると判断する。 
平成２８年度の福島支部開所に向け、福島県及びＪ

ＡＥＡとの情報共有を密に行い、計画的かつ効率的に

研究計画及び研究体制が整備されるよう、準備を進め

られたい。 

ンスチェック体制や研修会を実施した。 
・広報・アウトリーチ活動について、広報戦略推進ワ

ーキンググループを設置し、平成２７年度末には体制

の見直しを実施した。 
② 福島県の研究拠点における運営・支援体制の整備準

備は適切に実施されているか 
・福島支部（平成２８年４月開設）の準備について、

平成２５年１０月の福島支部準備室の設置、平成２６

年の福島出張所の設置により、所内外の関係機関と連

絡・調整を着実に実施した。平成２７年４月の福島県

及びＪＡＥＡとの連携協定により、研究の連携や中長

期的な研究計画について検討を実施した。 
 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・第 3 期中期目標では想定していなかった東日本大震災が生じたが、適切な活動の下、災害環境研究の立ち上げを行

った功績は大きい。さらに、福島県および JAEA との連携を行うことによる福島支部の設置準備も着実な業務運営

と思われる。  
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２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積

値等、必要な情報 

(参考指標)         

客員研究員の

委嘱・招へい

人数 

－ 257 201 221 244 256 235  

共同研究員の

受入人数 

－ 76 71 62 83 89 78  

研究生の受入

人数 

－ 101 86 65 75 58 47  

管理部門にお

ける高度技能

専門員の人数 

－ 5 15 18 19 18 21  

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 

 ＜第３ ２．人材の効率的な活用＞ 
（１）人的資源の最適配置を行うほか、優れた研究者の登用、既存の人材の活性化・有効活用などにより人事管

理を行い、人材の効率的活用を図る。各研究部門において、専門的、技術的能力を維持・継承できる体制を構築

する。 
（２）管理部門の事務処理能力の更なる向上を図るため、研修会や関係するセミナーへの参加や高度技能専門員

の積極的な活用を図る。 
（３）職務業績評価については、本人の職務能力の向上や発揮に資するよう、また、国環研の的確な業務遂行に

資するよう適宜見直しを行う。また、学術論文の形になりにくい環境政策対応等の研究活動の実績を適切に評価

する。 
 （２）中期計画 
 ＜第２ ２．人材の効率的な活用＞ 

（１）人的資源の最適配置を行うほか、優れた研究者の登用、既存の人材の活性化・有効活用などにより人事管

理を行い、人材の効率的活用を図る。また、研究開発力強化法に基づく人材活用方針を積極的に運用するととも

に、適宜内容の充実を図る。各研究部門において、専門的、技術的能力を維持・継承できる体制を構築する。 
（２）管理部門の事務処理能力の更なる向上を図るため、研修会や関係するセミナーへの参加や高度技能専門員

の積極的な活用を図る。 
（３）職務業績評価については、本人の職務能力の向上や発揮に資するよう、また、国環研の的確な業務遂行に

資するよう適宜見直しを行う。また、学術論文の形になりにくい環境政策対応等の研究活動の実績を適切に評価

する。 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ ２． 人材の効率的な活用 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

４ 項目別評定調書  （ 第２ 業務運営の効率化に関する事項 ） 
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 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①研究実施部門における人材の採用・活用は適切に実

施されているか 
(a)研究系常勤職員の採用・活用状況 
(b)研究系契約職員の採用・活用状況 
(c)客員研究員や連携研究グループ長等、外部の研究者

の採用・活用状況 
②管理部門における事務処理能力の向上は適切に実施

されているか 
(a)管理部門職員の各種研修への参加状況 
(b)管理部門における高度技能専門員等の活用状況 

③職務業績評価等能力向上のための取組は適切に実施

されているか 
(a)職務業績評価の実施状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．研究部門における人材活用 
（１）第３期中期計画に基づく研究計画を踏まえ、８つの研究分野を担当する８研究センター・研究室の構成に

対応する研究者を配置した（資料３７）。 
 
（２）研究業績等により当該分野において優れた研究者として認められており、国環研の目的を達成するために 
必要な者を採用するフェロー制度を平成２３年度に創設した（資料３７）。 

 
（３）外部の研究者を連携研究グループ長として委嘱し、所内研究者と連携して研究の推進を図る制度を平成２ 
４年度に創設し、研究の推進を行った（資料６）。 

また、外部との連携を図るため、国内外の大学、研究機関等の優れた研究者等に国環研においてもその能力を

発揮してもらうため、客員研究員を委嘱・招へいした。また、大学等からの受入申請に基づき、共同研究員、研

究生を受け入れた（資料６）。 
 
（４）優れた人材の確保 
 「第５期科学技術基本計画」（平成２８年１月２２日閣議決定）を踏まえ、研究者の円滑な人事交流による研

究の活性化を促進し、優れた人材の確保を図るため、クロスアポイントメント制度及び年俸制を平成２７年度に

導入したほか、これまで研究所外に籍を有している者であって、高度で専門的な知識・経験を有し、特に優れた

研究者として認められ、管理職相当の職として、研究所の目的を達成するために必要な者を採用する特任フェロ

ー制度を平成２７年度に創設した。 
 
（５）若手研究者、女性研究者、外国人研究者 

「研究開発力強化法に基づく人材活用等に関する方針（平成２３年２月３日作成。以下、「人材活用方針」と

いう。）」に基づき、研究系常勤職員として、若手研究者（平成２６年度末において３７歳以下の研究者）、女性

研究者を採用する等、研究活動の基盤の強化等を図った（資料３７）。 
 
（６）近年の労働関係法令の見直しや福島支部の開設準備等に対応していくため、平成２６年２月に管理部門に

人事課を設置し、人事管理機能の強化を図った。 
 
２．企画・管理・情報部門（管理部門）における事務処理能力の向上 
（１）企画・管理・情報部門の職員を各種研修へ参加させるとともに、研修会を企画、実施し、職員の事務処理 

等に関する知識及び事務管理能力の向上を図った。なお、平成２６年度においては、キャリアアップ研修（若
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手事務職員）や管理職マネジメント研修など新たな取組を行った（資料３９）。 
 
（２）ＩＴの専門家や翻訳能力に優れた者など、高度な技術又は専門的な能力を有する高度技能専門員（契約職

員）を、企画部、総務部、環境情報部に配置した（資料３７）。 
 
３．職務業績評価等能力向上のための取組 

職員の職務活動について、面接を交えた目標設定と業績評価を行い、課題については指導や助言を行う職務業

績評価を実施した。研究系職員の評価においては、学術面のみならず、環境政策対応を含めた社会貢献状況につ

いても評価の対象とした。また、職務業績の評価結果については、翌年度の６月期業績手当及び昇給に反映させ

た（資料４０）。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料６ 客員研究員の受入れ状況（再掲） 
資料３７ 職員・契約職員採用実績の状況及び人員の構成（再掲） 
資料３９ 研修の実施状況（Ｈ２７） 
資料４０ 職務業績評価の実施状況 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①研究実施部門における人材の採用・活用は適切に実施されているか 
(a)研究系常勤職員の採用・活用状況 

   研究系常勤職員１０２人（パーマネント研究員４４人、任期付研究員５８人）を新たに採用するなど、優れた

人材の登用及び最適な配置を行っている。更に、研究者の円滑な人事交流による研究の活性化を促進し、優れた

人材の確保を図るため、クロスアポイントメント制度を導入するなど評価できる。【Ｂ】 
 
(b)研究系契約職員の採用・活用状況 

研究系契約職員として、専門的・技術的能力の維持・継承の観点からフェロー２１人を採用したほか、高度な

研究能力を有する研究者や独創性に富む若手研究者等を、特別研究員、准特別研究員、リサーチアシスタントと

して採用し、平成２７年度末の人員は１５７人であった。更に、優れた人材の確保を図るため、年俸制を平成２

７年度に導入したのに加え、これまで研究所外に籍を有している者であって、高度で専門的な知識・経験を有し、

特に優れた研究者として認められ、管理職相当の職として、研究所の目的を達成するために必要な者を採用する

特任フェロー制度を平成２７年度に創設しており、人的資源を最適配置し、優秀な研究者の登用を行ったほか、

優秀な人材を確保するための制度を創設するなど評価できる。【Ｂ】 
 
(c)客員研究員や連携研究グループ長等、外部の研究者の採用・活用状況 

５年間において、大学及び研究機関の研究者１７人を連携研究グループ長に委嘱し、研究を推進しており評価

できる。また、外部との連携を図るため、国内外の大学、研究機関等の優れた研究者等に国環研においてもその

能力を発揮してもらうため、第３期中期目標期間の最終年度である平成２７年度は、客員研究員２３５人を委

嘱・招へいし、更に、大学等からの受入申請に基づき、共同研究員７８人、研究生４７人を受け入れるなど、外

部研究者の円滑な交流を図っており評価できる。【Ｂ】 
 
②管理部門における事務処理能力の向上は適切に実施されているか 
(a)管理部門職員の各種研修への参加状況 

企画・管理・情報部門の職員を各種研修へ参加させるとともに、研修会を企画、実施し、職員の事務処理等に
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関する知識及び事務管理能力の向上を図っており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)管理部門における高度技能専門員等の活用状況 
 ＩＴの専門家や翻訳能力に優れた者など、高度な技術又は専門的な能力を有する高度技能専門員（契約職員）

を、企画部に３人、総務部に７人、環境情報部に１１人を配置しており評価できる。【Ｂ】 
 
③職務業績評価等能力向上のための取組は適切に実施されているか 
(a)職務業績評価の実施状況 
 職員の職務活動について、面接を交えた目標設定と業績評価を行い、職務上の課題に対する指導や助言を行う

職務業績評価を実施しており評価できる。研究系職員の評価においては、学術面のみならず、環境政策対応を含

めた社会貢献状況についても、評価の対象としている。職務業績の評価結果については、翌年度の６月期業績手

当及び昇給に反映させており評価できる。【Ｂ】 
 
今後、若い年代層の雇用と育成に努めるなど、人材活用方針の積極的運用を進めるとともに、事務処理能力及び

業務環境のさらなる向上を図る等、人材の効率的活用を図っていく。 
 

総合評価 
研究実施部門において、研究系常勤職員１０２人（パーマネント研究員４４人、任期付研究員５８人）を新た

に採用し、優れた人材の登用及び最適な配置を行うなど、適切に人材の採用・活用を実施している。また、研究

者の円滑な人事交流による研究の活性化を促進し、優れた人材の確保を図るため、クロスアポイントメント制度

及び年俸制を平成２７年度に導入したのに加え、これまで研究所外に籍を有している者であって、高度で専門的

な知識・経験を有し、特に優れた研究者として認められ、管理職相当の職として、研究所の目的を達成するため

に必要な者を採用する特任フェロー制度を平成２７年度に創設するなど評価できる。管理部門においても、各種

研修へ参加させるとともに、研修会を企画、実施し、職員の事務処理等に関する知識及び事務管理能力の向上を

図るなど適切な取組が実施されており評価できる。 
その他、面接による目標設定と業績評価を行い、職務上の課題に対する指導や助言を行う職務業績評価を実施

し、その評価結果は翌年度の６月期業績手当や昇給に反映させるなど、職務業績評価等能力向上のための取組は

適切に実施されており、所期の目標を達成したと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 研究実施部門においては、研究系常勤職員８３人

（パーマネント研究員３５人、任期付研究員４８人）

を新たに採用し、適切に人材の採用・活用を実施して

おり、管理部門においても、研修会を企画、実施し、

職員の事務処理等に関する知識及び事務管理能力の

向上を図るなど適切な取組が実施されている。 
人事評価については、面接による目標設定と業績評

価を行い、職務上の課題に対する指導や助言を行う職

務業績評価を実施し、評価結果は翌年度の６月期業績

手当や昇給に反映させるなど、職務能力向上のための

取組が適切に実施されている。 

＜評定に至った理由＞  
① 研究実施部門における人材の採用・活用は適切に実

施されているか 
・第３期中に研究系常勤職員１０２人（パーマネント

研究員４４人、任期付研究員５８人）を採用した。 
・特任フェロー制度の創設、クロスアポイントメント 
制度及び年俸制の導入も実施した。 

② 管理部門における事務処理能力の向上は適切に実施

されているか 
・各種研修へ参加させたり、所内で研修会を企画し、 

実施した。 
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引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
今後も、外部の研究者を連携研究グループ長とする

連携研究や、若手、女性、外国人の研究者の雇用・育

成を実施し、積極的な人材活用を推進されたい。 
 また、次期中長期目標・中長期計画の策定において、

クロスアポイントメント制度や年俸制の導入に向け

て、必要な条件整備等について検討されたい。 

③ 職務業績評価等能力向上のための取組は適切に実施

されているか 
・人事評価については、面接による目標設定と業績評

価を行い、職務上の課題に対する指導や助言を行う職

務業績評価を実施した。（研究職は社会貢献状況も評

価の対象。） 

 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・研究実施部門における研究系常勤職員の新たな採用など、優れた人材の登用や最適な配置を十分に実施している。

また、クロスアポイントメント制度や年俸制などを組み入れることにより、人材の効率的な活用に努めていること

は評価できる。  
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２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積

値等、必要な情報 

(評価指標)         

運営費交付金

に係る業務費

のうち、業務

経費の削減率 

(対前年比) 

1%以上 － 4.2%減 20.4%減 1.8%減 1.1%増 47％増  

運営費交付金

に係る業務費

のうち、一般

管理費の削減

率(対前年比) 

3%以上 － 19.9%減 0.7%増 6.8%減 5.7%増 2.4％減  

競争的な外部

資金の獲得額

(千円) 

第２期中期

目標期間の

年平均額 

2,008,343 1,991,736 1,588,814 1,300,608 1,350,704 1,417,448 1,529,862 千円 
（第 3 期中期目標期

間の年平均） 
(参考指標)         

総人件費(千

円) 

11,904 百万

円（5 年間） 
2,782,000 2,034,506 2,025,370 2,026,800 2,320,559 2,394,018 10,801 百万円（5 年

間） 
研究系職員の

給与水準(ラ

スパイレス指

数) 

－ 104.0 104.6 102.8 103.7 104.0 105.9  

事務系職員の

給与水準(ラ

スパイレス指

数) 

－ 102.5 104.7 100.7 106.2 101.4 110.6  

自己収入全体

の獲得額(千

円) 

－ － 3,172,331 4,051,846 3,573,418 3,695,329 3,710,569 
 

 

政府業務委託

の獲得額(千

円) 

－ － 852,928 2,223,735 
 

2,038,342 1,816,548 1,992,822  

関連公益法人

等との契約件

数 

－ － 24 23 27 24 26  

関連公益法人

等との契約金

額(千円) 

－ － 230,143 190,206 228,089 211,986 175,734  

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第３ ３．財務の効率化＞ 

（１）国環研の環境研究の取組の強化への要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運営費交付金に係る業務費の

うち、毎年度業務経費については１％以上、一般管理費については３％以上の削減を目指す。なお、一般管理費

１．当事務及び事業に関する基本情報 
第２ ３． 
（第３） 
（第４） 

財務の効率化 
（財務内容の改善に関する事項） 
（予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画） 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

  ４ 項目別評定調書 （ 第２ 業務運営の効率化に関する事項 ） 
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については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行うものとする。 
給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検

証した上で、目標水準・目標期限を設定してその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況

を公表するものとする。 
また、総人件費についても、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年

法律第 47 号）に基づく平成 18 年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を平成 23 年

度も引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。 
（２）国環研の知的・物的能力を、業務に支障のない範囲で、所外の関係機関等に対して提供して収入を得るこ

と等により、円滑な財務運営の確保に努める。 
（３）契約については、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点

から、国環研が毎年度策定する「調達等合理化計画」等に基づき、原則として一般競争入札によるも

のとし、契約の適正化を着実に実施するとともに、内部監査や契約監視委員会等により取組内容の点

検・見直しを行う。 
 また、研究・開発事業等に係る調達については、他の独立行政法人の事例等をも参考に、透明性が高く効果的

な契約の在り方を追求する。 
 
＜第４ 財務内容の改善に関する事項＞ 
 第３の３「財務の効率化」で定めた事項に配慮した中期目標の予算を作成し、当該予算による運営を行う。 
 また、健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効率的・効果的な使用に努めるととも

に、競争的な外部研究資金の第３期中期目標期間中の年平均額については、環境研究に関する競争的外部資金の

動向を踏まえつつ、第２期中期目標期間中の年平均額と同等程度を確保することを目指す。その際、国環研のミ

ッションに照らして、申請内容や当該資金の妥当性について審査・確認する。 
 （２）中期計画 
 ＜第２ ３．財務の効率化＞ 

（１）国環研の環境研究の取組の強化への要請に応えつつ、業務の効率化を進め、運営費交付金に係る業務費（「衛

星による地球環境観測経費」及び「子どもの健康と環境に関する全国調査経費」を除く。）のうち、毎年度業務

経費については１％以上、一般管理費については３％以上の削減を目指す。なお、一般管理費については、経費

節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行うものとする。 
給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について厳しく検

証した上で、給与改定に当たっては、引き続き、国家公務員に準拠した給与規程の改正を行い、その適正化に取

り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 
また、総人件費についても、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18 年

法律第 47 号）に基づく平成 18 年度から５年間で５％以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を 23 年度も

引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すものとする。 
（２）国環研の知的・物的能力を、業務に支障のない範囲で、所外の関係機関等に対して提供して収入を得るこ

と等により、円滑な財務運営の確保に努める。 
（３）契約については、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、国

環研が毎年度策定する「調達等合理化計画」等に基づき、原則として一般競争入札によるものとし、契約の適正

化を着実に実施するとともに、内部監査や契約監視委員会等により取組内容の点検・見直しを行う。 
 また、研究・開発事業等に係る調達については、他の独立行政法人の事例等をも参考に、透明性が高く効果的

な契約の在り方を追求する。 
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＜第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置＞ 
第２の３「財務の効率化」で定めた事項に配慮した中期目標の予算を作成し、当該予算による運営を行う。 

 また、健全な財務運営と業務の充実の両立を可能とするよう、交付金の効率的・効果的な使用に努めるととも

に、競争的な外部研究資金、受託収入、寄付金等についても、引き続き、確保に努める。特に、競争的な外部資

金の第３期中期目標期間中の年平均額については、環境研究に関する競争的外部資金の動向を踏まえつつ、第２

期中期目標期間中の年平均額と同等程度を確保することを目指す。その際、国環研のミッションに照らして、申

請内容や当該資金の妥当性について審査・確認する。 
 
＜第４ 予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画＞ 
［運営費交付金算定ルール］  
①人件費＝Ａ×α×β×σ＋退職手当＋Ｄ  

Ａ：直前の年度における役職員給与(退職手当を除く)及び法定福利費 
α：昇給原資率(業務の実績及び社会一般の情勢を勘案して決定する。) 
β：給与改善率(業務の実績及び社会一般の情勢を勘案して決定する。) 
σ：人件費調整率 (平成２３年度は１％を削減する。) 
Ｄ：研究開発力強化法第３３条の規定に基づく研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の

効率化推進を図るために必要な人件費相当額のうち、平成１７年度末における若手研究者（平成１７年度

末において３７才以下の研究者をいう。）に係る人件費の合理化相当額 
 
②業務費＝Ｂ×γ×δ×π－λ＋Ｃ＋Ｅ  

Ｂ：直近の年度における運営費交付金業務費（Ｃ及びＥを除く。）の額 
γ：消費者物価指数(前年度における実績値を使用する２。) 
δ：効率化係数(業務経費については、毎年度１％以上、一般管理費については、毎年度３％以上の削減を図る。) 
π：政策係数(各年度の予算編成過程において、当該年度における具体的な係数を決定する。) 
λ：自己収入相当額 (過去の実績を勘案し、各年度の予算編成過程において、当該年度における具体的な額を

決定する。) 
Ｃ：衛星による地球環境観測経費(計画に基づき、各年度の予算編成過程において、当該年度における具体的な

額を決定する。) 
Ｅ：「子どもの健康と環境に関する全国調査」経費(計画に基づき、各年度の予算編成過程において、当該年度

における具体的な額を決定する。) 
 

（１）予算   平成２３年度～平成２７年度収支予算 
（２）収支計画 平成２３年度～平成２７年度収支計画 
（３）資金計画 平成２３年度～平成２７年度資金計画 

 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①給与水準の適正化等は適切に実施されているか 
 

(a)給与水準の適正化のための取組 
(b)国家公務員と比べた給与水準の状況 

②自己収入の確保は適切に実施されているか (a)自己収入全体の獲得額 
(b)競争的な外部資金の獲得額 
(c)政府業務委託の獲得額 

③契約の適正化は適切に実施されているか (a)内部監査・契約監視委員会等の点検・見直しの状況 
(b)関連公益法人等との契約状況 
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 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 【以下、第２．３】 
１．業務費の削減 

業務費の削減については、政府の運営費交付金予算に係る措置として、業務経費分（「衛星による地球環境観

測経費」、「子どもの健康と環境に関する全国調査経費」及び「放射性物質・災害と環境に関する研究」の業務経

費（以下「対象外経費」という。）を除く。）を対前年度１％減額、一般管理費分を対前年度３％減額された交付

金が交付されてきており、対象外経費を除いた決算額についても削減が図られている。 
 
２．給与水準の適正化等 
（１）国家公務員の給与法及び臨時特例に関する法律の成立を踏まえ、平成２３年度に給与規程の改正を実施し、

平成２４年度から２ヶ年間にわたり給与の大幅削減を行った。 
 
（２）平成２５年１月から退職手当の段階的な引き下げ、平成２６年１月から５５歳を超える職員の昇給抑制措

置を講じた。 
 
（３）国環研の平成２３年度から平成２７年度の給与水準（ラスパイレス指数）は、国家公務員を１００として

研究系職員が平均１０４．２、事務系職員が平均１０４．７であった。 
なお、ラスパイレス指数は、計算対象が年度を通じて給与が満額支給されている職員に限定されるなどの諸要

件があるため、他機関との人事異動による影響を受けやすく、年度ごとの変動が大きいという特性があるが、今

後とも、国家公務員に準拠した給与規程の改正を行い、給与水準の適正化に取り組んでいく。 
 

３．知的・物的能力の提供等による自己収入 
（１）自己収入の一部である競争的資金等については、第２期中期目標期間の年平均額である基準値（２，００

８百万円）に対して平成２３年度の１，９９２百万円から平成２５年度の１，３０１百万円まで減少傾向が続い

たが、平成２６年度には１，３５１百万円、平成２７年度には１，４１７百万円と増加した。減少傾向の要因と

しては、競争的資金等の大半を占める環境省の環境研究総合推進費委託費獲得額が、第３期中期目標期間を通し

て第２期中期目標期間の年平均額を相当下回っていたこと、（２）に述べるように環境省の東日本大震災復興特

別会計及びエネルギー対策特別会計予算による研究業務等を受託し、研究資源の一部をそちらに振り向けたこと

等があげられる。（資料４１）。 
 なお、科学研究費補助金等の研究者個人に交付される研究補助金（間接経費を除き、法人の収入に算入しない。

環境研究総合推進費もここに含まれる）の交付額は、平成２３年度から平成２５年度は第２期中期目標期間の年

平均額（６４６百万円）以上または同程度であったが、平成２６年度には４６３百万円と下回った。平成２７年

度には４８９百万円と増加に転じている（資料４３）。 
（２）一方、政府業務受託費は、第２期中期目標期間の平均値１，２８６百万円に対し、環境省の東日本大震災

復興特別会計（平成２４年度：６９５百万円、平成２５年度：９００百万円、平成２６年度からは運営費交付金

化）およびエネルギー対策特別会計（平成２６年度：７１９百万円、平成２７年度：８８２百万円）が加わった

ことにより大幅に増加した。このため、自己収入の総額については、第２期中期目標期間の平均値（３，５５０

百万円）に対し、平成２３年度は３，１７２百万円と下回ったものの、それ以降は平成２４年度４，０５２百万

円、平成２５年度３，５７３百万円、平成２６年度３，６９５百万円、平成２７年度３，７１１百万円と上回っ

ている。 
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４．契約の適正化 
（１）取組の経緯等 

契約の適正化については、公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、

国環研が毎年度策定する「調達等合理化計画」等を実施することにより、契約の適正化を着実に推進するととも

に、外部有識者と監事で構成する契約監視委員会を設置して随意契約や一者応札等の点検・見直しを行っている。

契約監視委員会では、各年度の契約の状況と改善の状況の点検を行っている。 
 
（２）契約の状況 

平成２３年度から平成２７年度の契約の状況は以下のとおりとなっている（表「平成２３年度から平成２７年

度における契約の状況」）。５年間の契約の推移を見ると、総じて一般競争等の競争性のある契約は増加傾向を示

している一方、競争性のない随意契約は概ね減少傾向にある。 
直近の平成２７年度における契約状況は、契約件数は６１０件、契約金額は１１，５６４百万円であった。ま

た、競争性のある契約は３８６件（６３.３％）、９，０４５百万円（７８.３％）、競争性のない随意契約は２２

４件（３６.７％）、２，５１９百万円（２１.８％）であった。 
平成２６年度と比較して、競争性のある契約の割合が件数、金額ともに増加している（件数は２８件・７．８％、

金額は３，２５２百万円・５６．３％の増）。これは第３期中期計画期間（平成２３年度～２７年度）の当初に

発生した東日本大震災によって、当研究所の施設も被災するなど、震災の影響により事務・事業の実施が後ろ倒

しになったことで中期計画の最終年であった平成２７年度に調達が増加したこと、また、所内において追加的な

予算措置（研究基盤整備費）がされたこと等により調達全般について増加傾向であったものと考えている。なお、

件数の増加に比して契約金額の増加率が大きいことについては、一件あたりの契約額が高額な契約が複数あった

ことによる。 
競争性のない随意契約の割合についても、前年度と比較して、件数、金額ともに増加している（件数は５７件・

３４．１％、金額は２６９百万円・１２％の増）。この主な原因については、上記のとおり調達全般について増

加傾向にあったこと、また、一件あたりの契約額が高額な契約が複数あったことによるものと考えている。 
 
 

           平成２３年度から平成２７年度における契約の状況    （単位：件、百万円） 

契約区分 
２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

一般競

争等 

一般競争 

（不落随契を 

含む。） 

235 2,173 293 6,255 274 5,839 354 5,739 378 8,843 

52.5% 29.2% 63.6% 74.2% 62.7% 79.1% 67.4% 71.4% 62.0% 76.5% 

企画競争 

2 24 3 45 2 19 2 32 4 164 

0.4% 0.3% 0.7% 0.5% 0.4% 0.2% 0.4% 0.4% 0.7% 1.4% 

参加者確認公募 

26 147 14 88 17 86 2 22 4 38 

5.8% 2.0% 3.0% 1.0% 3.9% 1.2% 0.4% 0.3% 0.7% 0.3% 

計 
263 2,344 310 6,388 293 5,944 358 5,793 386 9,045 

58.7% 31.5% 67.2% 75.7% 67.0% 80.5% 68.2% 72.1% 63.3% 78.2% 



90 
 

競争性

のない

随意契

約 

あらかじめ相手

方が指定されて

いるもの 

（注３） 

110 4,223 87 649 66 559 60 660 74 726 

24.6% 56.7% 18.9% 7.7% 15.78 7.6% 11.4% 8.2% 12.1% 6.3% 

その他 

75 879 64 1,397 78 879 107 1,590 150 1,793 

16.7% 11.8% 13.9% 16.6% 17.8% 11.9% 20.4% 19.8% 24.6% 15.5% 

計 

185 5,102 151 2,046 144 1,438 167 2,250 224 2,519 

41.3% 68.5% 32.8% 24.3% 33.0% 19.5% 31.8% 28.0% 36.7% 21.8% 

合計 448 7,446 461 8,434 437 7,381 525 8,043 610 11,564 

（注１）少額随意契約を除く。 

（注２）各欄の下段の率は合計に対する構成比率 

（注３）受託業務における再委任指定等 
 
（３）一者応札・応募等の改善 

平成２３年度から平成２７年度における一者応札・応募の状況は以下のとおりとなっている（表「平成２３年

度から平成２７年度における一者応札・応募の状況」）。 
一者応札がなかなか低くならない要因は研究・開発事業等に係る調達の特質にあると考えられることに加え、

東日本大震災に関連した、放射性物質汚染廃棄物の処理や多媒体での放射性物質の環境動態解明に関する調査研

究の本格化に伴う特殊な調査・研究業務や研究用備品の購入等の増加が原因と考えられる。なお、一者応札の改

善を目的として、公告期間及び入札等から業務開始までの適切な準備期間の確保、入札説明書等の国環研・つく

ば市商工会・筑波研究学園都市交流協議会・つくば市研究支援センター等のホームページへの掲載、郵便入札制

度を導入した。 
また、更なる応札者拡大のため、平成２７年度調達等合理化計画に基づき、参入要件及び仕様書記載の明確化

など契約手続き全般における応札者拡大に向けた改善可能性のあるチェック項目を盛り込んだチェックシート

を整備し、入札公告前から契約締結にかかる一連の契約プロセスにおいて調達担当職員と研究ユニットにおける

クロスチェックを実施した。さらに、一者応札・応募率の改善の取組を十分に実施しているにもかかわらず調達

内容の特殊性から一者応札が改善されていない調達については形式的に競争入札に付している側面があるため、

調達価格だけでない調達に係る事務コストを含む全体コストの改善を図る観点から公募（入札可能性調査）を実

施した。 
 

平成２３年度から平成２７年度における一者応札・応募の状況  （単位：件、億円） 
 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

２者 

以上 

件数 
105 

（41.3％） 

79 

（26.6％） 

59 

（21.0％） 

69 

（19.3％） 

83 

（21.5％） 

金額 
11.8 

（53.6％） 

44.0 

（71.8％） 

21.3 

（39.5％） 

12.8 

（22.0％） 

23.5 

（26.0％） 

１者 件数 
149 

（58.7％） 

218 

（73.4％） 

222 

（79.0％） 

289 

（80.7％） 

303 

（78.5％） 
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以下 
金額 

10.2 

（46.4％） 

17.3 

（28.2％） 

32.7 

（60.5％） 

45.2 

（78.0％） 

66.9 

（73.9％） 

合 計 

件数 
254 

（100％） 

297 

（100％） 

281 

（100％） 

358 

(100％） 

386 

(100％） 

金額 
22.0 

（100％） 

61.3 

（100％） 

54.1 

（100％） 

57.9 

（100％） 

90.5 

（100％） 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注２）合計欄は、競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

 
（４）調達に関するガバナンスの徹底 

契約は原則として一般競争によることとしているが、随意契約は所内に設置している契約審査委員会の審査・

承認を経て行った。また、契約の適正化については、透明性を高めた競争入札が可能な業務と研究成果の質を優

先して契約の相手方を選ぶ業務（随意契約）とを峻別していくことも必要であることから、それを契約審査委員

会における審査に反映した。 
また、研究活動における不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態となっていることを背景に、文部科学

省が「研究機関における公的研究費の管理・監視のガイドライン（実施基準）」（平成２６年２月）、「研究活動に

おける不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成２６年８月）を策定したことを受け、外部講師を招い

たコンプライアンス研修を平成２５年度より実施し、関連する業務に直接従事する全ての職員等に受講を義務付

けているところ。 
調達手続き全般に関するマニュアルを作成するとともに調達担当職員等を対象とした説明会を毎年度実施し

ているところであるが、当該マニュアルに仕様書等の作成に係る優良事例・不適切事例を盛り込み、組織全体で

共有することにより調達手続きの更なる適正化・円滑化を図った。 
 
（５）研究・開発事業等に係る調達の検討 

本課題への対応として内閣官房が設置した「研究開発事業に係る調達の在り方に関する検証会議」において、

研究開発の特性に応じた調達のあり方について検討・情報共有が行われ、平成２３年１２月に「研究開発事業に

係る調達の在り方について（中間整理）」が取りまとめられた。これを受け、競争性・透明性を確保しつつ、研

究開発の特性に応じ合理的かつ効果的な調達を行うため、総合評価落札方式、企画競争、参加者確認公募方式を

積極的に活用した。 
（６）関連公益法人等との契約 

一般財団法人地球・人間環境フォーラム（平成２３年度～２７年度の期間）及び一般社団法人泥土リサイクル

協会（平成２５年度～２７年度の期間）の事業収入に占める国環研との取引に係る額の割合が三分の一以上であ

るため、当該法人は独立行政法人会計基準で定める「関連公益法人等」に該当している（なお、資金拠出や人事

等の要件には該当していない）。 
当該２法人との契約はすべて一般競争入札によるものであり（少額随意契約を除く。）、各種の研究支援業務を

中心としたものであった。これらについて契約監視委員会において点検が行われた結果、妥当であるとの評価が

なされた。 
 
（７）その他 

会計検査院からの指摘に対しては適切に対応した。 
 
【以下、第４】 
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５．中期計画に基づき、予算を作成した。過去５年間の執行状況は、次のとおりである。 
予 算 の 執 行 状 況       （単位：百万円） 

区   分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

運営費交付金 

 

 

業務経費 

 

 

人 件 費 

 

 

一般管理費 

 

12,104 

(13,523) 

 

8,875 

(9,996) 

 

2,823 

(3,053) 

 

406 

(474) 

10,016 

(12,111) 

 

7,068 

(8,599) 

 

2,539 

(3,026) 

 

409 

(486) 

11,515 

(11,688) 

 

8,586 

(8,319) 

 

2,468 

(2,896) 

 

461 

(473) 

12,543 

(11,782) 

 

9,200 

(8,115) 

 

2,855 

(3,207) 

 

488 

(459) 

16,199 

(12,051) 

 

12,781 

(8,555) 

 

2,942 

(3,050) 

 

476 

(445) 

受託経費等 
3,321 

(3,182) 

3,916 

(4,050) 

3,784 

(3,558) 

3,599 

(3,688) 

3,735 

(3,703) 

施設整備費 

補助金 

77 

(263) 

603 

(263) 

621 

(332) 

1,198 

(363) 

363 

(330) 

合    計 
15,502 

(16,968) 

14,535 

(16,424) 

15,920 

(15,578) 

16,340 

(15,791) 

20,297 

(16,084) 

注1） 上段が、決算報告書に基づく執行額であり、下段括弧書きが年度計画に基づく予算額で 

ある。（なお、受託経費等の下段括弧書きは予算額ではなく収入額である。） 

注2） 業務経費については「衛星による地球環境観測経費」、「子どもの健康と環境に関する全国 

調査経費」を含む。 

注3） 施設整備費補助金については、繰越及び政府補正予算による措置が執行額の一部に含ま 
れている。 

 ① ２ 関連する資料編 

 資料４１ 自己収入の確保状況（Ｈ２７） 
資料４４ 光熱水費の推移 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 

①給与水準の適正化等は適切に実施されているか 
(a)給与水準の適正化のための取組 

国家公務員の給与法及び臨時特例に関する法律の成立を踏まえ、平成２３年度に給与規程の改正を実施し、平

成２４年度から２ヶ年間にわたり給与の大幅削減を行った。また、平成２５年１月から退職手当の段階的な引き

下げ、平成２６年１月から５５歳を超える職員の昇給抑制措置を講じるなど、所期の目標を達成したと認められ

る。【Ｂ】 
 

(b)国家公務員と比べた給与水準の状況 
国環研の平成２３年度から平成２７年度の給与水準（ラスパイレス指数）は、国家公務員を１００として研究

系職員が平均１０４．２、事務系職員が平均１０４．７であった。 
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ラスパイレス指数は、計算根拠となる経費に超過勤務手当が含まれていないことや管理職手当の適用範囲の違

いなどの諸要件により、給与水準は他機関との人事異動による影響を受けやすく、特に国との人事交流者が多い

事務系職員は、人件費の水準が変わらなくてもラスパイレス指数が高くなる特性がある。また、研究系職員は、

その大半が博士号取得者であることを考慮に入れれば、適正な給与水準の範囲であると認められる。【Ｂ】 
 

②自己収入の確保は適切に実施されているか 

(a)自己収入全体の獲得額    

第３期中期目標期間の年平均額は３，６４１百万円で、第２期中期目標期間の年平均額３，５５０百万円とほ

ぼ同額（１０３％）であり、適切に確保されている。【Ｂ】 

 

(b)競争的な外部資金の獲得額 

平成２３年度から平成２７年度までの年平均額は１，５３０百万円で、第２期中期目標期間の年平均額である

基準値２，００８百万円のおよそ８割であった。この要因は、平成２４年度以降、(c)に述べるような政府業務

等を受託し、研究資源の一部をそちらに振り向けたためである。今後も、そのような政策貢献度の高い研究業務

と、競争的資金獲得による研究業務のバランスに配慮しつ、競争的な外部資金の確保に努める必要がある。 

【Ｃ】 

 

(c)政府業務委託の獲得額 
政府業務受託費は、第２期中期目標期間の平均額１，２８６百万円に対し、第３期中期目標期間の平均額は１，

７８５百万円（１３９％）であり、約４割増加している。平成２４年度より東日本大震災復興特別会計（平成２

６年度からは運営費交付金化）および平成２６年度よりエネルギー対策特別会計による研究業務を受託したこ

と、平成２７年度に文部科学省より新たな研究業務「気候変動適応技術社会実装プログラム」を受託したことに

より平成２４年度以降大幅に増加した。東日本大震災復興への貢献やエネルギー対策、気候変動への適応策とい

った社会からの緊急の要請に対応する業務委託を獲得したことは高く評価できる。【Ａ】 
 

③契約の適正化は適切に実施されているか 

(a)内部監査・契約監視委員会等の点検・見直しの状況 

契約の適正化について、随意契約については、所内に設置している契約審査委員会において、審査・承認を経

て行っており、また、外部有識者と監事で構成する契約監視委員会において、契約の状況と改善の状況について

点検を行っていることから、契約の適正化は適切に実施されていると認められる。【Ｂ】 

 

(b)一者応札・応募等の改善の状況 

一者応札・応募等の改善のために平成２７年度より調達等合理化計画に基づき実施したクロスチェックプロセ

スの改善効果は、クロスチェックシートの導入により、所内において、仕様書案作成の段階から一者応札の改善

の観点に対する一定の意識が生まれ、一者応札改善の観点における研究者と調達担当者との相互のコミュニケー

ションも生じ、一者応札に係る問題提起及び認識の共有には効果があったと思料される。 

また、一者応札が複数年続いている契約の中には形式的に入札に付していた側面があったが、平成２７年度に

調達等合理化計画に基づき実施した入札可能性調査により競争性の有無を事前に調査・確認し、競争性がないこ

とが認められた調達案件を随意契約とすることにより、通常の一般競争入札を実施した場合と比較し、調達に係

る事務コスト及び事務の効率化を図ることができた。なお、競争性の有無を事前に確認するための調査の過程で

複数の応募があり、一者応札が改善されたものがあった。【Ｂ】 
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(c)調達に関するガバナンスの徹底 

契約は原則として一般競争によることとしているが、随意契約は所内に設置している契約審査委員会を審査・

承認を経て行った。審査においては、会計規程における「随意契約によることができる事由」との整合性や、よ

り競争性のある調達手続きの実施の可否の観点に加え、透明性を高めた競争入札が可能な業務と研究成果の質を

優先して契約の相手方を選ぶ業務（随意契約）とを峻別していくことも必要であることから、それを契約審査委

員会における審査に反映した。 
また、研究活動における不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態となっていることを背景に実施してい

る外部講師を招いたコンプライアンス研修について、関連する業務に直接従事する全ての職員等に受講を義務付

けているところ。 
調達手続き全般に関するマニュアルを作成するとともに、当該マニュアルに仕様書等の作成に係る優良事例・

不適切事例を盛り込み、毎年度実施している調達担当職員等を対象とした説明会等の機会を捉えて組織全体で共

有し、調達手続きの更なる適正化・円滑化を図った。【Ｂ】 

 

(d)研究・開発事業等に係る調達の検討 

競争性・透明性を確保しつつ、研究開発の特性に応じて合理的かつ効果的な調達を行うため、総合評価落札方

式、企画競争、参加者確認公募方式を積極的に活用した。【Ｂ】 
 

(e)関連公益法人等との契約状況 

独立行政法人会計基準で定める「関連公益法人等」に該当している２法人との契約はすべて一般競争入札によ

るものであり（少額随意契約を除く。）、各種の研究支援業務を中心としたものであった。これらについて契約監

視委員会において点検が行われた結果、妥当であるとの評価がなされており、適切に契約が実施されていると認

められる。【Ｂ】 

 

総合評価 

 第３期中期目標期間の競争的な外部資金等の獲得額は、第２期中期目標期間の年平均額である基準値のおよそ

８割にとどまったものの、自己収入全体の獲得額については第２期中期目標期間の年平均額とほぼ同額であり、

適切に確保されている。また、業務費の削減、給与水準の適正化等及び契約の適正化については、適切に実施し

ているものと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 平成２３年度から平成２６年度までの競争的な外

部資金等の獲得額は、第２期中期目標期間の年平均額

である基準値のおよそ７８％にとどまったものの、自

己収入全体の獲得額については基準値とほぼ同額で

あり、適切に確保されている。今後も、政策貢献度の

高い受託収入と競争的資金とのバランスをとりつつ、

自己収入の確保に努められたい。 
また、業務費の削減及び契約の適正化については、

平成２７年度から毎年度「調達等合理化計画」を策定

することにより、これに基づく調達手続等の合理化を

＜評定に至った理由＞ 
①  給与水準の適正化等は適切に実施されているか 

・国家公務員に準じた給与規程に基づき、支給を実施

した。 
・ラスパイレス指数の第３期平均（研究系職員 
１０４．２、 事務系職員１０４．７）が基準値を上回

った。 
②  自己収入の確保は適切に実施されているか 
・競争的資金の第３期平均獲得額は基準額の７６％

（「Ｃ」）だが、政府からの業務委託の増加（第２期年
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推進することとなったため、一者応札の改善やガバナ

ンスの徹底など積極的に取り組むことを期待する。 
以上のように、引き続き、中期目標の達成に向けて

計画的な取組を継続することで、中期目標等に掲げる

目標については、本中期目標期間中に着実に達成でき

ると判断する。 
また、公共サービス改革基本方針（平成 27 年 7 月

閣議決定）による官民競争入札の導入については、次

期中長期目標・中長期計画に記載されることとなる事

項であり、予定どおり円滑に実施できるよう、導入に

向けての具体的な検討を進められたい。 

平均額の３９％増で「Ａ」）等が競争的資金の減少を

補い、自己収入全体の第３期年平均額 （３，６４０

百万円）は、第２期年平均額（３，５５０百万円）を

上回ったため、適切に確保されたと判断した。 
③  契約の適正化は適切に実施されているか 
・平成２６年度までは 「随意契約等見直し計画」に基

づき、平成２７年度からは 「調達等合理化計画」に

基づき、調達手続等の合理化、契約監視委員会等によ

る随意契約の点検等の取組を着実に実施した。 
 
上記より、本項目については、各指標の評価及び法人

の自己評価等を踏まえ、総合的に判断した。 
 
＜今後の課題＞ 
第３期中期目標期間の終了に伴う、国立研究開発法人

国立環境研究所法第１２条第３項に基づく国庫納付額

は、７億４１３９万円であった。多額の国庫納付が生じ

た要因の分析及び改善策の検討を速やかに行い、第４期

中長期目標期間においては、計画的かつ効率的な予算の

配分及び執行に努めるとともに、独立行政法人会計基準

（平成２７年１月改訂）等に基づく財務管理を着実に実

施されたい。 
 
４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・競争的な外部資金等の獲得額は第２期中期目標期間の基準値に及ばなかったものの、自己収入全体の獲得額につい

ては、ほぼ同額であったことは適切な展開がなされていると考える。 
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２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 

         

         

         

         

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 （１）中期目標 
 ＜第３ ４．効率的な施設運用＞ 

（１）研究施設の現状や利用状況を把握し、施設の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能

性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、保有資産の保有の必要性について、継続的に自主

的な見直しを行う。なお、生態系研究フィールドⅡについては、当該フィールドで現在実施している研究が平成

27 年度を目途に終了することから、当該フィールドにおける機能を国環研本構の敷地内を含む他の場所に確保

し、当該フィールドについては、現在実施している研究が終了した後、速やかに、国庫納付する。 
（２）研究体制の規模や研究内容に見合った研究施設のスペースの再配分の方法を見直すなどにより、研究施設

の効率的な利用の一層の推進を図るとともに、計画的な施設の改修・保守管理を行う。 
 （２）中期計画 
 ＜第２ ４．効率的な施設運用＞ 

（１）研究施設の現状や利用状況を把握し、施設の利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能

性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、保有資産の保有の必要性について、継続的に自主

的な見直しを行う。なお、生態系研究フィールドⅡについては、当該フィールドで現在実施している研究が平成

27 年度を目途に終了することから、当該フィールドにおける機能を国環研本構の敷地内を含む他の場所に確保

し、当該フィールドについては、現在実施している研究が終了した後、速やかに、国庫納付する。 
（２）研究体制の規模や研究内容に見合った研究施設のスペースの再配分の方法を見直すなどにより、研究施設

の効率的な利用の一層の推進を図るとともに、計画的な施設の改修・保守管理を行う。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①保有資産の見直しは適切に実施されているか (a)研究所における大型研究施設や高額な研究機器に係

る現状把握及び必要な更新、整備等の状況 
②研究施設の効率的な利用の推進等は適切に実施され

ているか 
(a)スペース利用の効率化の状況 
(b)既存施設の計画的な改修・保守管理状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ ４． 効率的な施設運用 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

４  項目別評定調書（ 第２ 業務運営の効率化に関する事項、） 
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 １．保有資産の見直し 
（１）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）（以下、「閣議決定」

という。）を踏まえ、保有資産の保有の見直しを進めた。平成２７年度には、大気拡散実験棟を廃止した。また、

生態系研究フィールドⅡについては、当該フィールドで実施している研究が平成２７年度に終了したことから、

当該フィールドにおける機能を国環研本構の敷地内を含む他の場所に確保し、速やかに、国庫納付することとし

ている。 
 
（２）第３期中期計画期間内において、研究施設や高額な研究機器について、中期計画等に基づき計画的・効率

的な利活用を図るために必要な更新、整備等を行った（資料４６）。また、第４期中長期計画（平成２８年４月

～）の策定への反映を念頭に置いた大型施設のあり方を検討するために、大型施設検討委員会を設置・開催し、

各施設の詳細な現状把握を行い結果をとりまとめ、第４期中長期計画（平成２８年４月～）の策定へ向けて適正

かつ効率的な施設運用のための検討を行った。 
 
（３）東日本大震災の復旧・復興に貢献するため、災害環境研究への取組、特に、新たに震災放射線関連研究へ

の取組が必要となったことから、平成２４年度につくば本部の既存施設を改修して新たに震災放射線研究エリア

を創出した。また、福島県南相馬市の放射線対策総合センター内にフィールド調査用の実験室（南相馬実験室）

を設置し、採取した環境試料等の選別および分析前処理等に必要な設備機器類を整備した。 
その後、災害環境研究については、効率的・効果的な実施を図るため、放射線による環境汚染・健康被害の防

止について最大限配慮した管理体制のもと、つくば本部および南相馬実験室の震災放射線研究エリアにおいて震

災放射線研究に関連する研究基盤整備を進めた。さらに、福島県が整備する環境創造センターについては、平成

２８年度より国環研の新たな現地研究拠点となることから、施設設計に向けた福島県・ＪＡＥＡとの協議・調整

の場に参画し、つくば本部と連携して効率的・効果的な整備・運用が図られるよう検討を進めた。 
 
２．研究施設の効率的な利用の推進等 
（１）スペース課金制度実施規定に基づき、各ユニット長が業務方針・計画に照らして真に必要なスペースの規

模、利用頻度の少ない機器・物件の整理・効率課の可能性を毎年検討し、不用スペースを返還することとしてお

り、平成２３年度から５年間の合計で２，２６９㎡のスペースについて利用再配分を決定する等、スペースの効

率的な利用を図った（資料４７）。 
 
（２）研究施設の保守管理については、老朽化した施設の改修等を行うとともに、耐震改修工事についても計画

的に行った（資料４５）。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料４５ 完了した主要営繕工事 
資料４６ 研究基盤整備の概要 
資料４７ スペース課金制度の概要と実施状況 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①保有資産の見直しは適切に実施されているか 
(a)研究所における大型研究施設や高額な研究機器に係る現状把握、及び必要な更新、整備等の状況 

大型施設のあり方を検討するために、大型施設検討委員会を開催し各施設の現状を把握しており評価できる。

その結果に基づき廃止する施設や機器の処遇の決定と新たな大型施設や機器の設置を検討しており、第４期中長

期において効率的な施設運用を行うことが可能となっており評価できる。【Ｂ】 



98 
 

②研究施設の効率的な利用の推進等は適切に実施されているか 
(a)スペース利用の効率化の状況 

スペース課金制度実施規定に基づき５年間の合計で２，２６９㎡のスペース再配分を行う等、研究施設の有効

活用を行っており評価できる。【Ａ】 
 
(b)既存施設の計画的な改修・保守管理状況 

研究施設の保守管理については、老朽化した施設の改修等を行うとともに、耐震改修工事を計画的に進めてお

り評価できる。また、当初計画にはなかった改正水質汚濁防止法に対応するための実験排水施設更新工事を平成

２４年度補正予算により実施し、所全体の調整及びつくば市との協議を適切に行い大規模な工事を完了させてお

り評価できる。【Ｂ】 
 
総合評価 
東日本大震災に伴い新たに必要となった災害環境研究のための実施スペースの確保については、既存施設の利

用を見直すことで震災放射線研究エリアという新しいスペースを確保するほか、福島県内にフィールド調査用の

実験室を確保することにより対応しており評価できる。既存施設についても、大型研究施設や高額な研究機器に

係る現状把握及び必要な更新、整備等の状況、スペース利用の効率化の状況、既存施設の計画的な改修・保守管

理状況については、上記のとおり適切に実施されており、所期の目標を達成できた。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 東日本大震災後、新たに必要となった災害環境研究

のための実施スペースについては、既存施設を改修し

て震災放射線研究エリアを確保したほか、福島県内に

フィールド調査用の実験室を整備した。既存施設につ

いても、大型研究施設や高額な研究機器の現状を把握

し、必要な更新、計画的な改修等を適切に実施してい

る。 
引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
なお、保有資産の見直しについては、「独立行政法

人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12
月７日閣議決定）及び「独立行政法人整理合理化計画」

（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）を踏まえ、平成

27 年度をもって研究が終了するフィールドについ

て、所定の手続の下に適切に対応されたい。 

＜評定に至った理由＞  
①  保有資産の見直しは適切に実施されているか 
・平成２７年度をもって研究が終了する生態系フィー

ルドⅡについて、平成２８年度中に国庫返納手続が終

了するよう事前調査等の準備を実施した。 
② 研究施設の効率的な利用の推進等は適切に実施され

ているか 
・つくば本講の既存施設を改修した震災放射線研究エ

リアや福島県内にフィールド調査用実験室を確保。 
・スペース課金制度によるスペースの再配分を実施し

た（５年間で 計２，２６９㎡）。 
各年度においては、２３年度 ９５９㎡、２４年度 

８７２㎡、２５年度 ２８１㎡、２６年度 ０㎡、

２７年度 １５７㎡ という実績であり、東日本大

震災後の２年は、活発な再配分が実施されたと判断

した。 
・老朽化した施設の改修及び耐震工事について計画的

に実施した。 
・大型施設検討委員会による現状把握と第４期中長期

計画に向けた施設運用の検討を実施した。 
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４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・東日本大震災に伴い新たに必要となった災害環境研究のための実施スペースの確保は十分に評価できる。 
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３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第３ ５．情報技術等を活用した業務の効率化＞ 

（１）各種業務の効率化に資するため、コンピュータシステムに関する最適化計画に基づくこれまでの取組を踏

まえ、所内ネットワークシステム及び人事・給与システム、会計システム等の基幹システムの適切な管理・運用

を行う。 
（２）研究業務の効率化に資するため、研究関連情報データベースを適切に運用する。 
（３）情報セキュリティポリシー及び実施手順等に従い適切な情報セキュリティ対策を進めるとともに、自己点

検等の結果を踏まえ、運用の適切な見直しを行う。さらに、情報端末やソフトウェア資産等の集中管理を進める。 
 （２）中期計画 
 ＜第２ ５．情報技術等を活用した業務の効率化＞ 

（１）各種業務の効率化に資するため、コンピュータシステムに関する最適化計画に基づくこれまでの取組を踏

まえ、所内ネットワークシステム及び人事・給与システム、会計システム等の基幹システムの適切な管理・運用

を行う。 
（２）研究業務の効率化に資するため、以下の取組を行う。 

ア．研究関連情報データベースを適切に運用する。 
イ．研究に必要な文献等の効率的な入手と利用管理のため、電子ジャーナルシステムの利用を促進する。 
ウ．環境観測データに係るテレメータシステムを引き続き活用する。 

（３）情報セキュリティポリシー及び実施手順等に従い適切な情報セキュリティ対策を進めるとともに、自己点

検等の結果を踏まえ、運用の適切な見直しを行う。更に、情報端末やソフトウェア資産等の集中管理を進める。 

 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①情報技術等を活用した各種業務（研究業務除く）の

効率化は適切に実施されているか 
 

(a)イントラネット等、所内ネットワークシステムの管

理・運用状況 
(b)人事・給与システム、会計システム等の業務システ

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ ５． 情報技術等を活用した業務の効率化 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値等、必要

な情報 

(参考指標)         

情報セキュリ

ティ研修の受

講率(%) 

－ － 76.0 80.2 89.3 100 100  

情報セキュリ

ティに係る自

己点検の実施

率(%) 

－ － 55.6 37.5 65.3 91.5 100   

         

         

４ 項目別評定調書 （第２ 業務運営の効率化に関する事項 ） 
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ムの管理・運用状況 
②情報技術等を活用した研究業務の効率化は適切に実

施されているか 
 

(a)研究関連データベースの運用状況 
(b)電子ジャーナルシステムの利用促進状況 
(c)テレメータシステムの運用状況 

③情報セキュリティ対策は適切に実施されているか (a)情報セキュリティ研修の受講状況 
(b)情報セキュリティに係る自己点検の実施状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．「国立環境研究所コンピュータシステム最適化計画」（資料４８）に基づき導入した、コンピュータシステム

及びネットワークシステムの調達については、今中期計画中にそれぞれ調達のための入札を実施し、平成２５年

３月にネットワークシステムを、平成２５年６月にコンピュータシステムをそれぞれ更新し、本システムの安定

運用を行った。平成２７年６月には、スーパーコンピュータシステムの性能強化を遅滞なく実施し、安定稼働を

行っている。  
また、外部ネットワーク回線である、つくばＷＡＮが平成２７年度末をもって運用を終了したことから、新た

なネットワーク回線として、国立情報学研究所が運用する学術情報ネットワーク（ＳＩＮＥＴ）への接続のため

の切り替え作業を平成２７年度内に適切に実施した。 
さらに、主として企画部及び総務部等の管理部門対象とし、情報技術を活用した業務の効率化のため、以下の

支援を行った。これらの支援は、今後も継続して行っていくこととしている。 
ア．業務用ＰＣ一括管理システムの運用管理 
イ．職員等基本データベースシステムの更新・運用 
ウ．研究関連情報データベースの更新・運用 
エ．各種データベースシステム（内部・外部）開発・運用 
オ．各種システムの運用支援（人事･給与システム／会計システム） 
カ．複合機認証プリント機能（複合機の最適配置）支援 

 
２．人事・給与システムを適正かつ安定的に稼働させることにより、給与の支払業務の効率化・最適化を図ると

ともに、会計システムを適正かつ安定的に稼働させることにより、会計業務の効率化と正確性の向上を図った。 
 
３．研究基盤としての様々なデータベース（地球環境モニタリングデータ、温室効果ガス排出量、化学物質の安

全情報や測定法、全国の大気・水質に関する環境数値情報、侵入生物の生態学的情報等）等、合計６４件のデー

タベースを国環研のホームページから提供した。また、研究業務効率化支援として、研究関連情報データベース

（研究者データベース、研究課題データベース、研究成果データベース）を適切に運用するとともに、研究部門

からの要望に応じたデータベースの設計・開発を行う等、ＩＴ関連の技術支援を行った。 
  
４．電子ジャーナル等を研究者が円滑に検索・利用できるようイントラネット上の「国立環境研究所ジャーナル

ポータル」を適正に運用するとともに、非購読ジャーナルについても論文単位で入手できるように整備する等、

サービス向上と事務の効率化を図った。さらに、独立行政法人図書館コンソーシアム連絡会のメンバー機関と電

子ジャーナルの購読コスト削減に関する意見交換・検討を行うとともに、利用統計に基づいたコスト対比を行い、

高コストジャーナルを論文単位での購入に切り替える等のコスト削減を行った。 
  
５．ネットワークシステムを活用した、環境観測データのテレメータシステムを効率的に運用し、落石岬（北海

道）や波照間島（沖縄県）等所外にある遠隔地施設での環境観測結果ならびに観測所管理データ等をリアルタイ
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ムで安定的かつ安全に国環研に転送した。また、海外サイトでのデータ転送等についてシステムの検討を行った。 
  
６．所内情報セキュリティ対策を適切に実施するとともに、情報セキュリティ対策の重要性を周知することを目

的に、国立環境研究所情報セキュリティポリシー（資料４９）及び実施手順書等に基づく情報セキュリティ教育

として、所内全職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施してきた。平成２６年度には平成２７年３月に改

定した情報セキュリティポリシーの内容を事前に盛り込んだ形で実施した。また、平成２７年度においては、前

年度に研修を受講した者を対象に、ｅラーニングによる研修を新たに導入し、効率的かつ効果的な教育の実施に

努めた。さらに、外国人の研究者及びスタッフ向けに英語による研修を引き続き実施するとともに、研修実施期

間中に参加できなかった者に対しては、集合型研修の内容を動画配信するなど教育の徹底に努めた。これらの結

果、研修受講率は、平成２６年度以降１００％を達成している。 
 
７．情報セキュリティ研修の結果を踏まえ、情報セキュリティ対策に係る自己点検を実施しており、平成２６年

度からは、外国人の研究者及びスタッフ向けに英語の自己点検も実施するなど、情報セキュリティ対策の重要性

が所内全職員により一層浸透するよう努めた。自己点検実施率は、平成２７年度は１００％を達成した。 
 
８．平成２７年度は、日本年金機構の個人情報流出問題を踏まえ、情報セキュリティ対策強化実施計画を策定し

た。具体的には、標的型攻撃に対する注意喚起、意識の啓発を図ることを目的として、標的型攻撃メール訓練を

実施するとともに、セキュリティインシデント発生時における対処手順等を定めたＣＳＩＲＴ（Computer 
Security Incident Response Team、シーサート）運用手順書の整備及びＣＳＩＲＴの設置を行った。また、セキ

ュリティ対策向上に資する機器の導入や情報の機密性に対応したネットワークシステムの再構築を行い、情報セ

キュリティ対策をより一層強化した。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料４８ 国立環境研究所コンピュータシステム最適化計画（概要） 
資料４９ 国立環境研究所情報セキュリティポリシーの概要 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①情報技術等を活用した各種業務（研究業務除く）の効率化は適切に実施されているか 
(a)イントラネット等、所内ネットワークシステムの管理・運用状況 

平成２５年３月にネットワークシステムを、平成２５年６月にコンピュータシステムの更新を着実に実施する

とともに、イントラネット上での業務用データベースの活用を引き続き適切に実施することにより、各種業務の

効率化に寄与しており評価できる。また、平成２７年６月にスーパーコンピュータの性能強化を遅滞なく実施し、

安定稼働できており評価できる。また、外部ネットワーク回線である、つくばＷＡＮが平成２７年度末をもって

運用を終了したことから、新たな外部ネットワーク回線である学術情報ネットワーク（ＳＩＮＥＴ）への接続切

り替え作業を平成２７年度内に遅延なく実施しており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)人事・給与システム、会計システム等の業務システムの管理・運用状況 

人事・給与システムについては、法令改正・規則改正等に合わせシステムの内容の変更を行うだけでなく、安

定的な運用ができるよう設定等の適宜見直しを随時行うことにより、給与支払い業務の効率化・最適化を図って

おり評価できる。 
また、会計システムを導入することにより、予算・決算業務、契約業務、収入・支出業務、旅費業務及び資産

管理業務の効率化と正確性の向上を図っており評価できる。【Ｂ】 
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今後も、所内における効率的かつ合理的なシステムの導入の検討を引き続き実施し、効果的な仕組みを構築で

きるよう取り組む。 
 
②情報技術等を活用した研究業務の効率化は適切に実施されているか 
(a)研究関連データベースの運用状況 

従来から運用しているものを含めた合計６４件の各種データベースについて、引き続き安定的に運用、提供す

るとともに、研究業務の効率化支援として研究関連情報データベースを適切に運用し、研究部門からの要望に応

じたデータベースの設計・開発を行う等のＩＴ関連の技術支援を行い、研究業務の効率化に寄与しており評価で

きる。【Ｂ】 
 
(b)電子ジャーナルシステムの利用促進状況 

イントラネット上の「国立環境研究所ジャーナルポータル」を適正に運用するとともに、非購読ジャーナルに

ついても論文単位で入手できるように整備すること等により、サービス向上と事務の効率化を図っており評価で

きる。また、利用統計に基づいたコスト対比を行い、高コストジャーナルを論文単位での購入に切り替える等の

コスト削減を図っており評価できる。【Ｂ】 
 
(c)テレメータシステムの運用状況 

ネットワークシステムを活用した、環境観測データのテレメータシステムを効率的に運用し、落石岬や波照間

島等所外にある遠隔地施設での環境観測結果ならびに観測所管理データ等をリアルタイムで安定的かつ安全に

国環研に転送しており評価できる。【Ｂ】 
 
３．情報セキュリティ対策 
(a)情報セキュリティ研修の受講状況 

情報セキュリティ研修については、平成２７年度より新たにｅラーニングによるオンライン研修を実施してお

り、効率的かつ効果的な方法によって教育を実施した点を評価できる。また、研修受講率も平成２６年度以降１

００％となっており、高い水準の受講状況となっている点を評価できる。【Ｂ】 
 

(b)情報セキュリティ対策に係る自己点検の実施状況 
情報セキュリティ対策に係る自己点検について、より情報セキュリティ対策が浸透するよう、平成２６年度か

ら外国人の研究者及びスタッフ向けに英語版もあわせて実施することで、全所的な点検が実施できるようにして

おり評価できる。また、自己点検実施率も平成２７年度は１００％となっており評価できる。【Ｂ】 
 
(c)その他 

日本年金機構の問題を踏まえた対処を盛り込んだ情報セキュリティ対策強化実施計画を策定し、新たに、標的

型攻撃メール訓練、ＣＳＩＲＴの設置、セキュリティ対策強化のためのネットワークシステムの再構築等を行い、

大いに評価できる。【Ａ】 
 
総合評価 
上記のとおり、情報技術等を活用した業務の効率化については、情報技術等を活用した各種業務の効率化、情

報技術等を活用した研究業務の効率化、情報セキュリティ対策等を適切に実施しており、評価できる。特に情報

セキュリティ対策の一環として実施している情報セキュリティ研修及び自己点検については、平成２６年度及び

平成２７年度は高い水準で実施しており評価できる。また、平成２７年度においては、日本年金機構の個人情報
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流出問題を踏まえ、情報セキュリティ対策強化実施計画を策定し、情報セキュリティ対策の更なる強化を行って

おり、所期の目標を達成したと評価できる。今後とも引き続きこれらの業務を適切に実施する。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 人事・給与システム等の各種業務の効率化、研究部

門の要望に応じた研究関連情報データベース等によ

る研究業務の効率化、電子ジャーナルのサービス向上

など、適切に実施されている。情報セキュリティ対策

においては、情報セキュリティ研修において、平成

26 年度に受講率 100％を達成するなど、確実に成果

を挙げている。特に、情報セキュリティについては、

サイバー攻撃等による個人情報流出等の危険を回避

するため、セキュリティインシデント発生時の手続き

等の明確化を図り、職員に周知を徹底する等、万全の

策を講ずることが必要である。 
引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
また、平成 28 年度からは、福島県三春町に、災害

環境研究の推進拠点となる福島支部が開設されるこ

とから、つくば本講と福島支部の連絡調整・情報共有

の円滑化を図るため、情報技術等を活用した会議シス

テムの導入を検討されたい。 

＜評定に至った理由＞  
① 情報技術等を活用した各種業務（研究業務除く）の

効率化は適切に実施されているか 
・平成２５年に更新したコンピュータシステム及びネ

ットワークシステムの安定運用を実施した。 
・スーパーコンピュータシステムの機能強化を図った。 
・人事給与システム及び会計システムについて適正か

つ安定的な運用を実施した。 
② 情報技術等を活用した研究業務の効率化は適切に実

施されているか 
・研究基盤としてのデータベースを６４件提供し、研

究関連情報データベースの適切な運用を実施した。  
②  情報セキュリティ対策は適切に実施されているか 
・情報セキュリティ研修に加え、新たに e ラーニング

によるオンライン研修を実施した。 
・「情報セキュリティ対策強化実施計画」を策定し、情

報セキュリティ対策の一層の強化を図った。  
 

＜今後の課題＞   
第４期中長期目標期間においては、福島支部を含め、

万全な情報セキュリティ対策等を講じられたい。 

 
４．その他参考情報 
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３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第３ ６．業務における環境配慮等＞ 

業務に当たっては、物品及びサービスの購入・使用並びに施設の整備及び維持管理に際しての環境配慮を徹底

するために、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく政府の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出

の抑制等のための実行計画に定められた目標を踏まえ、その目標を達成している状況の維持を図ることや、「国

等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく環境負荷の低減に資する物品調達を進めること等に

より、電気・ガス等の資源・エネルギー使用の削減、廃棄物の減量化、リサイクル及び適正処理の徹底、化学物

質管理の強化に努めるなど自主的な環境管理に積極的に取り組む。 
また、業務における環境配慮の成果を毎年度取りまとめ、環境報告書として公表する。 

 （２）中期計画 

 ＜第２ ６．業務における環境配慮等＞ 
国環研は、我が国の環境研究の中核的機関であることから、自らの業務における環境配慮についても一層の徹

底とともに、先導的に環境負荷の低減を図ることとし、以下の取組を推進する。 
（１）物品及びサービスの購入・使用に当たっては、環境配慮を徹底する。その際、政府の「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針」に示されている特定調達物品ごとの判断基準を満足する物品等を 100％調達する。ま

た、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。 
（２）温室効果ガスについては、一層の削減を図ることとし、平成１３年度比で２５％以上削減することを目標

とする。 
（３）上水使用量については、これまでに整備した実験廃水の構内での再利用施設を引き続き活用する他、所内

の給水装置を調査し、可能な限り節水機器の導入を図ることで一層の使用量削減を目指す。 
（４）廃棄物の適正管理を進めるとともに、廃棄物発生量については、リユースの一層の推進を図るため、不要

物の情報提供を行う所内ネットワークシステムを使いやすく改良する等、一層の廃棄物発生量の削減を目指す。 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ ６． 業務における環境配慮等 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標期

間最終年度値

等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 

(評価指標)         

CO2 総排出量

(t)（平成 13 年

度比） 

平成 13 年

度比 25%
以上削減 

20,866 
(平成 13 年度) 

12,767 
(-38.8%) 

12,767 
(-38.8%) 

14,141 
(-32.2%) 

13,599 
(-34.8%) 

12,859 
(-38.4%) 

 

(参考指標)         

年間を通した

電力消費量

( Mwh)  

－ 29,264  
(平成 22 年度) 

23,457 
(-19.8％) 

25,324 
(-13.4％) 

26,163 
(-10.6％) 

25,217 
(-13.8％) 

24,404 
(-16.6%) 

東日本大震災発生前の

平成 22 年度を参考値

とした 
床面積当たり

の上水使用料

( m3/㎡)  

－ 2.16  
(平成 13 年度) 

1.00 
(-53.7％) 

1.07 
(-50.5％) 

1.04 
(-51.9％) 

0.89 
(-58.8％) 

0.91 
(-57.9%) 

CO2 総排出量の基準

年度である平成 13 年

度を参考値とした 
         

４ 項目別評定調書 （ 第２ 業務運営の効率化に関する事項 ） 



106 
 

（５）施設整備や維持管理に際しての環境負荷の低減の観点からの取組や、化学物質の管理の強化、通勤に伴う

環境負荷削減の取組を奨励する等自主的な環境配慮の推進に努める。 
（６）業務における環境配慮については、所内に設置されている環境配慮の推進体制の下、職員の協力を得つつ

必要な対策を進め、その成果を毎年取りまとめ環境報告書として公表する。 
（７）また、国環研では国民の環境保全に対する関心を高め、環境問題に関する科学的理解と研究活動へ理解を

増進するため、研究活動・研究成果の積極的な発信に努めることとしているが、更に国民の環境配慮の取組を増

進させるために、国環研の業務における環境配慮の取組・成果についても同様に積極的な発信に努める。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①業務における環境配慮の徹底・環境負荷の低減は適

切に実施されているか 
(a)環境配慮の徹底による環境負荷の低減等の成果（環

境報告書の作成・公表、環境マネジメントシステム

の運用状況、環境負荷の低減状況） 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．環境配慮憲章に基づく環境配慮 
国環研が定めた環境配慮憲章（資料５０）に基づき、環境管理委員会及び安全管理委員会等の所内管理体制を

活かして、環境配慮の着実な実施を図った。主な取組は、以下のとおりである。 
 
２．グリーン調達の実施 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に基づき、国環研として策定した「環

境物品等の調達の推進を図るための方針」により、環境に配慮した物品及びサービスの調達を行った。 
 
３．省エネルギー等の取組 
（１）省エネルギーの計画的推進のため、国立研究開発法人国立環境研究所環境配慮に関する基本方針（資料５

２）における「省エネルギーに関する基本方針」に基づき、研究計画との調整を図りつつ、エネルギー管理のき

め細かな対応等に取り組んだ。また、夏季冷房の室温設定を２８℃、冬季暖房の室温設定を１９℃に維持するよ

う努めた。 
 
（２）平成２３年３月の東日本大震災後に電力削減義務を課せられたことにより、研究所の節電アクションプラ

ンを作成し、節電対策の実施状況や対策の指示などを行うために、節電対策本部が設置された。電力単価の大幅

なアップを考慮し、夏季及び冬季のピークカットとともに通年での節電に取り組んだ。その結果、平成２７年度

は、夏季の電力消費量は東日本大震災発生前の平成２２年度に比べて７４．５％に、また、ピーク電力は７３．

４％に抑制することができた。なお、夏季のみならず冬季においても職員に対し節電の取組について呼びかけた

結果、年間を通した電力消費量は平成２２年度に比べて８３．４％に抑制することができた。 
 
（３）平成２７年度における電気・ガス等使用量から推計されるＣＯ２総排出量は１２，８５９ｔであり、平成

１３年度（２０，８６６ｔ）比（*）で３８．４％の削減となった。なお、環境省が公表している平成２７年度

排出係数を用いた場合では２２．７％の削減となる（資料５３）。 
（*）「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」

（平成１９年３月３１日閣議決定）で定めた基準年度。（以下「政府計画の基準年度」という。） 
（４）床面積当たりの上水使用量については、平成１２年１２月に一般実験廃水の再利用施設を整備し、平成１

３年度以降順調に稼動していることや、節水に関して職員の意識を向上させる取組の実施等により、平成２７年

度には０．９１㎥／㎡に減少し、平成１３年度（*）（２．１６㎥／㎡）比で５７．９％の削減となった。 
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（*）政府計画の基準年度 
 
４．廃棄物・リサイクルの取組 
（１）国立研究開発法人国立環境研究所環境配慮に関する基本方針（資料５２）における「廃棄物・リサイクル

に関する基本方針」に基づき、平成２６年１２月１日よりプラスチック容器等の分別収集を始め、廃棄物の分別

収集を従前より徹底するとともに、広報活動等による周知・啓発を図り、廃棄物の減量化及びリサイクルに努め

た。また、廃棄物等の発生量を日々計測し、集計整理した。 
平成２７年度より、老朽化した所内一般廃棄物用焼却炉の更新を行わず、所外運搬処理とし、つくば市クリー

ンセンターにて熱回収が行われた（資料５４）。 
 
（２）廃棄物の排出抑制・減量化については、分別の徹底や、会議のペーパーレス化によるコピー用紙の削減等

を着実に実施した。 
 
５．化学物質等の適正管理 
（１）国立研究開発法人国立環境研究所環境配慮に関する基本方針（資料５２）における「化学物質のリスク管

理に関する基本方針」に基づき、イントラネットを用いた化学物質管理システムの運用により薬品の貯蔵・使用

の正確な実態の把握に努めた。また、平成２７年度に、労働安全衛生法の改正により平成２８年６月から化学物

質のリスクアセスメントの実施が義務化されることに伴い、有機溶剤等の取り扱いを含めた「化学物質のリスク

アセスメントと取り扱いについて」をテーマとする労働安全衛生セミナーを実施し、効果的な管理や取扱いに関

する教育を実施した。 
 
（２）「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（以下「ＰＲＴＲ法」とい

う。）に基づき、ダイオキシン類の環境排出量の届出を行うとともに、同法に基づく届出対象の基準に達しなか

った化学物質についても、使用状況に関する所内調査により排出・移動量の見積りを自主的に行った（資料５５）。 
 
６．アスベスト対策の実施 

アスベスト対策については、対策が必要とされた１６棟のうち、平成２７年度末までに、技術的に撤去が不可

能な動物棟機械室を残して１５棟のアスベスト除去工事が完了した。 
 
７．環境配慮の取組状況の公表 

環境配慮について取りまとめた、「環境報告書」を毎年度作成し、ホームページ等で公表した。また、国環研

の一般公開の際に環境配慮の取組実例とあわせて紹介した。 
 
８．環境マネジメントシステムの運用 

環境に配慮した取組の一層の充実を図るため、平成１９年４月に策定した「環境マネジメントシステム運営規

程」に基づき、つくば本構を対象として環境マネジメントシステムを運用した（資料５６）。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料５０ 国立研究開発法人国立環境研究所環境配慮憲章 
資料５２ 国立研究開発法人国立環境研究所環境配慮に関する基本方針 
資料５３ 所内エネルギー使用量・ＣＯ２排出量・上水使用量の状況 
資料５４ 廃棄物等の発生量 
資料５５ 排出・移動された化学物質量 
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資料５６ 環境マネジメントシステムの実施概要 

 ②自己評価 

  総合評価 
①業務における環境配慮の徹底・環境負荷の低減は適切に実施されているか 
(a)環境配慮の徹底による環境負荷の低減等の成果（環境報告書の作成・公表、環境マネジメントシステムの運用

状況、環境負荷の低減状況） 
省エネルギー等の取組については、東日本大震災を契機とした節電アクションプランに基づく夏季の節電対策

の強化により、電力消費量は震災前よりかなり低い水準で推移しており評価できる。施設面からも、ＥＳＣＯ事

業（平成１７年７月１日～平成２３年６月３０日）の着実な推進により、大幅な省エネルギー・ＣＯ２削減が図

られてきたが、太陽光パネルの増設等、引き続き省エネルギー等の推進に努めており評価できる。 

廃棄物・リサイクルの取組については、引き続き処理・処分の対象となる廃棄物の発生量について削減に努め

るほか、分別により循環利用の用途に供される廃棄物等についても削減を図る。 

化学物質等の管理については、引き続き体制の整備を進め化学物質管理システムを運用した。また、「化学物

質のリスクアセスメントと取り扱いについて」をテーマとする労働安全衛生セミナーを引き続き実施し、化学物

質等の効果的管理、取扱いに関する教育を実施した。所内アスベスト対策については、引き続き職員とのリスク

コミュニケーションに努めて、その着実な実施を図った。 

平成２７年度の環境報告書については、平成２８年６月に公表予定である。 

平成１９年度に開始した環境マネジメントシステムは、平成２７年度も概ね順調に運用できた。引き続き、そ

の着実な運用に努めるとともに、より国環研の実態に即したシステムとなるよう検討を進めた。 

上記のとおり、着実な業務運営がなされており、所期の目標を達成したと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 環境配慮（環境マネジメントシステム）は、夏季の

節電をはじめとするエネルギー使用量及び上水使用

量の抑制など、その運用により具体的な成果を上げて

いる。引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取

組を継続することで、中期目標等に掲げる目標につい

ては、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
今後も、国立環境研究所環境配慮憲章及び環境マネ

ジメントシステム運営規程により、着実な運用に努

め、より国環研の実態に即したシステムとなるよう改

善を検討されたい。 

＜評定に至った理由＞  
① 業務における環境配慮の徹底・環境負荷の低減は適

切に実施されているか 
・環境配慮に関する基本方針及び環境マネジメントシ

ステム運営規程に基づき、電気・ガス・上水の節約、

廃棄物等発生量の削減に努めた。 
・ CO2 総排出量について、第３期中期目標期間のすべ

ての年度において、対平成１３年度比２５％以上の削

減目標を達成した。 
・グリーン調達や廃棄物リサイクル、化学物質管理シ

ステムの運用等による適正管理を行い、アスベスト除

去工事、職員教育の実施など、環境配慮の取組を着実

に実施した。 
 

＜今後の課題＞  
 第４期中長期目標期間においては、福島支部を含め、

一層の環境配慮を実施されたい。 
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４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・環境マネジメントシステムが第３期中期目標期間中も順調に運用できたことは評価できる。今後のさらなる向上

が望まれる。 
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２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 （１）中期目標 
 ＜第３ ７．内部統制の推進＞ 

適切な内部統制を確保し、業務運営の適正化・効率化を図るため、以下のとおり進行管理を行う。 
（１）研究の実施に当たっては、 毎年度の研究計画を計画年度等の妥当性を精査しつつ作成・公表するととも

に、研究責任者による進行管理に加えて、外部の専門家の評価・助言を受け、研究所全体としてフォローアップ

を行う。 
（２）業務運営については、毎年度、理事長等によるユニット評価や業務実績報告書の作成を通じた自己点検を

行い、その結果を翌年度の業務に反映するなど、業務運営の改善を促進する。 
（３）理事会に加え、ユニット長会議や研究評価委員会を定期的に開催し、適切な進行管理を行う。 
（４）社会的信頼に応える良質な業務運営管理の確保するため、コンプライアンス基本方針に基づく取組を進め

るとともに、監査結果を一層適切に活用する。特にコンプライアンス委員会において、その体制の強化や取組状

況のフォローアップを行う。 
 （２）中期計画 
 ＜第２ ７．内部統制の推進＞ 

適切な内部統制を確保し、業務運営の適正化・効率化を図るため、以下のとおり進行管理を行う。 
（１）研究の実施に当たっては、毎年度の研究計画を計画年度等の妥当性を精査しつつ作成・公表するとともに、

研究センター長やプログラム総括者等による進行管理に加えて、外部の専門家の評価・助言を受け、研究所全体

としてフォローアップを行う。 
（２）業務運営については、毎年度、理事長等によるユニット評価や業務実績報告書の作成を通じた自己点検を

行い、その結果を翌年度の業務に反映するなど、業務運営の改善を促進する。 
（３）理事会に加え、ユニット長会議や研究評価委員会を定期的に開催し、適切な進行管理を行う。 
（４）社会的信頼に応える良質な業務運営管理の体制を確保するため、コンプライアンス基本方針に基づく取組

を進めるとともに、監査結果を一層適切に活用する。特にコンプライアンス委員会において、その体制の強化や

取組状況のフォローアップを行うとともに、法令違反が生じないよう、業務に即したチェックリストを作成し、

必要な点検を実施する。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①業務の進行管理は適切に実施されているか (a)研究業務に対する研究責任者の研究内容の調整・進

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ ７． 内部統制の推進 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

４ 項目別評定調書 （ 第２ 業務運営の効率化に関する事項、） 
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 行管理の実施状況 
(b)外部の専門家による研究評価・助言を受けた対応状

況 
(c)階層的な所内会議等を活用した進行管理の実施状況 

②コンプライアンスは確実に実施されているか 
 

(a)コンプライアンス委員会の取組状況 
(b)職員のコンプライアンス意識の向上を図るための研

修等の実施状況 
③監査は適切に実施されているか (a)監事監査の実施状況 

(b)内部監査の実施状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．研究計画については、環境研究の柱となる研究分野、課題対応型の研究プログラム、環境研究の基盤整備及

び災害環境研究を対象に、各年度ごとの研究計画を作成し、ホームページで公表した。また、平成２８年度の研

究計画の作成も進めた。研究活動については、国環研内部で各研究センター長やプログラム総括を中心に研究の

進行管理を行った。平成２３年度以降（第３期中期計画開始以降）、毎年、外部研究評価委員による年度評価を

受けるとともに、平成２７年度には第３期中期計画の事後評価も受けた（平成２７年１２月１８日）。外部研究

評価委員会による評価及び意見等を内部の研究評価委員会等で検討し、今後の研究の進め方に活用・反映した。

さらに、この評価および意見に対する国環研の考え方をとりまとめ、公表した。課題対応型の研究プログラムで

は、所内外の識者による研究プログラム助言会合や国外の識者による個別の助言も受け、今後の研究の進め方に

活用・反映させた。また、平成２７年８月には国際アドバイザリーボードを開催し、研究所で進めている研究全

体に対して国外の識者から助言を受け、得られた助言をとりまとめた報告書を作成して、研究所ホームページで

公表した。報告書の内容は、第４期中長期計画等に反映させた。さらに、平成２７年度は第４期中長期計画（平

成２８年４月〜）の事前評価を受けた（平成２８年３月１５日）。その結果は平成２８年６月に公表する。 
 
２．環境情報の収集・整理・提供を担う環境情報センターを、平成２３年度から環境情報部として企画部・総務

部と同じ管理部門に統合し、運営の効率化と研究支援の強化を図った。 
 
３．さらに、所内各層で研究所のミッション、課題等を共有しつつ、対応を検討・周知する体制として、理事会

に加え、幹部会、研究評価委員会、室長クラス以上で構成する運営協議会等を定期的（原則毎月）に開催した。

また、各種委員会を設置し、特定テーマの検討を効率的・効果的に進めた（資料５７）。 
このほか、理事長のマネジメントを支援する体制として、理事長、理事、審議役及び管理部門の部長等による

定例会議を開催し、所内外の状況変化を情報共有しつつ、理事長のリーダーシップの下で、国環研のミッション

を踏まえた運営上の課題（リスク）の把握、対応の方向性の検討等を行った。 
また、幹部会を活用して次期中長期計画の検討を進め、第４期中長期計画を策定した。 
 

４．コンプライアンスについては、コンプライアンス基本方針に基づく取組を進めた。特に法令違反が生じない

よう、業務に関連した関係法令リストの逐時の更新を図り、所内に周知するとともに、職員の意識の一層の向上

を図るための研修を実施するなど取組を進めた（資料３９）。 
 
５．研究不正・研究費の不正使用については、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平

成２６年８月文部科学大臣決定）及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

（平成２６年２月改正）を踏まえ、研究上の不正行為の防止等および会計業務に係る不正行為に関する所内規程
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を改正し、防止の徹底を図っている。 
 
６．内部統制全般に関する制度については、平成２７年４月より施行された独立行政法人通則法に対応し、内部

統制システムの整備に関する事項を加えた業務方法書の改正を行うとともに、新たに「国立環境研究所における

業務の適正を確保するための基本規程」を制定した。また、基本規程に基づく個別規程として、平成２８年１月

には、中長期計画の策定及び評価に関する手続き等を定めた「国立研究開発法人国立環境研究所中長期計画の策

定及び評価に関する規程」を制定した。さらに、「国立研究開発法人国立環境研究所内部統制推進規程」、「国

立研究開発法人国立環境研究所リスク管理規程」策定の準備を行った（平成２８年４月１日制定・施行）。 
 
７．監査とその結果の活用については、以下のとおりである。 
（１）監事監査 

毎年度の監事監査計画に基づき、全ての研究センター及び管理部門を対象として、有効性及び効率性、適正性

の観点から業務の進捗状況及び理事長のガバナンス、人件費及び給与水準、契約手続、業務運営上のリスクにつ

いて監査を実施した。また、毎月の理事会に監事の出席を求め、業務執行に関する重要事項について意見を求め

ている。 
なお、第三期中期計画期間が開始された平成２３年度から現在までに実施した監事監査においては、業務の執

行に係る法令違反等の重大な事実は認められていない。 
 
（２）内部監査 

毎年度の内部監査計画に基づき、所内業務の実施状況等に係る監査を実施するとともに、指摘事項に係る対応

状況の確認等のフォローアップを実施した。 
 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料３９ 研修の実施状況（Ｈ２７）（再掲） 
資料５７ 研究所内の主要委員会一覧 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
 
①業務の進行管理は適切に実施されているか 
(a)研究業務に対する研究責任者の研究内容の調整・進行管理の実施状況 

各研究センター長やプログラム総括を中心に、各年度の研究計画の作成とホームページでの公表を行うととも

に、平成２８年度研究計画の作成準備や研究の進行管理を行い、研究の促進を図っており評価できる。【Ｂ】 
 

(b)外部の専門家による研究評価・助言を受けた対応状況 
外部研究評価委員による年度評価、第３期中期計画の事後評価、第４期中長期計画（平成２８年４月〜）の事

前評価、及び国内外の専門家からの助言を受け、その評価・助言を研究計画に反映するなど今後の研究の進め方

に有効活用し適切に対応しており評価できる。【Ｂ】 
 

(c)階層的な所内会議等を活用した進行管理の実施状況 
業務運営全般については、理事長のマネジメント及び所内各層での体制の下で、中期計画及び年度計画の遂

行・進行管理に努めており評価できる。特に、幹部会を活用して次期中長期計画に向けた検討を行っており評価

できる。今後も適切な進行管理に努める。【Ｂ】 
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②コンプライアンスは確実に実施されているか 
(a)コンプライアンス委員会の取組状況 
 各種法手続きが適正に行われているかの確認を行っており評価できる。また、コンプライアンスの確実な実践

に資するため、研究業務等の遂行上関係する法令等に基づく許可・届出・報告状況を一覧表に整理した上で所内

に周知し、適正な履行の徹底に努めており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)職員のコンプライアンス意識の向上を図るための研修等の実施状況 
 平成２５年度よりコンプライアンスに係る研修を開催しており評価できる。また、出張等により受講が出来な

かった者に対しては映像研修を実施した結果、受講率が上昇しており評価できる。 
 研修については、今後も開催を予定している。【Ｂ】 
 
③監査は適切に実施されているか 
(a)監事監査の実施状況 

毎年度の監事監査計画に基づき、全ての研究センター及び管理部門を対象として、有効性及び効率性、適正性

の観点から業務の進捗状況及び理事長のガバナンス、人件費及び給与水準、契約手続、業務運営上のリスクにつ

いて監査を実施しており評価できる。また、毎月の理事会に監事の出席を求め、業務執行に関する重要事項につ

いて意見を求めており評価できる。 
なお、第三期中期計画期間が開始された平成２３年度から現在までに実施した監事監査においては、業務の執

行に係る法令違反等の重大な事実が報告されておらず評価できる。【Ｂ】 
 
(b)内部監査の実施状況 

毎年度の内部監査計画に基づき、所内業務の実施状況等に係る監査を実施するとともに、指摘事項に係る対応

状況の確認等のフォローアップを実施しており評価できる。【Ｂ】 
 

総合評価 
研究業務の進行管理については、環境研究の柱となる研究分野、課題対応型の研究プログラム、環境研究の基

盤整備及び災害環境研究等に対して研究計画を作成し、ホームページで公表を行うとともに、各研究センター長

やプログラム総括を中心に研究の進行管理を行い、研究の促進を図っており評価できる。また、毎年外部研究評

価委員による年度評価を受けるとともに、平成２７年度には国際アドバイザリーボードによる助言、第３期中期

目標期間の事後評価及び第４期中長期計画（平成２８年４月〜）の事前評価も受けており評価できる。外部研究

評価委員会による評価及び意見等を内部の研究評価委員会等で検討し、今後の研究の進め方に活用・反映した。

さらに、この評価および意見に対する国環研の考え方をとりまとめ、公表も行うなど、専門家による評価・助言

を有効活用し適切に対応しており評価できる。 
業務運営全般については、理事長のマネジメント及び所内各層での体制の下で、中期計画及び年度計画の遂

行・進行管理に努めており評価できる。なお、幹部会を活用して次期中長期計画の検討を進め、第４期中長期計

画を策定したところである。 
コンプライアンスについては、各種法手続きが適正に行われているかの確認を行うとともに、コンプライアン

スの確実な実践に資するため、研究業務等の遂行上関係する法令等に基づく許可・届出・報告状況を一覧表に整

理した上で所内に周知し、適正な履行の徹底に努めており評価できる。また、平成２５年度よりコンプライアン

スに係る研修を開催し、出張等により受講が出来なかった者に対しては映像研修を実施し、極力、未受講者の数

を減らすよう努めた。 
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また、内部統制に係る制度に関しても、研究不正や研究費の不正使用に係る所内規程を文部科学省のガイドラ

イン見直しに対応して平成２６年度に改正強化するとともに、改正通則法に対応するため業務方法書を改正し、

新たに「国立環境研究所における業務の適正を確保するための基本規程」を制定した。さらに、本基本規程に基

づく個別規程として、中長期計画の策定及び評価に関する規程や、内部統制推進規程、リスク管理規程を策定、

又はその準備をするなど、着実に整備を進めている。 
監事監査については、毎年度の監事監査計画に基づき、全ての研究センター及び管理部門を対象として、有効

性及び効率性、適正性の観点から業務の進捗状況及び理事長のガバナンス、人件費及び給与水準、契約手続、業

務運営上のリスクについて監査を実施しており評価できる。また、毎月の理事会に監事の出席を求め、業務執行

に関する重要事項について意見を求めている。内部監査については、毎年度の内部監査計画に基づき、所内業務

の実施状況等に係る監査を実施するとともに、指摘事項に係る対応状況の確認等のフォローアップを実施してお

り評価できる。なお、監事監査、内部監査ともに、特段の問題は認められなかった。 
上記のとおり、着実な業務運営がなされており、所期の目標を達成したと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 研究業務及び法人の業務運営全般の進行管理、外部

研究評価委員による評価・助言の活用状況について

は、適切に実施されている。また、幹部会を活用して

次期中長期計画に向けた検討を行っている。 
コンプライアンス委員会においては、研究業務等の

遂行上で必要な許可・届出・報告状況を一覧表に整

理・周知し、履行の徹底に努め、コンプライアンス研

修（平成 25 年度開始）も受講率の向上に努めている。 
内部統制については、研究不正や研究費の不正使用

に係る所内規定を文部科学省のガイドラインに対応

して改正し、新たに「国立環境研究所における業務の

適正を確保するための基本規程」を制定した。こうし

た所内規定を周知徹底するため、対象職員に対する研

修は漏れなく実施すべきである。 
監事監査、内部監査ともに、毎年度の計画に基づき、

適切に実施されており、内部監査の指摘事項について

は、フォローアップも行っている。 
引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
今後も、整備された規定を適切に運用するととも

に、職員のコンプライアンスや研究不正防止等への意

識の向上を図るため、内部統制の強化について検討さ

れたい。 

＜評定に至った理由＞  
①  業務の進行管理は適切に実施されているか 
 ・各研究センター長やプログラム総括を中心に進行管

理を実施した。 
 ・毎年度、外部研究評価委員会による年度評価を受け、

平成２７年度は第３期中期目標期間の期間実績評価

（事後評価）も受けた。また、平成２７年度は海外の

有識者による国際アドバイザリーボードを開催し、そ

の助言・評価を、第４期中長期計画等に反映した。 
 ・理事長のマネジメントの下、所内各層において、情

報共有・課題対応の体制を整え、第４期中長期計画の

検討にも幹部会を活用した。 
 ・平成２３年度に環境情報部（前身は環境情報センタ

ー）を企画部・総務部と同じ管理部門に統合し、運営

の効率化と研究支援を強化した。  
②  コンプライアンスは確実に実施されているか 
 ・許可・届出・報告状況を一覧表にして周知する等、

各種法手続の適正な履行を徹底した。   
 ・コンプライアンス研修（平成２５年度以降）を２回

開催する等、職員教育を着実に実施した。 
 ・研究不正や研究費の不正使用に係る所内規程を改正

し、新たに「国立環境研究所における業務の適正を確

保するための基本規程」を制定し、研究不正防止、内

部統制推進、リスク管理に関する規程の準備を行うな

ど、着実に内部統制規程の整備を実施した。  
③  監査は適切に実施されているか 
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 ・監事は、毎月の理事会に出席し、業務執行に関する

重要事項について意見を求められるほか、監事監査計

画に基づく監査を実施した。 
 ・第３期中期目標期間に実施された監事監査において、

法令違反等の重大な事実について指摘はなかった。 
 ・内部監査は、内部監査計画に基づき実施され、その

指摘事項について、フォローアップも実施した。 
 
＜今後の課題＞ 
 第４期中長期目標期間においては、福島支部を含めた 
研究業務の進行管理やコンプライアンスの徹底等、内部 
統制の強化を着実に実施されたい。 

 

 

  

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２ ８． 安全衛生管理の充実 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

 
２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値等、

必要な情報 

         

         

         

         

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 

 ＜第３ ８．安全衛生管理の充実＞ 
事故及び災害等の発生を未然に防止し、安心して研究等に取り組める環境を確保するため、職場における危険

防止・健康障害防止の措置の徹底、安全・衛生教育訓練の推進、メンタルヘルス対策等職員の健康管理への配慮

等、安全衛生管理の一層の充実を図る。 
 （２）中期計画 
 ＜第２ ８．安全衛生管理の充実＞ 

事故及び災害等の発生を未然に防止し、安心して研究等に取り組める環境を確保するため、職場における危険

防止・健康障害防止の措置の徹底、安全・衛生教育訓練の推進、メンタルヘルス対策等職員の健康管理への配慮

等、安全衛生管理の一層の充実を図る。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①健康管理は適切に実施されているか (a)健康診断の実施状況 
(b)カウンセリングの実施状況 
(c)保健指導の実施状況 

②作業環境は適切に確保されているか 
 

(a)労働安全衛生法に基づく作業環境測定の実施状況 
(b)作業環境における放射線量の測定状況 

③所内教育は適切に実施されているか (a)実験に伴う事故・災害の発生を予防する教育訓練等

の実施状況 
(b)健康管理に関するセミナーの実施状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．健康管理の状況 
（１）労働安全衛生法に基づく定期健康診断等を実施したほか、行政指導勧奨に基づく紫外線・赤外線業務等に

従事する者に対する健康診断を行った。また、希望者に人間ドック、胃がん検診及び歯科検診を実施した。 
 
（２）震災放射線研究の実施に伴い、所員の安全・安心を確保するため、同研究従事者に対し、電離放射線障害

４ 項目別評定調書 （業務運営の効率化に関する事項、） 
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防止規則と同等の健康診断を実施した。 
 
（３）職員のメンタルヘルス対策として、専門医療機関における相談や臨床心理士による特別労働相談を行う等、

随時カウンセリングが受けやすい体制を提供した。また、精神科の産業医を配置し、事業者も含めた相談・指導

等を実施した。 
 
（４）健康管理対策として、健診結果に基づき、産業医の指導の下、常勤の保健師による保健指導を行った。 
 
２．作業環境測定の実施 

適切な作業環境を確保し、職員の健康を保持するために、労働安全衛生法に基づき作業環境測定を実施した。

また、震災放射線研究の実施に伴い、定期的に構内の空間放射線量の測定を行ったほか、震災放射線研究に用い

る施設内外の作業環境測定を実施した。 
 
３．教育訓練の実施 

安全衛生管理に関する関係法令の周知等を図り、実験に伴う災害の発生を防止するため、放射線業務従事者教

育訓練等を実施した。 
 
４．健康管理に関するセミナーの実施 
 メンタルヘルス対策、生活習慣病予防対策及びがん予防啓発のためのセミナー等を実施した。 
 
５．その他 
 平成２７年１２月に改正施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施に向け、所内衛生委

員会でその実施体制、実施方法等について審議した。 
 
６．安全管理体制の強化 

事故及び災害等の発生を未然に防止し、安心して研究等に取り組める環境を確保するため、総務課に安全管理

係、衛生管理係を設置し、安全・衛生管理体制の強化を図った。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料５８ 安全衛生管理の状況 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①健康管理は適切に実施されているか 
(a)健康診断の実施状況 
労働安全衛生法で定められた定期健康診断等のほか、行政指導勧奨に基づく紫外線・赤外線業務等に従事する

者に対する健康診断を実施した。また、震災放射線研究従事者への健康診断、希望者に人間ドック、胃がん検診、

歯科検診等を幅広く実施しており評価できる。【Ｂ】 
 

(b)カウンセリングの実施状況 
メンタルヘルス対策としては、労働者が個別にカウンセリングを受けやすい体制を適切に提供した。また、精神

科の産業医を配置し、事業者も含めた相談・指導等を実施しており評価できる。【Ｂ】 
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(c)保健指導の実施状況 
保健指導については、保健師による健診結果に基づく保健指導を適切に実施しており評価できる。【Ｂ】 

 
②作業環境は適切に確保されているか 
(a)労働安全衛生法に基づく作業環境測定の実施状況 
 有機溶剤等を取り扱う実験室及び空調設備のある一般事務室において、適正な作業環境の確保とともに職員の

健康を保持するため作業環境測定、及び空気環境測定を行っており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)作業環境における放射線量の測定状況 

放射線管理区域において、適正な作業環境の確保とともに職員の健康を保持するため作業環境測定を行ってお

り評価できる。【Ｂ】 
 

③所内教育は適切に実施されているか 
(a)実験に伴う事故・災害の発生を予防する教育訓練等の実施状況 
 放射線業務従事者等に関係法令の等の周知並びに教育訓練を適切に実施しており評価できる。【Ｂ】 
 
(b)健康管理に関するセミナーの実施状況 

生活習慣病対策に関する各種セミナー、メンタルヘルスセミナー、職員の安全管理の一環としての救急救命講

習会を適切に実施しており評価できる。【Ｂ】 
 

総合評価 
健康管理においては、労働安全衛生法で定められた定期健康診断等以外に行政指導勧奨に基づく紫外線・赤外

線業務等に従事する者に対する健康診断等幅広く実施するとともに、保健師による健診結果に基づく保健指導を

実施しており評価できる。メンタルヘルス対策としては、労働者が個別にカウンセリングを受けやすい体制を提

供しており、また、平成２６年度からは新たに精神科の産業医を配置し、事業者としての相談・指導等も随時受

けられる体制としており評価できる。 
また、労働安全衛生法に基づき、有機溶剤等を取り扱う実験室、放射線管理区域及び空調設備のある一般事務

室において、適正な作業環境の確保とともに職員の健康を保持するため作業環境測定等を行っており評価でき

る。 
関係法令に基づく教育訓練の他に、事故災害の予防措置等を図るため有機溶剤の取扱いを含めた「化学物質の

リスクアセスメントと取り扱いについて」をテーマとする労働安全衛生セミナー等を開催した。その他、生活習

慣病対策に関する各種セミナー、メンタルヘルスセミナー、職員の安全管理の一環としての救急救命講習会を実

施しており評価できる。上記のとおり、健康管理、作業環境の確保、教育訓練のいずれについても適切に実施し

ており、所期の目標を達成できたことは評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 健康管理においては、労働安全衛生法で定められた

定期健康診断等以外に行政指導勧奨に基づく紫外

線・赤外線業務等に従事する者に対する健康診断等幅

広く実施するとともに、保健師による健診結果に基づ

＜評定に至った理由＞  
①  健康管理は適切に実施されているか 
・労働安全衛生法で定められた定期健康診断等、行政

指導勧奨に基づく紫外線・赤外線業務等に従事する者
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く保健指導を実施している。メンタルヘルス対策とし

ては、労働者が個別にカウンセリングを受けやすい体

制を提供しており、さらに、平成２６年度からは新た

に精神科の産業医を配置し、事業者としての相談も随

時受けられる体制が整ったことは評価する。 
また、労働安全衛生法に基づき、有機溶剤等を取り

扱う実験室、放射線管理区域及び空調設備のある一般

事務室において、適正な作業環境の確保とともに職員

の健康を保持するため作業環境測定等を行っている。 
関係法令に基づく教育訓練の他に、事故災害の予防

措置等を図るため有機溶剤取扱いのためのセミナー

の他、生活習慣病対策に関する各種セミナー、メンタ

ルヘルスセミナー、職員の安全管理の一環としての救

急救命講習会等を実施している。上記のとおり、健康

管理、作業環境の確保、教育訓練のいずれについても

適切に実施している。 
引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
 今後は、健康診断の受診率、カウンセリング利用者

数、教育訓練やセミナー等の参加者数を把握し、運用

面での改善方策があるか、検討する必要がある。職員

が安心して研究業務等に取り組めるよう、引き続き、

安全衛生管理の体制整備、運用改善に努められたい。 

に対する健康診断等を幅広く実施した。 
・メンタルヘルス対策は、専門医療機関等によるカウ

ンセリング及び精神科の産業医による相談等の体制

を整備した。常勤保健師による保健指導も実施した。 
②  作業環境は適切に確保されているか 
・労働安全衛生法に基づき、有機溶剤等を取り扱う実

験室、放射線管理区域及び空調設備のある一般事務室

において、適正に作業環境測定等を実施した。  
③  所内教育は適切に実施されているか 
・関係法令に基づく教育訓練、事故災害の予防措置等

のセミナー、各種健康セミナー等を実施した。 
 

＜今後の課題＞  
第４期中長期目標期間においては、福島支部を含め、

安全衛生管理体制の一層の充実を図られたい。 

 

 

  

４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・メンタルヘルス対策として、個別にカウンセリングを受けやすい体制を提供しており、さらに精神科の産業医を

配置したことは評価できる。 
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２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 

         

         

         

         

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 （１）中期目標 
 ＜第５ １．施設及び設備の整備に関する計画＞ 

良好な研究環境を維持するため、施設及び設備の老朽化対策を含め、業務の実施に必要な施設及び設備の計画

的な整備に努める。 
 （２）中期計画 
 ＜第９ １．施設・設備の整備及び維持管理＞ 

良好な研究環境を維持するため、施設及び設備の老朽化対策を含め、業務の実施に必要な施設及び設備の計画

的な整備に努める。 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①施設・設備の整備及び維持管理は適切に実施されて

いるか 
(a)中期計画の施設・整備に関する計画とおりに進捗し

ているか。 
(b)施設・設備の維持管理の状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 Ⅰ 業務の実績 
 中期計画の施設・設備に関する計画に基づき、計画的に施設・設備の改修を行った。また、耐震診断の結果、

耐震改修が必要と判断された建物が１６棟あり、前中期計画期間内に９棟実施済み、今期も６棟実施した。 
今期に、技術的に撤去が不可能な動物棟機械室を残して、１５棟のアスベスト除去工事が完了した。 
 第３期中期計画期間内における主な施設・設備の整備状況は以下のとおりである。東日本大震災により被害を

受けた研究所の施設・設備の被害状況を把握・調査を行い、平成２３年度の第３次補正予算により、壁等の配置

を工夫し剛性を高めるなど耐震性を向上させた復旧工事や、改正水質汚濁防止法に基づく新たな構造等基準に適

合させる改修を行うため、平成２４年度政府補正予算により、配管敷設替え工事を完了した。 
 また、所内各施設の日常的な保守・運転・監視・点検等を行うとともに、経年劣化等により故障した各種設備

類の修繕等を適切に実施した。（資料４５） 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第５ １． 施設・設備の整備及び維持管理 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

４ 項目別評定調書（ 第５ その他の業務運営に関する重要事項） 
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 ①－２ 関連する資料編 

 資料４５ 完了した主要営繕工事（再掲） 

 ②自己評価 

 ①施設・設備の整備及び維持管理は適切に実施されているか 
(a)中期計画の施設・整備に関する計画とおりに進捗しているか。 

研究施設・設備については、老朽化した施設の改修等を行うとともに、耐震改修工事を計画的に進めており評

価できる。 
 また、当初計画にはなかった平成２３年度補正予算にて東日本大震災復旧工事にて壁等の配置を工夫し剛性を

高めるなど耐震性を向上させ、平成２４年度補正予算にて改正水質汚濁防止法に基づく新たな構造等基準に適合

させる配管敷設替え工事を所全体の調整及びつくば市との協議を適切に行い大規模な工事を完了させたことは

評価できる。【Ｂ】 
(b)施設・設備の維持管理の状況 

関連予算を活用し、施設・設備の維持管理を適切に行っており評価できる。【Ｂ】 
 
総合評価 
中期計画の施設・整備に関する計画とおりに進捗しているか、施設・設備の維持管理の状況については、上記

のとおり適切に実施されており、所期の目標を達成した。なお、昭和４９年に国立公害研究所として発足以来、

順次施設を増築してきたところであるが、当初に建築された施設については４２年が経過し、現状においても法

定耐用年数を超過している施設もあり、今後の研究に支障が生じないよう老朽化対策が必要である。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 第３期中期目標期間における施設・設備の整備、維

持管理については、予算執行面も含めての検証が必要

だが、中期計画の施設及び設備の整備に関する計画に

より、概ね適切に実施されている。 
引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
次期中長期目標・中長期計画の策定においては、本

中期目標期間中の問題点及び改善方策を検討した上

で、施設及び設備の整備計画を定める必要がある。 

＜評定に至った理由＞  
①  施設・設備の整備及び維持管理は適切に実施されて

いるか 
・一部の工事について、第３期中期目標期間内に終了

しなかったため、施設整備費補助金を平成２８年度に

繰り越した。 
・施設・設備の整備・維持管理は概ね適切に実施した。 
 

＜今後の課題＞  
第４期中長期目標期間においては、繰越を減らすよう、

施設整備費補助金の計画的な執行に努められたい。  
 

 
 
 

４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・老朽化対策の必要性は大いに認める。  
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２．主要な経年データ 

 主な評価指標及び参考指標 
 達成目標 基準値等 

(前中期目標

期間最終年

度値等) 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 (参考情報) 
当該年度までの累積値

等、必要な情報 

(参考指標)         

若手研究者の採

用者数 

－ －  28 7 9 15 9  

女性研究者の採

用者数 

－ 3 6 3 6 4 6  

         

         

 
３．中期目標、中期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 （１）中期目標 
 ＜第５ ２．人事に関する計画＞ 

人件費の削減に伴い、ポストドクターなどの契約研究職員が研究所の研究能力に占める比率が高まってきた。

このため、将来に向けての研究所の活力を維持するため、研究職員の能力開発を適正に行う体制を確保するとと

もに、若手研究者、女性研究者、外国人研究者等の研究参画意欲の一層の促進を図る。 
 （２）中期計画 
 ＜第９ ２．人事に関する計画＞ 

（１）方針 
人件費の削減に伴い、ポストドクターなどの研究系契約職員が研究所の研究能力に占める比率が高まってき

た。このため、将来に向けての研究所の活力を維持するため、研究系職員の能力開発を適正に行う体制を確保す

るとともに、若手研究者、女性研究者、外国人研究者等の研究参画意欲の一層の促進を図る。 
（２）人員に係る指標 
（参考１） 
１）期初の常勤職員数     ２８２人 
２）期末の常勤職員数の見込み ３０７人 
（参考２）中期目標期間中の人件費総額 
中期目標期間中の人件費総額見込み  １１，２８９百万円 
但し、上記の額は、総人件費改革において削減対象とされた人件費の範囲（役員報酬並びに職員基本給、職員

諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員給与に相当する範囲から総人件費改革の取組の削減対

象外となる任期   付研究者等の人件費を除いた額）の費用である。 
なお、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者等に係る人件費

を含めた総額は、１１，９０４百万円である。（国からの委託費、補助金、競争的研究資金及び民間資金の獲得

状況等により増減があり得る。） 
 （３）主な評価軸（評価の視点）、指標等 

 ①所内人材の研究能力開発は適切に実施されているか (a)人材活用方針に基づく取組の実施状況 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第５ ２． 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 （必要に応じて重要度及び難易度について記載） 

４ 項目別評定調書（第５ その他の業務運営に関する重要事項 ） 
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(b)研修の実施状況 
②所内人材の職場環境整備は適切に実施されているか (a)男女共同参画に係る職場環境整備の状況 

(b)外国人研究者に係る職場環境整備の状況 

 （４）法人の業務実績等・自己評価 

 ①－１主な業務実績等 

 １．人材活用方針に基づき、研究系常勤職員として、若手研究者（各年度末において３７歳以下の研究者）を６

８人（パーマネント研究員２２人、任期付研究員４６人）、女性研究者を２５人（パーマネント研究員１１人、

任期付研究員１４人）採用する等研究活動等の基盤の強化を図った（資料３７）。 
 
２．人材活用方針に基づき、若年者、女性、外国人の一層の能力活用等を図るため、以下の取組を進めた。 
（１）若手研究者等の自立と活躍の機会を与えるため、外部競争的資金の応募に際し適切な指導助言を与えると

ともに、内部公募型研究制度を活用して、新しい発想とアイデアに基づく研究の奨励を図った。平成２８年度も

引き続き、若手研究者の育成と研究の奨励を促進していく。また、若手研究員派遣研修実施要領に基づき、平成

２３年度から２７年度中に６名の若手研究員を海外の研究機関へ派遣した。２８年度も新たに２名を派遣予定で

ある。 
  
（２）女性研究者等の研究参画推進も含め、男女共同参画等を図るための職場環境整備の一環として、平成２３

年度に妊産婦が搾乳や休憩ができる休憩スペースを開設したが、更に利便性を図るため新たに１箇所増設した。

また、平成２４年度に開設した一時預り保育室については、平成２７年度も順調に利用者増加に繋がっている。 
 
（３）平成２３年度より外国人研究者が生活する上で生じる様々な問題について相談、解決を図ることができる

よう、企画部国際室に担当スタッフを置くとともに公益社団法人科学技術国際交流センターと契約し、生活支援

を実施している。なお、生活支援制度については、当制度の目的が新規で生活を立ち上げる外国人研究者を対象

としたものであることから、平成２６年度に支援対象者を来日２年以内とする見直しを行い、制度の名称を「外

国人研究者等生活支援制度」から「外国人研究者生活立ち上げ等支援制度」へと変更した。 
 
３．任期満了となる任期付研究員３８人を、テニュアトラックによりパーマネント研究員として採用した。 
  
４．研究業績等により当該分野において優れた研究者として認められており、国環研の目的を達成するために必

要な者を採用するフェロー制度を平成２３年度に創設した。また、高度な研究能力を有する研究者や独創性に富

む若手研究者等を、特別研究員、准特別研究員、リサーチアシスタントとして採用した（資料３７）。 
 
５．外部との連携を図りつつ国環研において必要な調査研究の適切な実施を図るため、国内外の大学、研究機関

等から連携研究グループ長１７人（平成２３年度から平成２７年度の延べ人数、以下同じ）、客員研究員等１，

１５７人を委嘱・招へいするとともに、共同研究員３８３人、研究生３３１人を受け入れた（資料６）。 

 ①－２ 関連する資料編 

 資料６ 客員研究員等の受入状況（再掲） 
資料３７ 職員・契約職員採用実績の状況及び人員の構成（再掲） 

 ②自己評価 

 （自己評価を評定の根拠とともに記載。今後の課題等があればあわせて記載） 
①所内人材の研究能力開発は適切に実施されているか 
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(a)人材活用方針に基づく取組の実施状況 
人材活用方針に基づき、研究系常勤職員として、テニュアトラックを活用しつつ若手研究者（各年度末におい

て３７歳以下の研究者）を６８人（パーマネント研究員２２人、任期付研究員４６人）、女性研究者を２５人（パ

ーマネント研究員１１人、任期付研究員１４人）採用する等研究活動等の基盤の強化を図っており評価できる。

また、フェロー制度や連携研究グループ長制度等により、優れた研究者の活用に努めており評価できる。 
【Ｂ】 
 

(b)研修の実施状況 
若手研究者等の自立と活躍の機会を与えるため、外部競争的資金の応募に際し適切な指導助言を与えるととも

に、所内公募型研究制度を活用して、新しい発想とアイデアに基づく研究の奨励を図っており評価できる。また、

若手研究員派遣研修実施要領に基づき、海外の研究機関への派遣研修を実施するなど、研究系職員の能力開発を

適正に行う体制を確保しており評価できる。平成２８年度においても継続して実施する予定である。【Ｂ】 
 
②所内人材の職場環境整備は適切に実施されているか 
(a)男女共同参画に係る職場環境整備の状況 

女性研究者等の研究参画推進も含め、男女共同参画等を図るための職場環境整備の一環として、平成２３年度

に妊産婦が搾乳や休憩ができる休憩スペースを開設したが、更に利便性を図るため新たに１箇所増設しており評

価できる。   
また、平成２４年度に一時預り保育室を開設しており、利用者も順調に増加し、高い稼働率で利用されており

評価できる。【Ｂ】 
 

(b)外国人研究者に係る職場環境整備の状況 
平成２３年度より外国人研究者が生活する上で生じる問題について相談、解決を図ることができるよう担当ス

タッフを置くとともに、公益社団法人科学技術国際交流センターと契約し、生活支援を実施しており評価できる。

生活支援制度については適宜支援内容等の見直し・改善を図っており、今後も上記契約先と調整しつつ必要な見

直しを行っていく予定である。【Ｂ】 
 
総合評価 
人材活用方針に基づき、研究系常勤職員として、テニュアトラックを活用しつつ若手研究者、女性研究者を採

用する等研究活動等の基盤の強化を図っており評価できる。また、フェロー制度や連携研究グループ長制度等に

より優れた研究者の活用に努めており評価できる。 
若手研究者については、自立と活躍の機会を与えるため、外部競争的資金の応募に際しての適切な指導助言、

所内公募型研究制度を活用して新しい発想とアイデアに基づく研究の奨励、若手研究員派遣研修実施要領に基づ

く海外の研究機関への派遣研修の実施など、研究系職員の能力開発を適正に行う体制を確保しており、所内人材

の研究能力開発は適切に実施していると考えている。 
また、女性研究者等の研究参画推進も含め、男女共同参画等を図るための職場環境整備の一環として、平成２

３年度に妊産婦が搾乳や休憩ができる休憩スペース、平成２４年度には、一時預り保育室も開設するなど、男女

共同参画に係る職場環境整備を図る一方、外国人研究者に関しても、平成２３年度より外国人研究者が生活する

上で生じる問題について相談、解決を図ることができるよう担当スタッフを置くとともに、公益社団法人科学技

術国際交流センターと契約し、生活支援を実施しており評価できる。また生活支援制度については必要に応じて

支援内容等の見直しを行い、改善を図るなど所内人材の職場環境整備を適切に実施しており評価できる。 
今後とも、優秀かつ多様な職員及び契約職員の採用を進めるとともに、研究参画意欲の一層の促進を図り、国
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環研の活力の維持に努めることとしており、所期の目標を達成したと評価できる。【Ｂ】 

 主務大臣による評価 

 （見込評価） （期間業務評価） 

 評定 【Ｂ】 評定 【Ｂ】 

 人材活用方針に基づき、研究系常勤職員として、テ

ニュアトラックを活用しつつ若手研究者、女性研究者

を採用する等研究活動等の基盤の強化を図っている。

また、フェロー制度や連携研究グループ長制度等によ

り優れた研究者の活用に努めている。 
引き続き、中期目標の達成に向けて計画的な取組を

継続することで、中期目標等に掲げる目標について

は、本中期目標期間中に着実に達成できると判断す

る。 
今後とも、優秀かつ多様な職員及び契約職員の採

用・育成を進めるとともに、次期中長期目標・中長期

計画の策定においては、クロスアポイントメント制度

や年俸制の導入、及び若手・女性・外国人研究者につ

いて何らかの具体的目標を設定するよう検討された

い。 

＜評定に至った理由＞  
① 所内人材の研究能力開発は適切に実施されているか 
・人材活用方針に基づき、第３期中期目標期間中に研

究系常勤職員として、テニュアトラックを活用し、若

手研究員（６８人）及び女性研究員（２５人）を採用

した。 
・競争的資金への応募時に適切な助言指導、所内公募

型研究制度による研究の奨励、若手研究員派遣研修実

施要領に基づく海外研究機関への派遣の実施など、若

手研究員の能力開発体制を確保した。 
② 所内人材の職場環境整備は適切に実施されているか 
・女性研究員のための休憩スペース及び一時預かり保

育室の整備及び適切な運用を実施した。 
・外国人研究員のための生活支援制度の改善など、多

様な人材の確保のための環境整備に努めた。 
 

＜今後の課題＞ 
第４期中長期目標期間においても、優秀かつ多様な職

員の採用及び育成を推進し、中長期的な視点で人事に関

する計画を検討し実施されたい。 
 

 

 

４．その他参考情報 
＜審議会の意見等＞ 
・研究系常勤職員として、テニュアトラックを活用しつつ若手研究者や女性研究者を採用するなど、計画的な人材

基盤強化を図っていることは大いに評価できる。また、フェロー制度や連携研究グループ長制度もうまく活用し

ている。外国人研究者に対する生活支援は重要であるので、今後も進めて頂きたい。 


